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令和3年
おすすめ新刊・改訂図書のご案内

■65歳までの高年齢者雇用確保措置（義務）の選択肢
■70歳までの高年齢者就業確保措置（努力義務）の選択肢
■定年廃止、定年延長の実務
■継続雇用制度導入の実務
■70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度導入の実務
■70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度導入の実
務

■定年後再雇用（有期雇用）の60～64歳時の賃金・年金等の
留意事項

■定年後再雇用（有期雇用）の65～70歳時の賃金・年金等の
留意事項

■創業支援等措置（非雇用）で就労する時の収入・年金等の留
意事項

■高年齢者等が離職する場合に必要な手続
■高年齢者の安全衛生対策

掲
載
内
容

高年齢者雇用・年金マニュアルシート�
A4判観音折り8頁／定価 本体 400円＋税10％（税込440円）
（監修）ドリームサポート社会保険労務士法人� 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》

⃝�本商品は、60歳以上の労働者を雇用する（または業務委託等で就労させる）会社等が知っておくべき法制度
について、わかりやすくコンパクトに解説したシートです。具体的には、①65歳までの高年齢者雇用確保措
置の３つの選択肢、②70歳までの高年齢者就業確保措置の５つの選択肢、③定年後再雇用時の同一労働同一
賃金の考え方、④令和４年４月改正を踏まえた在職老齢年金、年金受給繰り下げ、在職定時決定、⑤雇用保
険の高年齢者雇用継続給付、⑥高年齢労働者の離職時の対応、⑦高年齢者の安全衛生対策――などについ
て、法制度の概要から必要な手続等の実務まで、ポイントを整理しています。

⃝企業の人事・総務担当者が高年齢者雇用に関する社内制度を構築・改正し、制度を運用されるとき、あるい
は社会保険労務士の方が顧客に説明するときなどの資料としてお使いいただけます。また、従業員の方が高
齢期の働き方や年金受給のあり方などを検討する際にも、有用な資料です。

令和3年3月末発刊予定

■主な働き方改革法制の施行時期
■時間外労働の上限規制
■年次有給休暇の時期指定付与義務
■テレワークにおける労務管理
■副業・兼業時の労務管理
■雇用によらない働き方（フリーランス）に対する法規制

■フレックスタイム制
■勤務間インターバル制度の導入
■月60時間超の時間外労働に対する割増賃金
■同一労働同一賃金（パート・有期法）
■同一労働同一賃金（労働者派遣法）
■従業員の健康管理

掲
載
内
容

事業主のための働き方改革マニュアルシート（令和3年3月改訂）�
A4判観音折り8頁／定価：本体 400円＋税10％（税込440円）
（監修）ドリームサポート社会保険労務士法人� 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》

⃝�本商品は、平成30年７月６日に公布され、平成31年４月から本格施行された「働き方改革」関連の法改正の
全容をコンパクトにまとめたシートです。改訂版では、最新の情報などを踏まえ、内容を一新するととも
に、新たにテレワーク、副業・兼業、フリーランス等の多様な働き方に関しても、法令やガイドラインなど
のポイントをまとめています。

⃝時間外労働の上限規制、年次有給休暇の時季指定義務、高度プロフェッショナル制度の創設、同一労働同一
賃金による非正規労働者の待遇改善、フレックスタイム制の見直し、勤務間インターバル制度の導入など、
「働き方改革」のポイントについて図表などを多用して整理しているので、働き方改革で何が変わったの
か、網羅的に理解することができます。

⃝企業の人事労務担当者、顧間先の働き方改革をサポートする社会保険労務士の皆様に必携のシートです。

令和3年3月末発刊予定
働き方改革マニュアルシート

働き方改革法制の全体像
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働き方改革法制関連では、労働基準法、労働安全衛生法、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法などの法律が改正さ
れ、次の内容が2019年4月以降に順次施行されます。

主な働き方改革法制の施行時期
主な働き方改革法制の施行時期は図表①のとおりです。各社でどう取り組むかの検討、就業規則等の改定、社内体制の整備等
には一定の時間を要します。計画的かつ早めの準備が必要です。

事業主のための 2019年4月版

①時間外労働の上限規制
②年次有給休暇（年5日）の時季指定付与義務
③勤務間インターバル制度の導入（努力義務）
④月60時間超の時間外労働に対する割増賃金（５割以上）の中小
企業への適用

①高度プロフェッショナル制度の創設
②フレックスタイム制の清算期間の見直し
③副業・兼業やテレワークの促進

①正社員と短時間・有期雇用労働者間の均等・均衡待遇
②短時間・有期雇用労働者に対する説明義務
③短時間・有期雇用労働者に関する相談・紛争解決

①長時間労働の従業員に対する医師の面接指導の対象拡大
②労働時間の状況の把握義務
③産業医に関する事業者の義務事項

①選択制となる派遣労働者の「同一労働同一賃金」
②派遣先に求められること

施行時期 項　　目 掲載頁改正の対象となった法律

2019年4月

2020年4月

2021年4月

2023年4月

2024年4月

労働基準法

労働時間等設定改善法

労働安全衛生法

労働基準法

労働契約法、パートタイム労働法

労働者派遣法

労働契約法、パートタイム労働法

労働基準法

労働基準法

■図表① 主な働き方改革法制の施行時期
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時間外労働の上限規制【大企業　 】一部猶予・除外措置あり

年次有給休暇（年5日）の時季指定付与義務

高度プロフェッショナル制度の創設

フレックスタイム制の清算期間の見直し

勤務間インターバル制度の導入（努力義務）

労働時間の状況の把握義務

従業員の健康確保（産業医・産業保健機能の強化）

時間外労働の上限規制【中小企業　 】

「同一労働同一賃金」による待遇改善【大企業　 】

選択制となる派遣労働者の「同一労働同一賃金」

「同一労働同一賃金」による待遇改善【中小企業　 】

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金（５割以上）の中小企業　 への適用

時間外労働の上限規制の猶予措置の廃止

業　　種 資本金・従業員数の要件
■図表② 中小企業の定義（下表に該当しなければ大企業）

3億円以下または300人以下

1億円以下または100人以下

5,000万円以下または100人以下

5,000万円以下または50人以下

製造業およびその他の業種

卸売業

サービス業

小売業

＊１ 施行時期に関する企業規模（大企業・中小企業）については図表②
参照

＊２ 有期雇用労働者について不合理な労働条件を禁止した改正前の労
働契約法第20条を削除し、パートタイム労働法の名称を「短時間
労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
（パートタイム・有期雇用労働法）」に改めます。

＊３ サービス業には放送業、医療、福祉、教育、学習支援業、宿泊業など
が含まれ、小売業には各種商品小売業のほか、飲食店、持ち帰り・
配達飲食サービス業などが含まれます。

＊2

＊2

＊3

＊3

＊1

＊1

＊1

＊1

＊1

1 長時間労働の是正（２－３頁）

2 柔軟な働き方の環境整備（４頁）

5 従業員の健康確保（８頁）

4 派遣労働者の「同一労働同一賃金」（７頁）

3 「同一労働同一賃金」による待遇改善（５－７頁）

商品No.480782

１．労災保険のしくみ
２．業務災害
３．通勤災害
４．複数事業労働者の業務災害等
５．労災保険の給付

６．保険給付の手続
７．第三者行為災害
８．脳・心臓疾患
９．精神障害
10．傷病・障害等級表

掲
載
内
容

労災保険マニュアルシート（令和3年3月版）�
A4判観音折り8頁／定価 本体 400円＋税10％（税込440円）
� 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》

⃝�『労災保険マニュアルシート』は、労災保険についての相談に対応して、制度や手続を図表を中心にわかり
やすく、コンパクトにまとめてあります。言葉による説明だけでは十分に伝わらないことも、図表や請求書
類を実際にお示しいただくことで、相談のお客様の理解を助けます。

⃝�掲載内容は①労災保険のしくみ②業務災害③通勤災害④労災保険の給付⑤保険給付の手続⑥第三者行為災害
⑦脳・心臓疾患⑧精神障害⑨傷病・障害等級表―と、労災保険の主要項目を幅広く、かつ簡潔に掲載してあ
ります。令和２年９月に改正された複数就業者に対する労災保険についても対応しています。

⃝�労働災害や労災保険に関するお問い合わせやご相談への対応、さらには労務管理のコンサルティング業務の
必須のツールとしてご利用いただけるシートです。

令和3年3月末発刊予定

NEW
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商品No.460450

労災保険マニュアルシート労災保険マニュアルシート
1労災保険のしくみ
図表① 健康保険法と労災保険法の比較

図表② 労災保険法の体系

図表③ 労災保険のフローチャート

健康保険法

労働者災害補償保険法
（労災保険法）

労働者またはその被扶養者の業務災害・通勤災害以外の疾病、負傷、死亡または出産などに対しての保険給付

労働者の業務上の事由または通勤による負傷、疾病、障害、死亡などに対しての保険給付

1

傷病に関する保険給付 療養（補償）給付、休業（補償）給付、傷病（補償）年金

障害（補償）給付

介護（補償）給付

葬祭料・葬祭給付

障害に関する保険給付

介護に関する保険給付

死亡に関する保険給付

労災保険法

業務災害

通勤災害

※業務上の負傷、疾病、死亡などには「補償」の名称がつき、通勤災害には「補償」がつきません

労災病院や労災指定
医療機関などで療養
を受けるとき

労災病院や労災指定
医療機関など以外で
療養を受けるとき

療養（補償）給付

業務災害・通勤災害による傷病など

療養の給付 傷病の療養のため労働す
ることができず、賃金を受
けられないとき

休業（補償）給付

療養開始後１年６ヵ月経っ
ても傷病が治癒（症状固
定）しないで障害の程度が
傷病等級に該当するとき

傷病（補償）年金

障害（補償）年金または傷
病（補償）年金の一定の障
害により、現に介護を受け
ているとき

介護（補償）給付

療養の費用

労働者が
死亡した
とき

労働者が死
亡 し、遺 族
（補償）年金
を受ける遺
族がまった
くいないと
きなど

遺族（補償）給付

年　金 労働者が死
亡し、葬 儀
を執り行っ
たとき

葬祭料・
葬祭給付

一時金
傷病が治癒（症状固
定）して障害等級第１
級から７級までに該
当する身体障害が
残ったとき

傷病が治癒（症状固
定）して障害等級第８
級から14級までに該
当する身体障害が
残ったとき

障害（補償）給付

年　金 一時金

死亡

死亡 治癒

負傷・疾病

介護状態

商品No.480731

※表紙はイメージです

高年齢者雇用・年金マニュアルシート

両面抗菌印刷



令和3年 おすすめ新刊・改訂図書のご案内

育児休業・介護休業Q&A（令和3年1月版）�
A4判136頁／定価：本体 1,400円＋税10％（税込1,540円） ISBN978-4-7894-2402-8�C3032�¥1400E
⃝�令和３年１月から実施された新たな育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律）の内容を、Ｑ＆Ａ形式で、必要な届出書類を含めてわかりやすく解説しています。

⃝あわせて、労働保険や社会保険（健康保険、厚生年金保険）等の関連施策から、育児や子の看護、家族への
介護が必要な労働者（従業員）や対象者への支援措置について情報提供しています。

⃝近年の以下の改正に対応しています。
　・最長２歳までの育児休業期間の延長　・育児休業等制度の個別周知
　・育児目的休暇の新設　　　　　　　　・子の看護休暇及び介護休暇の時間単位での取得

令和3年1月発刊

国民年金・　
厚生年金保険 障害年金の認定基準（令和3年度版）�
B5判664頁予定／定価：本体 6,000円＋税10％（税込6,600円） ISBN978-4-7894-3424-9�C3032�¥6000E
⃝�障害認定基準は、障害基礎年金・障害厚生年金および障害手当金の支給対象となる障害の程度を認定するた
めの具体的な基準を示したものです。本書では、最新の情報に基づき障害認定基準の全文を掲載するととも
に、認定基準に則して障害の部位別に障害の解説を行うとともに、実際の認定例などを多数紹介しています。

⃝�難しいと言われる障害年金の認定等に従事する担当職員や年金相談業務に携わる人にとって格好の手引書です。
⃝�令和３年度版は、令和元年９月以降の障害認定基準の見直しも反映しています。

令和3年5月末発刊予定

制度のしくみ
　育児・介護休業法の概要
　改正育児・介護休業法のポイント
Ⅰ　育児休業
　⑴育児休業Ｑ＆Ａ
　　１�．育児休業の対象となる労働者
　　２．育児休業の申出
　　３．事業主の義務
　　４．育児休業の期間
　　５．子の看護休暇制度

　　６．労働の制限
　　７．事業主が講ずべき措置
　⑵�出産・育児と労働保険・社会保険の

届出Ｑ＆Ａ
　　１．育児休業給付金の手続
　　２�．産前産後休業・育児休業と社会

保険料
　　３�．出産したときの健康保険の給付
Ⅱ　介護休業
　⑴介護休業Ｑ＆Ａ

　　１�．介護休業の対象となる労働者
　　２．介護休業の申出
　　３．事業主の義務
　　４．介護休業の期間
　　５．介護休暇制度
　　６．労働の制限
　　７．事業者が講ずべき措置
　⑵介護休業給付の届出Ｑ＆Ａ
　　１．介護休業給付金の概要
　　２．介護休業給付金の申請

掲
載
内
容

〈本編〉障害認定基準の解説
第１　障害認定にあたっての一般的事項
第２　障害認定のための基本的事項
第３　障害認定のための基準
　第１章　障害等級認定基準
　第２章　併合等認定基準
〈関連資料編〉
　関連資料１　障害認定基準関係通知

　関連資料２　障害認定事例（18例）
　関連資料３　障害認定が難しい事例（５症例15例）
　関連資料４　関係法令集
　関連資料５　障害（福祉）年金改正経過
〈付録〉
　付録１　障害基礎年金・障害厚生年金の仕組みと解説
　付録２　障害年金の請求と届書類

掲
載
内
容

（育児休業マニュアルシート）
■育児休業の概要
■育児休業に関する手続
■社会保険料免除・社会保険料
と年金額の特例に関する手続

■雇用保険・育児休業給付の手
続

■育児休業以外の制度（子の看
護休暇の１時間単位取得など）

（介護休業マニュアルシート）
■介護休業の概要
■介護休業に関する手続
■雇用保険・介護休業給付手続
■介護休業以外の制度（介護休
暇の１時間単位取得など）

掲
載
内
容

育児休業・介護休業マニュアルシート（令和3年度版）�
A4判観音折り8頁／定価 本体 400円＋税10％（税込440円）� 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝��令和３年１月から実施された新たな育児介護・介護休業法の内容について、育児休業
は表面（１ページ）から、介護休業は裏面（８ページ）から必要な届出書類、手続き
などを含めてコンパクトに掲載しています。そのほか、関連する社会保険および労働
保険の給付についても簡潔にまとめています。

令和3年3月発刊予定

１．健康経営とは
２．健康経営の広がり
３．健康経営を実践するメリット

４．健康経営の基本的な進め方
５．健康経営の顕彰制度
６．健康経営優良法人2021（中小規模

法人部門）
７．健康経営推進の充実に向けて

掲
載
内
容

健康経営マニュアルシート 2021年対応版（令和2年10月発刊）�
A4判観音折り8頁／定価：本体 400円＋税10％（税込440円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
稲田耕平・阿藤通明・今井鉄平・坂野祐輔・田中亮子　著
⃝本商品は、経済産業省の「健康経営優良法人2021（中小規模法人部門）」の認定基準を参考にして、健康経
営の内容や基本的な進め方、認定基準（必須項目・選択項目）等についてコンパクトにまとめたシートです。

⃝健康経営の考え方、健康経営を実践するメリット、推進体制、東京商工会議所が実施している健康経営アド
バイサーなど、健康経営を実践するうえでポイントとなる事柄に関して、図表やチャートなどを用いて紹介
しています。

⃝健康経営の推進または導入を考えている企業経営者、人事労務担当者、顧問先の健康経営をサポートする社
会保険労務士の皆様に必携のシートです。

発売中
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商品No.220452

商品No.300924

育児休業マニュアルシート
平成29年改正対応版平成29年改正対応版

1 育児休業の概要

2 育児休業の手続き

■一定年齢までの子を養育する従業員は、育児休業をすることができます。
対象となる従業員

原則 １歳に満たない子を養育する男女の従業員

図表①対象とならない従業員
●日々雇用される従業員
●労使協定の締結により対象外にできる従業員（雇用期間が１年未満、１年以
内に雇用期間が終了予定、１週間の所定労働日数が２日以下など）
●これまでの雇用期間が１年未満の有期雇用の従業員
●子が１歳６ヵ月に達する日までに、労働契約（契約更新する場合は更新
後の契約）の期間を満了することが明らかな有期雇用の従業員

期間

原則

図表②子の要件

●実子・養子問わず法律上親
子関係のある子

●特別養子縁組のために試
験的な養育期間にある子

●養子縁組里親に委託され
ている子 など

出生日から子が１歳に達する日（誕生日の前日）までの間で従業員が申出した期間
※女性は産後休業（８週間）の終了後から

例外１：両親ともに育児休業を利用する場合は子が１歳２ヵ月に達する日まで延長（パパ・ママ育休プラス参照）
例外２：子が１歳（１歳２ヵ月）に達する日に図表③の事情がある場合は、１歳６ヵ月に達する日＊1まで延長
図表③特別な事情
●保育所等＊2の利用を希望しているが、入所できない場合
●子の養育を行う予定であった配偶者が死亡、傷病、離婚等により子を養育することが困難になった場合  など

パパ・ママ育休プラス（両親ともに育児休業を利用する場合の特例）

＊1　平成29年10月から子が最長２歳に達する日まで延長できる法改正が予定されています。 
＊2　無認可保育施設は含みません。

回数
原則 子１人につき１回

以下のケースでは再度の利用が可能です。
例外１：図表③または子の傷病、障害により２週間以上にわたり世話を必要とする場合など、特別な事情がある場合
例外２：子の出生後８週間以内の期間にされた最初の育児休業を取得した場合（出生後８週間以内に育児休業が終了し

ていることが必要で、産後休業を利用した場合は例外2に該当しない）

○以下の要件すべてに該当すれば、育児休業の対象となる子の年齢が１歳２ヵ月に達する日まで延長されます。
・配偶者が育児休業を利用している
・従業員本人の育児休業開始予定日が子の１歳の誕生日以前
・従業員本人の育児休業開始予定日が配偶者の利用している育児休業の初日以降
※父母が取得できる期間はそれぞれ１年間（母親は出産日・産後休業期間を含む）までとなります。

社会保険料の免除

育児休業の開始

休業開始予定日の変更

従業員 会社（事業主）
●会社に書面等（育児休業申出書＊）で申出します。
※会社が認めればＦＡＸ、電子メール、郵送等でも可
●申出内容：必須事項と特定の場合に必要な事項があります。

●従業員が産前休業を取得する場合は、その段階で育児休
業の希望を確認しておくことが望ましいと考えられます。

●従業員に育児休業開始予定日及び終了予定日を速やか
に（２週間以内）通知します（育児休業取扱通知書＊）。

※従業員の申出が遅れた場合は、従業員の休業開始希望
日以後から申出日の翌日より起算して１ヵ月を経過した
日までの間で会社が休業開始日を指定できます。

　（申出日の翌日から起算して3日以内に従業員に通知）
●従業員に子の出生等を証明する書類の提出を求めるこ
とができます。
※出生届受理証明書、養子縁組届受理証明書など
●社会保険料の免除を受けるため、年金事務所（事務セン
ター）及び健康保険組合に育児休業等取得者申出書
（4頁様式①）を提出します。
●従業員が育児休業給付金（雇用保険）を受けることがで
きる場合は手続きをします（3頁参照）。

○申出年月日
○従業員氏名
○申出をする子の氏名、生年月日、従業員との続柄
○休業開始予定日及び休業終了予定日

○申出をする子以外に１歳未満の子がいる場
合は、その子の氏名、生年月日、従業員との
続柄

○子が養子の場合は、養子縁組の効力発生日
○一度休業した後の再度の申出の場合はそ
の事情  など

必須
事項

特定の
場合

●申出時期：原則として休業開始予定日の１ヵ月前まで。

従業員 会社（事業主）
●申出を受けた場合は、変更後の育児休業開始予定日及
び終了予定日を速やかに（２週間以内）従業員に通知し
ます。

●出産予定日前に子が出生したなど特別の事情がある場
合は、会社に１週間前までに申出することにより、１回に限
り、休業開始予定日を繰り上げ変更することができます。
●休業開始予定日の繰り下げ変更は7頁図表⑤参照。

休業終了予定日の変更

従業員 会社（事業主）
●申出を受けた場合は、変更後の育児休業終了予定日を
速やかに（２週間以内）従業員に通知します。

●従業員が休業終了予定日より早く復帰した場合は、年
金事務所（事務センター）及び健康保険組合に育児休業
等取得者終了届を提出します。

●１歳に達する日までの間、会社に１ヵ月前までに申出す
ることにより、１回に限り、休業終了予定日を繰り下げ変
更し、延長することができます。

※事由は問いません。
●休業終了予定日の繰り上げ変更は7頁図表⑤参照。

子が１歳になる誕生日以降に休業を延長

従業員 会社（事業主）
●申出を受けた場合は、変更後の育児休業終了予定日を
速やかに（２週間以内）従業員に通知します。

●年金事務所（事務センター）及び健康保険組合に育児休
業等取得者申出書（4頁様式①）を再度提出します。

会社（事業主）
●育児休業終了後の保険料の特例
休業終了後に育児等を理由に被保険者の報酬額が低
下（変動）した場合は、１等級差でも標準報酬月額の改定
が行われます。休業終了日の翌日の月以後の３ヵ月間に
受けた報酬を年金事務所（事務センター）に育児休業等
終了時報酬月額変更届（4頁様式②）で提出します。

●３歳未満の子を養育する期間については、育児等を理由
に報酬額が低下しても年金額は低下しない特例（７頁図
表④参照）があります。

●１歳＊を超えても休業が必要と認められる場合（１頁図表
③参照）は、会社に休業終了予定日の２週間前までに申
出することで、１歳６ヵ月まで延長することができます。

●育児休業給付の延長申請に必要な証明書類（市区町村
が発行した保育が実施されていない証明書など）を会
社に提出します。

育児休業の終了
従業員

以下に該当した場合は終了します。
●子が１歳（１歳２ヵ月・１歳６ヵ月）に達した場合
●子を養育しないこととなった場合（子の死亡、養子縁組の
解消、同居の解消、特別養子縁組の不成立、従業員の負
傷、疾病等により子を養育できない状態になったなど）

※子を養育しないこととなった旨を会社に通知しなければ
なりません。
●育児休業を利用している従業員に、産前産後休業、介護
休業など新たな休業が始まった場合

2 介護休業の手続き
介護休業の開始

休業終了予定日の繰り下げ変更

従業員 会社（事業主）
●会社に書面等（介護休業申出書＊）で申出します。
※会社が認めればＦＡＸ、電子メール、郵送等でも可
●申出内容：以下があります。

●従業員に介護休業開始予定日および終了予定日を速や
かに（１週間以内）通知します（介護休業取扱通知書＊）。

※従業員の申出が遅れた場合は、従業員の休業開始予定
日以後から申出日の翌日より起算して２週間を経過した
日までの間で会社が休業開始日を指定できます。

　（申出日の翌日から起算して3日以内に従業員に通知）
●従業員に対象家族が要介護状態にあること等を証明す
る書類の提出を求めることができます。

※医師の診断書、介護保険被保険者証など
●従業員が介護休業給付金（雇用保険）を受けることがで
きる場合は手続きをします（6頁参照）。

○申出年月日
○従業員氏名
○申出をする対象家族の氏名及び従業員との続柄
○申出をする対象家族が要介護状態にあること
○休業開始予定日及び休業終了予定日
○申出をする対象家族についてのこれまでの介護休業
　日数

●申出時期：原則として休業開始予定日の２週間前まで

従業員 会社（事業主）
●申出を受けた場合は、変更後の休業終了予定日を速や
かに（１週間以内）従業員に通知します。

●休業終了予定日の２週間前までに書面で以下の申出を
することにより、１回の休業につき１回に限り、休業終了
予定日を繰り下げ変更し、延長することができます。

・変更の申出年月日
・従業員氏名
・変更後休業を終了しようとする日
※事由は問いません。

介護休業の終了

従業員
以下に該当した場合は終了します。
●介護休業期間が93日に達した場合
●３回目の介護休業が終了した場合
●対象家族を介護しないこととなった場合
（対象家族の死亡、離婚・婚姻の解消・離縁等による対象
家族との親族関係の消滅、従業員の負傷、疾病等により
対象家族を介護できない状態になったこと）

※対象家族を介護しないこととなった旨を会社に通知し
なければなりません

●介護休業を利用している従業員に、産前産後休業、育児
休業など新たな休業が始まった場合

介護休業マニュアルシート

1 介護休業の概要
■要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、介護休業を取得することができます。

原則 要介護状態にある対象家族を介護する従業員

図表⑨対象とならない従業員
●日々雇用される従業員
●労使協定の締結により対象外にできる従業員（雇用期間が１年未満、申出日
から93日以内に雇用期間が終了予定、１週間の所定労働日数が２日以下など）
●これまでの雇用期間が１年未満の有期雇用の従業員
●取得予定日から約９ヵ月（93日＋６ヵ月）を経過するまでに、労働契約の
期間の満了することが明らかな有期雇用の従業員

期間・回数

図表⑩対象家族の範囲

２週間以上の期間にわたり
常時介護を必要とする状態
にある以下の家族
●配偶者　●父母　●子　
●祖父母　●兄弟姉妹　　
●孫　●配偶者の父母

対象者１人につき３回、通算して93日までの間で従業員が申出した期間

図表⑪常時介護を必要とする状態に関する判断基準＊

対象となる従業員

対象家族の常時介護を必要とする状態の判断基準

育児休業とは異なり介護休業期間には社会保険料の免除はありません。

休業開始・終了予定日の変更（共通）

常時介護を必要とする状態とは、ａまたはｂのいずれかに該当する状態のこととされます。
ａ：介護保険制度の要介護度２以上
ｂ：図表⑪の状態①～⑫のうち、２が２つ以上または３が１つ以上該当し、その状態が継続すると認められること

①座位保持（10分間1人で座っている
ことができる）
②歩行（立ち止まらず、座り込まずに
５ｍ程度歩くことができる）
③移乗（ベッドと車いす、車いすと便座
の間を移るなどの乗り移りの動作）

④水分・食事摂取
⑤排泄
⑥衣類の着脱
⑦意思の伝達
⑧外出すると戻れない
⑨物を壊したり衣類を破くことがある
⑩周囲の者から何らかの対応をとらな
ければならないほどの物忘れがある
⑪薬の内服
⑫日常の意思決定

自分で可

つかまらないでできる

自分で可

自分で可
自分で可
自分で可
できる
ない
ない
ない

自分で可
できる

支えてもらえばできる

何かにつかまればできる

一部介助、見守り等が必要

一部介助、見守り等が必要
一部介助、見守り等が必要
一部介助、見守り等が必要
ときどきできない
ときどきある
ときどきある
ときどきある

一部介助、見守り等が必要
本人に関する重要な
意思決定はできない

できない

できない

全面的介助が必要

全面的介助が必要
全面的介助が必要
全面的介助が必要
できない
ほとんど毎回ある
ほとんど毎日ある
ほとんど毎日ある

全面的介助が必要
ほとんどできない

項目 状態 1 2 3

発行／株式会社 社会保険研究所 （不許複製）
〒101-8522　東京都千代田区内神田2-4-6
WTC内神田ビル　TEL03-3252-7901
監修／社会保険労務士　鈴木政司　平成29年２月発行
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育児休業を取得している期間は、会社（事業主）の届出（３頁参照）により、社会保険料（厚生年金保険・健康
保険）が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
●保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。
●免除された期間分は、支払われたものとして将来の年金額に反映されます。

※産前産後休業期間中も同様に免除されます。

※介護休業は裏面（8頁）からご覧ください。

＊書類の様式は任意ですが、厚生労働省からモデル様式が
　示されています。

＊パパ･ママ育休プラスを利用した場合は１歳２ヵ月

※育児休業は表面（1頁）からご覧ください。

＊書類の様式は任意ですが、厚生労働省からモデル様式が
　示されています。

以下の休業予定日の変更は法律には規定がありません
ので、従業員が希望する場合は、会社（事業主）と話し
合って決めることになります。変更できるとする場合は、
あらかじめ就業規則等でその取り決めや手続きを明記
しておくことが望ましいと考えられます。
●介護休業開始予定日の繰り上げ・繰り下げ変更
●介護休業終了予定日の繰り上げ変更
●育児休業開始予定日の繰り下げ変更
●育児休業終了予定日の繰り上げ変更

※法律の規定を超える取り組みについて
本マニュアルシートは法律に基づいた内容を記載しています。育児
休業・介護休業の対象者範囲・期間・回数等に関して、この内容よりも
従業員に有利な条件を設定することは当然望ましいことですので、
会社の実情に応じて設定してください。

図表④３歳未満の子を養育する期間の年金額特例

育児等のために被保険者の報酬額が低下した場合に
は、会社（事業主）が以下の届出をすることで年金額に
は影響しない特例を受けられます。
提出書類：厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
　　　　　（4頁様式③）
提 出 先：年金事務所（事務センター）
年 金 額：育児等による報酬額の低下前の標準報酬月額で
　　　　　計算されます。

会社（事業主）
●育児休業、介護休業後の従業員は、原職または原職相
当職に復帰させるように配慮してください。妊娠・出産
や育児休業・介護休業等を理由として従業員に不利益
な取扱いをすることは禁止されています。

●従業員が上司や同僚から妊娠・出産や育児休業・介護休業
等を理由として嫌がらせ（ハラスメント）を受けないように
することが会社（事業主）に義務づけられています。

7

不利益取扱いの禁止等（共通） ＊会社（事業主）には基準を厳密に適用するのではなく、介護をしている従業員の事情にあわせて
　柔軟に判断することが望まれます。

図表⑤法律に規定のない休業予定日の変更

育児休業マニュアルシート
平成29年改正対応版平成29年改正対応版

1 育児休業の概要

2 育児休業の手続き

■一定年齢までの子を養育する従業員は、育児休業をすることができます。
対象となる従業員

原則 １歳に満たない子を養育する男女の従業員

図表①対象とならない従業員
●日々雇用される従業員
●労使協定の締結により対象外にできる従業員（雇用期間が１年未満、１年以
内に雇用期間が終了予定、１週間の所定労働日数が２日以下など）
●これまでの雇用期間が１年未満の有期雇用の従業員
●子が１歳６ヵ月に達する日までに、労働契約（契約更新する場合は更新
後の契約）の期間を満了することが明らかな有期雇用の従業員

期間

原則

図表②子の要件

●実子・養子問わず法律上親
子関係のある子

●特別養子縁組のために試
験的な養育期間にある子

●養子縁組里親に委託され
ている子 など

出生日から子が１歳に達する日（誕生日の前日）までの間で従業員が申出した期間
※女性は産後休業（８週間）の終了後から

例外１：両親ともに育児休業を利用する場合は子が１歳２ヵ月に達する日まで延長（パパ・ママ育休プラス参照）
例外２：子が１歳（１歳２ヵ月）に達する日に図表③の事情がある場合は、１歳６ヵ月に達する日＊1まで延長
図表③特別な事情
●保育所等＊2の利用を希望しているが、入所できない場合
●子の養育を行う予定であった配偶者が死亡、傷病、離婚等により子を養育することが困難になった場合  など

パパ・ママ育休プラス（両親ともに育児休業を利用する場合の特例）

＊1　平成29年10月から子が最長２歳に達する日まで延長できる法改正が予定されています。 
＊2　無認可保育施設は含みません。

回数
原則 子１人につき１回

以下のケースでは再度の利用が可能です。
例外１：図表③または子の傷病、障害により２週間以上にわたり世話を必要とする場合など、特別な事情がある場合
例外２：子の出生後８週間以内の期間にされた最初の育児休業を取得した場合（出生後８週間以内に育児休業が終了し

ていることが必要で、産後休業を利用した場合は例外2に該当しない）

○以下の要件すべてに該当すれば、育児休業の対象となる子の年齢が１歳２ヵ月に達する日まで延長されます。
・配偶者が育児休業を利用している
・従業員本人の育児休業開始予定日が子の１歳の誕生日以前
・従業員本人の育児休業開始予定日が配偶者の利用している育児休業の初日以降
※父母が取得できる期間はそれぞれ１年間（母親は出産日・産後休業期間を含む）までとなります。

社会保険料の免除

育児休業の開始

休業開始予定日の変更

従業員 会社（事業主）
●会社に書面等（育児休業申出書＊）で申出します。
※会社が認めればＦＡＸ、電子メール、郵送等でも可
●申出内容：必須事項と特定の場合に必要な事項があります。

●従業員が産前休業を取得する場合は、その段階で育児休
業の希望を確認しておくことが望ましいと考えられます。

●従業員に育児休業開始予定日及び終了予定日を速やか
に（２週間以内）通知します（育児休業取扱通知書＊）。

※従業員の申出が遅れた場合は、従業員の休業開始希望
日以後から申出日の翌日より起算して１ヵ月を経過した
日までの間で会社が休業開始日を指定できます。

　（申出日の翌日から起算して3日以内に従業員に通知）
●従業員に子の出生等を証明する書類の提出を求めるこ
とができます。
※出生届受理証明書、養子縁組届受理証明書など
●社会保険料の免除を受けるため、年金事務所（事務セン
ター）及び健康保険組合に育児休業等取得者申出書
（4頁様式①）を提出します。
●従業員が育児休業給付金（雇用保険）を受けることがで
きる場合は手続きをします（3頁参照）。

○申出年月日
○従業員氏名
○申出をする子の氏名、生年月日、従業員との続柄
○休業開始予定日及び休業終了予定日

○申出をする子以外に１歳未満の子がいる場
合は、その子の氏名、生年月日、従業員との
続柄

○子が養子の場合は、養子縁組の効力発生日
○一度休業した後の再度の申出の場合はそ
の事情  など

必須
事項

特定の
場合

●申出時期：原則として休業開始予定日の１ヵ月前まで。

従業員 会社（事業主）
●申出を受けた場合は、変更後の育児休業開始予定日及
び終了予定日を速やかに（２週間以内）従業員に通知し
ます。

●出産予定日前に子が出生したなど特別の事情がある場
合は、会社に１週間前までに申出することにより、１回に限
り、休業開始予定日を繰り上げ変更することができます。
●休業開始予定日の繰り下げ変更は7頁図表⑤参照。

休業終了予定日の変更

従業員 会社（事業主）
●申出を受けた場合は、変更後の育児休業終了予定日を
速やかに（２週間以内）従業員に通知します。

●従業員が休業終了予定日より早く復帰した場合は、年
金事務所（事務センター）及び健康保険組合に育児休業
等取得者終了届を提出します。

●１歳に達する日までの間、会社に１ヵ月前までに申出す
ることにより、１回に限り、休業終了予定日を繰り下げ変
更し、延長することができます。

※事由は問いません。
●休業終了予定日の繰り上げ変更は7頁図表⑤参照。

子が１歳になる誕生日以降に休業を延長

従業員 会社（事業主）
●申出を受けた場合は、変更後の育児休業終了予定日を
速やかに（２週間以内）従業員に通知します。

●年金事務所（事務センター）及び健康保険組合に育児休
業等取得者申出書（4頁様式①）を再度提出します。

会社（事業主）
●育児休業終了後の保険料の特例
休業終了後に育児等を理由に被保険者の報酬額が低
下（変動）した場合は、１等級差でも標準報酬月額の改定
が行われます。休業終了日の翌日の月以後の３ヵ月間に
受けた報酬を年金事務所（事務センター）に育児休業等
終了時報酬月額変更届（4頁様式②）で提出します。

●３歳未満の子を養育する期間については、育児等を理由
に報酬額が低下しても年金額は低下しない特例（７頁図
表④参照）があります。

●１歳＊を超えても休業が必要と認められる場合（１頁図表
③参照）は、会社に休業終了予定日の２週間前までに申
出することで、１歳６ヵ月まで延長することができます。

●育児休業給付の延長申請に必要な証明書類（市区町村
が発行した保育が実施されていない証明書など）を会
社に提出します。

育児休業の終了
従業員

以下に該当した場合は終了します。
●子が１歳（１歳２ヵ月・１歳６ヵ月）に達した場合
●子を養育しないこととなった場合（子の死亡、養子縁組の
解消、同居の解消、特別養子縁組の不成立、従業員の負
傷、疾病等により子を養育できない状態になったなど）

※子を養育しないこととなった旨を会社に通知しなければ
なりません。
●育児休業を利用している従業員に、産前産後休業、介護
休業など新たな休業が始まった場合

2 介護休業の手続き
介護休業の開始

休業終了予定日の繰り下げ変更

従業員 会社（事業主）
●会社に書面等（介護休業申出書＊）で申出します。
※会社が認めればＦＡＸ、電子メール、郵送等でも可
●申出内容：以下があります。

●従業員に介護休業開始予定日および終了予定日を速や
かに（１週間以内）通知します（介護休業取扱通知書＊）。

※従業員の申出が遅れた場合は、従業員の休業開始予定
日以後から申出日の翌日より起算して２週間を経過した
日までの間で会社が休業開始日を指定できます。

　（申出日の翌日から起算して3日以内に従業員に通知）
●従業員に対象家族が要介護状態にあること等を証明す
る書類の提出を求めることができます。

※医師の診断書、介護保険被保険者証など
●従業員が介護休業給付金（雇用保険）を受けることがで
きる場合は手続きをします（6頁参照）。

○申出年月日
○従業員氏名
○申出をする対象家族の氏名及び従業員との続柄
○申出をする対象家族が要介護状態にあること
○休業開始予定日及び休業終了予定日
○申出をする対象家族についてのこれまでの介護休業
　日数

●申出時期：原則として休業開始予定日の２週間前まで

従業員 会社（事業主）
●申出を受けた場合は、変更後の休業終了予定日を速や
かに（１週間以内）従業員に通知します。

●休業終了予定日の２週間前までに書面で以下の申出を
することにより、１回の休業につき１回に限り、休業終了
予定日を繰り下げ変更し、延長することができます。

・変更の申出年月日
・従業員氏名
・変更後休業を終了しようとする日
※事由は問いません。

介護休業の終了

従業員
以下に該当した場合は終了します。
●介護休業期間が93日に達した場合
●３回目の介護休業が終了した場合
●対象家族を介護しないこととなった場合
（対象家族の死亡、離婚・婚姻の解消・離縁等による対象
家族との親族関係の消滅、従業員の負傷、疾病等により
対象家族を介護できない状態になったこと）

※対象家族を介護しないこととなった旨を会社に通知し
なければなりません

●介護休業を利用している従業員に、産前産後休業、育児
休業など新たな休業が始まった場合

介護休業マニュアルシート

1 介護休業の概要
■要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、介護休業を取得することができます。

原則 要介護状態にある対象家族を介護する従業員

図表⑨対象とならない従業員
●日々雇用される従業員
●労使協定の締結により対象外にできる従業員（雇用期間が１年未満、申出日
から93日以内に雇用期間が終了予定、１週間の所定労働日数が２日以下など）
●これまでの雇用期間が１年未満の有期雇用の従業員
●取得予定日から約９ヵ月（93日＋６ヵ月）を経過するまでに、労働契約の
期間の満了することが明らかな有期雇用の従業員

期間・回数

図表⑩対象家族の範囲

２週間以上の期間にわたり
常時介護を必要とする状態
にある以下の家族
●配偶者　●父母　●子　
●祖父母　●兄弟姉妹　　
●孫　●配偶者の父母

対象者１人につき３回、通算して93日までの間で従業員が申出した期間

図表⑪常時介護を必要とする状態に関する判断基準＊

対象となる従業員

対象家族の常時介護を必要とする状態の判断基準

育児休業とは異なり介護休業期間には社会保険料の免除はありません。

休業開始・終了予定日の変更（共通）

常時介護を必要とする状態とは、ａまたはｂのいずれかに該当する状態のこととされます。
ａ：介護保険制度の要介護度２以上
ｂ：図表⑪の状態①～⑫のうち、２が２つ以上または３が１つ以上該当し、その状態が継続すると認められること

①座位保持（10分間1人で座っている
ことができる）
②歩行（立ち止まらず、座り込まずに
５ｍ程度歩くことができる）
③移乗（ベッドと車いす、車いすと便座
の間を移るなどの乗り移りの動作）

④水分・食事摂取
⑤排泄
⑥衣類の着脱
⑦意思の伝達
⑧外出すると戻れない
⑨物を壊したり衣類を破くことがある
⑩周囲の者から何らかの対応をとらな
ければならないほどの物忘れがある
⑪薬の内服
⑫日常の意思決定

自分で可

つかまらないでできる

自分で可

自分で可
自分で可
自分で可
できる
ない
ない
ない

自分で可
できる

支えてもらえばできる

何かにつかまればできる

一部介助、見守り等が必要

一部介助、見守り等が必要
一部介助、見守り等が必要
一部介助、見守り等が必要
ときどきできない
ときどきある
ときどきある
ときどきある

一部介助、見守り等が必要
本人に関する重要な
意思決定はできない

できない

できない

全面的介助が必要

全面的介助が必要
全面的介助が必要
全面的介助が必要
できない
ほとんど毎回ある
ほとんど毎日ある
ほとんど毎日ある

全面的介助が必要
ほとんどできない

項目 状態 1 2 3

発行／株式会社 社会保険研究所 （不許複製）
〒101-8522　東京都千代田区内神田2-4-6
WTC内神田ビル　TEL03-3252-7901
監修／社会保険労務士　鈴木政司　平成29年２月発行
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育児休業を取得している期間は、会社（事業主）の届出（３頁参照）により、社会保険料（厚生年金保険・健康
保険）が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
●保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。
●免除された期間分は、支払われたものとして将来の年金額に反映されます。

※産前産後休業期間中も同様に免除されます。

※介護休業は裏面（8頁）からご覧ください。

＊書類の様式は任意ですが、厚生労働省からモデル様式が
　示されています。

＊パパ･ママ育休プラスを利用した場合は１歳２ヵ月

※育児休業は表面（1頁）からご覧ください。

＊書類の様式は任意ですが、厚生労働省からモデル様式が
　示されています。

以下の休業予定日の変更は法律には規定がありません
ので、従業員が希望する場合は、会社（事業主）と話し
合って決めることになります。変更できるとする場合は、
あらかじめ就業規則等でその取り決めや手続きを明記
しておくことが望ましいと考えられます。
●介護休業開始予定日の繰り上げ・繰り下げ変更
●介護休業終了予定日の繰り上げ変更
●育児休業開始予定日の繰り下げ変更
●育児休業終了予定日の繰り上げ変更

※法律の規定を超える取り組みについて
本マニュアルシートは法律に基づいた内容を記載しています。育児
休業・介護休業の対象者範囲・期間・回数等に関して、この内容よりも
従業員に有利な条件を設定することは当然望ましいことですので、
会社の実情に応じて設定してください。

図表④３歳未満の子を養育する期間の年金額特例

育児等のために被保険者の報酬額が低下した場合に
は、会社（事業主）が以下の届出をすることで年金額に
は影響しない特例を受けられます。
提出書類：厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
　　　　　（4頁様式③）
提 出 先：年金事務所（事務センター）
年 金 額：育児等による報酬額の低下前の標準報酬月額で
　　　　　計算されます。

会社（事業主）
●育児休業、介護休業後の従業員は、原職または原職相
当職に復帰させるように配慮してください。妊娠・出産
や育児休業・介護休業等を理由として従業員に不利益
な取扱いをすることは禁止されています。

●従業員が上司や同僚から妊娠・出産や育児休業・介護休業
等を理由として嫌がらせ（ハラスメント）を受けないように
することが会社（事業主）に義務づけられています。

7

不利益取扱いの禁止等（共通） ＊会社（事業主）には基準を厳密に適用するのではなく、介護をしている従業員の事情にあわせて
　柔軟に判断することが望まれます。

図表⑤法律に規定のない休業予定日の変更
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平成29年6月版



（表紙写真は一部旧版を使用）

社会保険図書の
ご案内

社会保険の事務手続 総合版（令和3年度版）�
A4判136頁予定／定価 本体 1,200円＋税10％（税込1,320円）
 ISBN978-4-7894-2357-1�C3032�¥1200E 
⃝�健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格取得の決定、標準報酬月額の決め方、定時決定と算定基礎届、随
時改定と月額変更届、保険料の納め方など平易に解説した事務テキストです。

⃝�労働保険の解説と主な届出様式の記載例も収載しています。

令和3年4月発刊予定

社会保険のてびき（令和3年度版）�
A5判552頁予定／定価 本体 2,200円＋税10％（税込2,420円）
 ISBN978-4-7894-2033-4�C3032�¥2200E

⃝�健康保険・厚生年金を中心に社会保険のしくみと給付を詳しく、わかりやすく解説した入門書です。
⃝�国民健康保険・退職者医療制度・後期高齢者医療制度・介護保険・労働保険の概説など日常業務に必要なす
べての事項を網羅。

⃝�健康保険の給付と年金給付（老齢給付・障害給付・遺族給付）をていねいに解説しています。

令和3年4月発刊予定

社会保険ガイド（令和3年度版）�
B5判32頁／定価 本体 420円＋税10％（税込462円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�社会保険を理解するためのパンフレットとして、とくに、新入社員の指導向けに、健康保険と厚生年金保険
のしくみをわかりやすく解説しました。イラストと図を用いて簡単かつ明快に編集しています。

令和3年3月発刊予定

労働保険の事務手続（令和3年度版）�
A4判40頁／定価 本体 400円＋税10％（税込440円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�本書は、企業の人事部や総務部で労働保険に関する業務に従事する方々に向けて、労災保険および雇用保険
の概要を解説するとともに、業務上中心となる手続の方法をまとめました。特集企画として令和３年４月か
ら中小企業に適用される同一労働同一賃金のほか、高年齢者雇用・就業等の改正内容等も掲載しております。

令和3年4月発刊予定

社会保険トピックス�
Ⅰ標準報酬月額の決定と改定
　１　標準報酬月額の決め方
　２　定時決定と算定基礎届
　３　随時改定と月額変更届
Ⅱ保険料と被保険者期間
　１　保険料の計算と納め方
　２　標準賞与額と賞与支払届

　３　資格取得届と被保険者証
　４　被扶養者の健保と年金
　５　資格喪失届と継続加入
　６　電子申請と電子媒体申請
健康保険の給付
年金給付
　年度更新を行うとき

掲
載
内
容

Ⅰ　健康保険・厚生年金保険のしくみ
　　社会保険の種類
Ⅱ　健康保険の給付
　□給付の種類
　■特定健康診査・特定保健指導の実施
Ⅲ　年金給付
児童手当／労働保険／年金委員・健康保険委員
　１．児童手当の要点

　２．労働保険の要点
　３．年金委員・健康保険委員
　■日本年金機構・年金事務所・事務センター一覧
　■全国健康保険協会本部・支部一覧
　■街角の年金相談センター一覧
　■年金に関する電話での問い合わせ
　■地方厚生（支）局一覧

▪◇
掲
載
内
容

健康保険ガイド
　健康保険のしくみ／保険証は大切に！／健康保険の保険料／
病気・けがをしたとき／

　医療費が高額になったとき／医療費と介護費が高額なとき／
特別料金を負担するとき／

　たてかえ払いをしたら／健康保険を使えないとき／病気で仕
事につけないとき／

　出産・死亡したとき／後期高齢者医療制度／介護保険のしく

み
厚生年金保険ガイド
　年金制度のしくみ／年金の保険料／受給のための資格期間／
60歳台前半に受ける年金／

　60歳台前半の年金額／65歳から受ける年金／年金額の改定
方法／在職老齢年金／

　年金の繰上げ支給／障害が残ったときの年金／遺族のための
年金／労災保険・雇用保険

掲
載
内
容

働き方改革関連法の概要
労働保険の概要
　労働保険とは
　労災保険の概要
　雇用保険の概要

　労働保険料
労働保険の主な事務手続
　従業員を雇用したとき
　労働保険の年度更新
　育児休業を開始したとき

　介護休業を開始したとき
　高年齢雇用継続基本給付金の受給資格
期間と支給申請

　被保険者が離職・死亡したとき
COLUMN

掲
載
内
容

4

総合版

年　金 その他

社会保険の
事務手続

社
会
保
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の
事
務
手
続
　
　
　
令
和
３
年
度
版

令和3年4月発行／社会保険研究所　〒101-8522　東京都千代田区内神田2-15-9 The Kanda282　電話03（3252）7901 ㈹

実務に役立つ

ISBN978-4-7894-2356-4
C3032 ￥1200E

定価：本体 1,200円＋税
（不許複製）

令和3年度版

健康保険
●マイナンバーカードの保険証利用
●オンライン診療
●後期高齢者負担割合見直し

●年金額はマイナス 0.1％の改定
●年金額を改定するルールの見直し

●社会保険手続の電子申請利用
●申請様式の押印廃止
●現物給与にかかる価額について改定

社会保険の事務手続［総合版］社会保険の事務手続［総合版］

労働保険の事務手続

CONTENTS
  労働保険の概要
労働保険とは……２
労災保険の概要……３
雇用保険の概要……５
労働保険料……７

  労働保険の主な事務手続
従業員を雇用したとき……12
労働保険の年度更新……17
育児休業を開始したとき……20
介護休業を開始したとき……23
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格確認と支給申請……24
被保険者が離職・死亡したとき……28

  COLUMN
副業・兼業などの柔軟な働き方が推進されています！……11

平成30年度版

社会保険ガイド（令和2年度版） ＜不許複製＞

■発行／社会保険研究所　〒101-8522　東京都千代田区内神田2-15-9　The Kanda 282　☎03-3252-7901（代）
■令和2年3月16日発行（この冊子は3月1日時点の情報で制作しています）　■定価420円＋税

●厚生年金の保険料率は183.00/1000です。保険料は被保険者と事業主で折半し、毎月の給料から天引きされます。
●賞与等支給時には、1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に保険料率をかけた額が保険料となります。
●子ども・子育て拠出金の料率は3.6/1000です。

令和２年度版

標準報酬・保険料額表（厚生年金）

1
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

88,000

98,000

104,000

110,000

118,000

126,000

134,000

142,000

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000

360,000

380,000

410,000

440,000

470,000

500,000

530,000

560,000

590,000

620,000

～ 93,000

93,000 ～ 101,000

101,000 ～ 107,000

107,000 ～ 114,000

114,000 ～ 122,000

122,000 ～ 130,000

130,000 ～ 138,000

138,000 ～ 146,000

146,000 ～ 155,000

155,000 ～ 165,000

165,000 ～ 175,000

175,000 ～ 185,000

185,000 ～ 195,000

195,000 ～ 210,000

210,000 ～ 230,000

230,000 ～ 250,000

250,000 ～ 270,000

270,000 ～ 290,000

290,000 ～ 310,000

310,000 ～ 330,000

330,000 ～ 350,000

350,000 ～ 370,000

370,000 ～ 395,000

395,000 ～ 425,000

425,000 ～ 455,000

455,000 ～ 485,000

485,000 ～ 515,000

515,000 ～ 545,000

545,000 ～ 575,000

575,000 ～ 605,000

605,000 ～ 

8,052

8,967

9,516

10,065

10,797

11,529

12,261

12,993

13,725

14,640

15,555

16,470

17,385

18,300

20,130

21,960

23,790

25,620

27,450

29,280

31,110

32,940

34,770

37,515

40,260

43,005

45,750

48,495

51,240

53,985

56,730

標準報酬
月額等級

標準報酬
月額

報 酬 月 額
円以上 　円未満 一 般 坑内員・船員

単位：円

厚生年金月額保険料（被保険者負担分）
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商品No.220230

商品No.200033

商品No.530027-00

商品No.220408



社会保険図書のご案内

ポケット版 社会保険便覧Q&A（令和3年度版）�
新書版144頁／定価 本体 500円＋税10％（税込550円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�制度の基本的しくみをわかりやすく解説、項目ごとにＱ＆Ａ形式で読みやすく簡潔な構成で、調べたい事項
の収載ページが即座に探し出せます。健康保険委員・年金委員の方々に最適です。

令和3年3月発刊予定

社員を採用したときの社会保険の手続（令和3年度版）�
A4判8頁／定価 本体 80円＋税10％（税込88円）� 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》

⃝�社員を採用したときの厚生年金・健康保険への加入手続や労働保険の手続について、わかりやすく解説し、
採用社員の扶養家族についての手続も併せて解説しています。手続の窓口、提出方法、提出書類などを一覧
にまとめ、「資格取得届」および「被扶養者（異動）届」の様式も掲載しました。

令和3年3月発刊予定

会社を退職される方の社会保険の手続（令和3年度版）�
A4判8頁／定価 本体 80円＋税10％（税込88円）� 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》

⃝�会社を退職したときの、年金制度への加入手続、健康保険への加入・継続の手続、求職活動をする場合の手
続をわかりやすく解説しています。60歳以上の方に必要な年金の請求手続についても掲載しました。

令和3年3月発刊予定

Ⅰ　健康保険・厚生年金保険への加入
Ⅱ　健康保険・厚生年金保険の保険料
Ⅲ　病気になったときなどの健康保険の給付
Ⅳ　健康診査・保健指導とその他のサービス
Ⅴ　厚生年金加入者が受けられる老齢年金

Ⅵ　厚生年金加入者が受けられる障害年金
Ⅶ　厚生年金加入者の遺族が受けられる年金
付１　年金委員・健康保険委員
付２　国民年金制度の概要
付３　労働保険の概要

掲
載
内
容

１．�社員を採用したら、健康保険・厚生年金保険への加入手続が必要です
２．採用した社員の扶養家族についても手続が必要です
３．労働保険の手続について
４．手続の窓口・必要な書類一覧

掲
載
内
容

１．会社を退職すると加入する年金制度が変わります
２．健康保険への加入・継続の手続が必要です
３．求職活動をする場合は雇用保険からの給付が受けられます
４．60歳以上の退職者の皆さんへ
５．社会保険の手続の窓口・必要な書類一覧

掲
載
内
容

日本年金機構届出ガイド�
〈社会保険の加入と保険料〉

A4判48頁／定価 本体 500円＋税10％（税込550円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�社会保険の適用事業所が、年金事務所に提出しなければならないすべての届出について、どのような場合に
どのような手続が必要か、届出書類はどのように記入し、どのような添付書類を準備するのかを、日本年金
機構が提供する最新情報をもとに解説。新たに事務担当者になった方を対象に「社会保険Ｑ＆Ａ」も収載し
ています。

令和3年5月発刊予定

協会けんぽ届出ガイド�
〈健康保険の給付と手続〉

A4判48頁／定価 本体 500円＋税10％（税込550円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�本書は新しい様式を用いて記載例を掲載し、また記入上の注意点や必要となる添付書類を懇切丁寧に解説し
ています。冒頭で給付のアウトラインを紹介し、続いて「この給付を受けるにはこの書類をこのように書
く」という実務的内容を盛り込んでいます。「保険証の取扱い」、退職後の「任意継続被保険者」に関する届
出等についても収載しています。

令和3年5月発刊予定

社会保険Q&A
①事業所の社会保険加入
②被保険者の資格と届出
③給与・賞与と保険料のしくみ

④育児休業期間と保険料の取扱い
健康保険・給付一覧／年金給付
事業主が行う届出・記載例一覧
Ａ採用や退職があったとき

Ｂ被保険者について届出が必要なとき
Ｃ健康保険で届出が必要なとき
Ｄ給与や賞与を届け出るとき
Ｅ育児休業をとる被保険者がいるとき

掲
載
内
容

健康保険Ｑ＆Ａ
申請書・記載例一覧
　医療費の負担が高額になるとき・なっ
たとき

　全額自費の治療代の払い戻し・治療用

装具の購入費の払い戻し
　療養・休職中で給料が出ないとき
　出産したとき
　産休で給料が出ないとき
　亡くなられたとき

　自動車事故などに遭ったとき
　退職後も健保に継続加入するとき
　被保険者証と高齢受給者証

掲
載
内
容

事務担当者の
た め の

加入者の
た め の
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商品No.240506

商品No.240536



働き方改革関連図書のご案内

実務対応版　働き方改革の法改正で実務がこう変わる!（平成31年4月発刊） 
―変えなきゃいけない実務のルールがよくわかる―
B5判152頁／定価　本体 1,500円＋税10％（税込1,650円）
表紙4色、本文2色、資料編1色� ISBN978-4-7894-4886-4�C3032�¥1500E

（監修）社会保険労務士　浅香博胡　白石多賀子　山田晴男
⃝�本書は、2019年4月に本格施行の「働き方改革」関連法及び関係の政省令、告示、指針、通達などを踏まえ、実務の内容
をわかりやすく整理した一冊です。制度改正の内容はもちろん、制度改正に伴い実務がどう変わるのか、「働き方改革」
の専門家ともいうべき社会保険労務士3人が、その要点をまとめています。

発売中

「働き方改革」の法改正で働き方がこう変わる!（平成30年8月発刊） 
変えなきゃいけない働き方のルールがよくわかる

B5判144頁／定価　本体 1,500円＋税10％（税込1,650円）
著　社会保険労務士　浅香�博胡・白石�多賀子・山田�晴男� ISBN978-4-7894-4885-7�C3032�¥1500E�
「働き方改革」関連法の改正内容をわかりやすく解説!　条文の新旧対照表や附帯決議も収録
⃝�本書は、平成30年６月29日に成立した「働き方改革」関連の法改正の内容をわかりやすく、コンパクトにまとめた一冊で
す。「働き方改革」の専門家ともいうべき社会保険労務士３人が、法律に基づきその要点をまとめています。

発売中

【実務解説編】
●施行時期・中小企業事業主の範囲
●時間外労働の上限規制
●年次有給休暇の時季指定付与義務
●フレックスタイム制
●勤務間インターバル制度
●月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率

●高度プロフェッショナル制度
●短時間・有期雇用労働者と正社員との均衡待遇・均等
待遇

●待遇差にかかる事業主の説明義務
●派遣労働者の同一労働同一賃金（派遣先均等・均衡待
遇方式）

●派遣労働者の同一労働同一賃金（労使協定方式）

●労働時間の状況の把握
●産業医の活動環境の整備
●医師の面接指導
●労働者の心身の状態に関する情報の取扱い
　� など
［資料編］
省令・指針・通達等）

掲
載
内
容

第１章　�働き方改革の総合的かつ継続的な推進
第２章　�長時間労働の是正
第３章　�多様で柔軟な働き方の実現
第４章　�短時間労働者・有期雇用労働者の同一労働同一賃金

第５章　�派遣労働者の同一労働同一賃金
第６章　�産業医・産業保健機能の強化
資料編

掲
載
内
容

同一労働同一賃金実践ガイドブック 
Ａ4判32頁／定価　本体 600円＋税10％（税込660円）

（監修）ドリームサポート社会保険労務士法人 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�本書は、同一労働同一賃金に関して、企業等が対応すべき実務、考え方のポイントをわかりやすく具体的に整理するとと
もに、待遇差に関する問題点を把握し、何をどのように変えればいいのか、あるいは変えないでいいのか、法改正に対応
するための道筋を示しています。さらに、こうした同一労働同一賃金に対応する取り組みを、単なる法改正対応にとどま
らせず、働き方改革や生産性向上の実現、そして企業の経営課題を解決するチャンスに変えることを目的とした構成にし
ています。

発売中

●同一労働同一賃金の法改正の目的とメニュー
●同一労働同一賃金で必要な対応を確認する
●不合理な待遇差を解消のための法整備
●禁止される不合理な待遇差とは

●労働者に対する待遇に関する説明義務
●行政による履行確保措置とＡＤＲの整備
●派遣労働者の同一労働同一賃金
　実務（ワークシート）

●自社の人事制度上の課題を把握する
●フェーズ1　チェックリスト
●フェーズ２　人事制度上の課題を考察、把握
●フェーズ３　ロードマップをつくる

主
な
掲
載
内
容

外国人雇用マニュアルシート 
A4判観音折り8頁／定価　本体 400円＋税10％（税込440円） 

（監修）㈱ACROSEED 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》

⃝�『外国人雇用マニュアルシート』は、外国人労働者を雇用するにあたって必須となる在留資格の基礎知識から、よく利用
される主な在留資格の活動内容や手続、�さらに外国人雇用管理指針に適合する労務管理や社会保障協定・脱退一時金な
どの制度面の解説、離職時の留意点などについて、図表を多用してわかりやすくコンパクトに整理しています。
⃝�平成31年4月に創設された新たな在留資格「特定技能」にも対応。外国人労働者に関するお問い合わせやご相談への対
応、さらには労務管理のコンサルティング業務の必須のツールとしてお役立てください。

発売中

１．外国人を雇用するとき
２．主な在留資格

３．外国人労働者の労務管理
４．外国人が離職するとき

掲
載
内
容

6

社会保険研究所

「働き方改革」の法改正で
　　　 がこう変わる！
変えなきゃいけない実務のルールがよくわかる

社会保険労務士
浅香 博胡　白石 多賀子　山田 晴男

法令新旧対照表つき

　　　 がこう変わる実務

実務対応版

❶❸ ❽ ❷

在留資格 該当例 在留期間

特定技能

特定技能を有するもの【14分野】
（４頁3参照）

1号：1年・6ヵ月・
4ヵ月〈通算 5年〉
2号：3年・1年・
6ヵ月

技能実習 技能実習生（５頁6参照） 1号：1年
2号・3号：2年

特定活動

高度研究者、ワーキングホリデー、経
済連携協定に基づく外国人看護師・介
護福祉士候補者等（３頁2参照）

5年・4年・3年・
2年・1年・6ヵ月・
3ヵ月・法務大臣
が指定する期間

外国人雇用マニュアルシート

本商品のコピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上、禁じられています。

❶ 外国人を雇用するとき
1 在留資格の確認

外国人を雇用する際は、必ず在留資格を確認します。在留資格は、
在留カード（証書①）または旅券（パスポート）上の上陸許可
証印（証書②）などで確認できます。
▶在留資格の写しを取得・保管しておきます。

 解説①　在留資格とは
外国人が日本に入国・在留することができる法的な身分・地
位、従事することができる活動を類型化したもので、在留資
格ごとに活動できる内容、在留できる期間等が異なります。

（３〜５頁1〜6、８頁図表⑱参照）

外国人は在留資格に定められた活動・期間に応じて、適正に
就労させなければなりません。
不法滞在者を雇用したり、在留資格で定められた活動以外の
労働をさせたりした場合は、不法就労助長罪で罰せられるこ
とがあります。

 重要

中長期在留者の外国人に交付される（携行義務あり）。

Check!  就労制限の有無を確認します。
①就労制限なし　②在留資格に基づく就労活動のみ可
③指定書により指定された就労活動のみ可　④就労不可

Check! 就労不可であっても、資格外活動許可を得ている場
合は、一定の範囲内で就労が可能です。（３頁左上参照）

外国人の上陸許可の際に旅券（パスポート）に貼付する証印

表

裏

2 労働条件等の明示と適正な待遇の確保
●労働条件の明示
賃金、労働時間等の労働条件については、日本人と同様に書面
の交付等で明示することが必要です。その際は外国人が理解し
やすい言語で行うように努めます。

●職務内容の明示（６頁2参照）
海外では職務内容（ジョブディスクリプション）の作成が一般
的です。在留資格の活動内容を踏まえ、明示します。

●日本人と同等以上の待遇（６頁1参照）
賃金等の待遇は、日本人と同等以上にすることが求められます。
労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法等の労働法令、労働・
社会保険等も日本人と同様に適用されます。

3 届出　
●外国人雇用状況の届出義務＊ 1

外国人を雇用する場合（離職する場合）は、外国人雇用状況の
届出が必要です。届出の際は、外国人に在留カード、旅券（パ
スポート）などの提示を求め、届出事項を確認しなければなり
ません。外国人が雇用保険の被保険者となる場合は、資格取得
届において届出を行います。

■雇用保険の被保険者となる場合
図表①雇用保険被保険者資格取得届の届出事項等

（離職時は資格喪失届）

■雇用保険の被保険者とならない場合
図表②外国人雇用状況届出書の届出事項等

届出事項＊２
①氏名、②在留資格、③在留期間、④生年月日、⑤性別、
⑥国籍・地域、⑦資格外活動許可の有無、⑧事業所
の名称、所在地など（離職時は⑦は不要）

届出方法
資格取得届（資格喪失届）に①〜⑧を記載して届出
することで、外国人雇用状況の届出となる

届出先 事業所を管轄するハローワーク

届出期限
被保険者となった日が属する月の翌月 10日まで
（離職時は翌日から 10日以内）

＊１：外国人の在留資格が「外交」「公用」である場合や、在日韓国人、在日朝鮮
人などの「特別永住者」の場合は、外国人雇用状況の届出は不要です。

＊２：【改正】令和２年３月１日から、在留カード番号が届出事項に追加されます。

届出事項＊２

①氏名、②在留資格、③在留期間、④生年月日、⑤性別、
⑥国籍・地域、⑦資格外活動許可の有無、⑧雇い入
れまたは離職した日、⑨事業所の名称、所在地など（離
職時は⑦は不要）

届出方法
外国人雇用状況届出書に①〜⑨の届出事項を記載し
て届出をする

届出先 事業所を管轄するハローワーク

届出期限 雇い入れ、離職日が属する月の翌月末日まで

4 採用別の手続・留意事項

●採用後の職務内容に応じた在留資格に変更が必要です。
●原則本人が住居地を管轄する出入国在留管理官署に在留資格

変更許可申請を行います。

▶▶採用までの流れ

自社サイト 外国語対応を行う　など
求人広告 新聞、インターネット　など
外国人雇用サービスセ
ンター

東京、愛知、大阪、福岡に設置あり
相談、合同面接会の開催　など

新卒応援ハローワーク
の留学生コーナー

全国 21都道府県に設置あり
相談、合同面接会の開催　など

大学・専門学校 就職課等の窓口に問い合わせる

職業紹介事業者 実績があり、コンプライアンス意識の高い
企業に依頼する

①会社　採用する外国人の職務内容を明確化する
・留学生に取得してもらう在留資格を決め、取得に必要な要件（学
歴、待遇等）を確認

②会社　求人募集（アプローチ方法は図表③参照）
・在留資格の要件を選考条件として明確に示す

③会社　面接・試験（原則日本人と同様）
・日本語テスト（口頭、読解）を行う

④会社⇔留学生　採用（労働契約の締結）
・処遇・就業規則等、職務内容、労働・社会保険等を説明
・身元保証人（国内の親族の有無、本国の家族）の確認
・個人的な配慮事項（永住権取得の希望、帰国時期の希望、宗教上
の配慮等）を確認

⑤留学生　出入国在留管理官署に在留資格変更許可申請

⑥出入国在留管理官署　審査（２週間～１ヵ月程度）

⑦留学生　在留資格変更許可を取得、就労開始

・在留資格変更許可申請書
・本人の写真（４cm ×３cm）
・在留カード
・旅券（パスポート）または在留資格証明書
・資格外活動許可を受けている場合はその許可書
・日本での活動内容に応じた資料＊など

【申請に必要な書類】在留資格変更許可申請

＊在留資格や会社の規模等の違いに応じて、提出する資料が異なります。小規模
の会社等では、直近年度の決算文書の写しや登記事項証明書などの書類が必要
な場合もあります。

図表③留学生を採用するための主なアプローチ

●外国人の在留資格を取得するため、通常は、在留資格認定証
明書（COE）の交付申請を日本国内で行います。

●在留資格認定証明書（COE）を取得しておくと、海外の日
本大使館でビザ発給が迅速に行われます。

●申請は、企業が企業の所在地を管轄する出入国在留管理官署
に行います。

▶▶手続の流れ
①会社　日本での職務内容に応じた在留資格を検討・決定

②会社　出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請

③出入国在留管理官署　審査（１～３ヵ月程度）

④出入国在留管理官署　在留資格認定証明書を発行

⑤会社　在留資格認定証明書を海外の外国人に送付

⑥外国人　在外日本大使館でビザを申請・取得

⑦外国人　入国（上陸審査・許可）

⑧会社⇔外国人　労働契約締結、就労開始

・在留資格認定証明書交付申請書
・本人の写真（４cm ×３cm）
・返信用封筒（簡易書留用に 404 円切手を貼付）
・日本での活動内容に応じた資料＊など

【申請に必要な書類】在留資格認定証明書交付申請

＊在留資格や会社の規模等の違いに応じて、提出する資料が異なります。小規模
の会社等では、直近年度の決算文書の写しや登記事項証明書などの書類が必要
な場合もあります。

●採用する外国人の在留資格で自社の職務の就労が可能かど
うかを確認するため、本人の意向のもと、原則本人が事前
に就労資格証明書の交付申請をすることができます。

 解説②　就労資格証明書とは
外国人が保有する在留資格で可能な就労活動を法務大臣が
証明する文書。取得は任意であり、証明書がなくても就労
活動はさまたげられません。

就労資格証明書を取得しないと……
▼

転職後の業務と在留資格で認められる活動内容が一致しな
い場合は、在留資格が取り消されたり、更新が不許可とさ
れたりする可能性があります。

・就労資格証明書交付申請書
・在留カード
・旅券（パスポート）または在留資格証明書
・資格外活動許可を受けている場合はその許可書

【申請に必要な書類】就労資格証明書交付申請

※通常は申請当日に交付されますが、勤務先を変えた場合には１〜３ヵ月程度か
かることがあります。

　　　  在留資格各種申請が不許可となった場合
申請先の出入国在留管理官署において一度だけ不許可の理
由を確認することができます。修正して再申請が認められ
るかの判断材料になりますので、出入国在留管理官署には
本人だけでなく人事担当者等が同行するとよいでしょう。

●採用後の在留カード手続にも配慮します
留学生採用・転職採用の場合は、所属機関の変更に関して
在留カードの届出が必要となります。
⇒本人に届出を促します。（採用日から 14 日以内）

❷ 主な在留資格
1 技術・人文知識・国際業務

2 特定活動

 解説③　留学生の就職支援（特定活動 46 号）
日本の大学卒業者が修得した広い知識及び応用的能力等を活
かして、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む
幅広い業務に従事する場合に、これまでの在留資格では認め
られなかった飲食店、小売店等でのサービス業務や製造業務
等が主たる業務でも、就労が認められます。

留学生本人の要件
●日本の４年制大学卒業または大学院の修了
●高い日本語能力（日本語能力試験 N １認定など）

対象となる業務の要件
●「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働き

かける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との
双方向のコミュニケーションを要する業務

●従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業
務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とす
る一定水準以上の業務が含まれていること、または今後
従事することが見込まれること

制度概要
日本の年金制度に加入していた期間に応じて、一時金が支
給される制度。受給により、請求前のすべての期間が年金
加入期間でなくなる

要件

・年金の加入期間が合計 6ヵ月以上あること
・日本国籍を有しない人が被保険者資格を喪失し、日本に
住所を有しないこと

・年金の受給権を満たしていないこと

請求期限 日本に住所を有しなくなった日、または被保険者資格喪失
日のどちらか遅い日から２年以内

請求書類

・脱退一時金請求書
・旅券（パスポート）の写し
・日本国内に住所を有しなくなったことを証明する書類（住
民票の除票の写しなど）

・基礎年金番号が確認できる書類
・金融機関の口座番号等を確認できる書類

図表⑰脱退一時金

※社会保障協定が発効している国（７頁図表⑬参照）では、年金加入期間を通算し
て日本及び協定相手国の年金を受け取れる場合があるので、留意が必要です。

●帰国支援
外国人が病気等やむ得ない理由により、帰国に要する旅費を支
弁できない場合には、その旅費を負担するよう努めなければな
りません。

3 日本での在留（再就職）を希望している場合
雇用保険に加入した外国人が日本での在留または再就職を希望
している場合は、離職票を交付するとともに、失業等給付（基
本手当）の受給に関する手続等の説明などを行います。

●離職票の交付
労働者が基本手当を受給するために必要です。離職票は、雇用
保険資格喪失届に添付する離職証明書に基づき、ハローワーク
から交付されますので、離職者に渡します。
◆雇用保険の基本手当を受給するには、本人がハローワークに
離職票を提出し、求職の申込みを行うことが必要であることな
どを説明します。

解雇するとき
やむを得ず解雇等を行う場合は、再就職希望者に対して在留資
格に応じた再就職が可能となるよう必要な援助を行うように努
めなければいけません。

図表⑱在留資格一覧表（令和元年 10 月現在）

②身分に基づく在留資格（就労制限なし、４頁4参照）
永住者 永住許可を受けた者（図表⑲参照） 無期限
日本人の
配偶者等

日本人の配偶者・実子・特別養子 5年・3年・1年・
6ヵ月

永住者の
配偶者等

永住者・特別永住者＊の配偶者、日本
で出生し引き続き在留している実子

定住者
日系 3世、外国人配偶者の連れ子等 5年・3年・1年・

6ヵ月・法務大臣
が指定する期間

③就労活動が認められていない在留資格
文化活動 日本文化の研究者等 就労活動をする

には資格外活動
許可（3頁参照）
が必要

短期滞在 観光客、会議参加者等
留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生
研修 研修生

家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶
者、子

＊特別永住者（入管特例法に基づき永住を許可された在日韓国人、在日朝鮮人など）

①就労目的等で在留が認められる在留資格
在留資格 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使等及び家族 外交活動の期間

公用
外国政府等の公務に従事する者及び家
族

5年・3年・1年・
3ヵ月・30日・
15日

教授 大学教授等 5年・3年・1年・
3ヵ月芸術 作曲家、画家、作家等

宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師
等

報道 外国の報道機関の記者、カメラマン
法律・
会計業務

弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師等
研究 政府関係機関や私企業等の研究者等
教育 高等学校・中学校等の語学教師等
技術・
人文知識・
国際業務

機械工学等の技術者、通訳、デザイナ
ー、私企業の語学教師等（３頁1参照）

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士

技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、
航空機の操縦者等

高度専門職
１号・２号

ポイント制による高度人材（４頁5参
照）

1号：5年
2号：無期限

経営・管理 企業等の経営者・管理者等 5年・3年・1年・
4ヵ月・3ヵ月

興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 3年・1年・6ヵ月・
3ヵ月・15日

Check!  
在留カード
番号

Check!  
在留資格

Check!  在留資格

 重要

● 外国人留学生を新卒採用する場合

● 海外から人材を招いて採用する場合

● 日本で働いていた外国人を採用する場合

・本国で工学を専攻して大学を卒業し、ソフトウェア会社に勤務
後、日本のソフトウェア会社との契約に基づき、ソフトウェア
エンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事

・本国で会計学を専攻して大学を卒業し、日本のコンピュータ関
連・情報処理会社との契約に基づき、同社の海外事業本部にお
いて本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事

具体的な活動例 ・飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ね
た接客業務に従事（日本人に対する接客を行うことを含む）

・工場のラインで、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習
生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自ら
もラインに入って業務に従事

・介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行い
ながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、
介護業務に従事

具体的な活動例

2 帰国する場合
公的年金の加入期間が６ヵ月以上の外国人が帰国する場合は、
日本年金機構に脱退一時金を請求できます。対象者には脱退一
時金を請求できる旨や留意事項を伝え、請求手続等の支援をす
るように努めなければなりません。

①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
（原則 10 年以上在留していることなど）

図表⑲永住権の審査基準

Check!  
在留期限を
確認します。

発行／株式会社  社会保険研究所　令和元年 11 月発行　
〒 101-8522  東京都千代田区内神田 2-15-9  
The Kanda282 TEL03-3252-7901

監修／行政書士  佐野  誠（株式会社 ACROSEED）
社会保険労務士  野口  勝哉（株式会社 ACROSEED）

定価／本体 400 円＋税

■ 留学生を在学中にアルバイト等で雇う場合【資格外活動許可】
●留学生の在留資格（「留学」など）は、本来就労が認められ

ていませんが、あらかじめ本人が資格外活動許可を取得し
ていれば、一定の制限時間内（図表④参照）で就労させる
ことができます。

●雇用主である企業、業務内容等を個別に指定する個別的許
可＊と、風俗営業等が営まれていないことを条件として企業、
業務内容等を指定しない包括的許可があります。

技術 機械工学等の技術者、システムエンジニアなど
人文知識 企画、営業、人事総務など
国際業務 通訳、デザイナー、私企業の語学教師など

主な該当例

証書③指定書

申請 ：原則本人

期限 ：本来の在留資格の在留期限まで

具体的な業務例（風俗営業を除き幅広く認められる）

図表④　包括的許可が認められる在留資格と活動制限
在留資格 制限時間

●留学　●家族滞在
●特定活動（大学等を卒業して継
続して就職活動を行う場合など）

１週間 28 時間以内
※留学の場合で、夏休みなど学則
に定められた長期休業期間中は
１日８時間以内まで

＊個別的許可：在留資格が文化活動の外国人の場合は、就労先が内定した段階で、
個別に申請を行います。

理系・文系の技術・専門性を有する業務、語学や外国文化に
基盤する感受性を必要とする業務などが該当します。

法務省の告示等によって、さまざまな活動が指定されています。
許可を受けた活動内容は、旅券（パスポート）に添付された指
定書（証書③参照）で確認することができます。

主な特定活動の類型

・外国人留学生のインターンシップやサマージョブ
・大学等を卒業した留学生が卒業後に行う就職活動
・大学等を卒業した留学生が卒業後に行う起業活動
・ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者
・ワーキングホリデー
・外交官や領事官等の家事使用人
・アマチュアスポーツ選手またはその家族
・特定研究活動を行う外国人及びその家族
・特定情報処理活動を行う外国人及びその家族
・留学生の就職支援（解説③参照）▶令和元年５月30日施行
在留期間：５年・４年・３年・２年・１年・６ヵ月・３ヵ月・法務大臣が個々に
指定する期間

○…コンビニの店員、飲食店の店員、工場作業員など
×…パチンコ店の店員、バーのウエーターなど

Check!  
ここに活動内容
が記載されます。

※日本人・永住者または特別永住者の配偶者や子は③のみの要件となります。

証書①在留カード

証書②上陸許可証印
在留期間：５年・３年・１年・３ヵ月

要件

技術
①〜④のいずれかに該当（職務内容と関連している
ことが必要）

人文知識

①大学卒業または同等の教育
②日本の専修学校の専門課程を修了
③実務経験が 10年以上
④法務大臣の告示に該当（技術のみ）
日本人と同等以上の報酬

国際業務

翻訳・通訳、語学の指導、広報・宣伝、海外取引業務、
デザインなどの業務
３年以上の実務経験（大学卒業者が通訳・翻訳また
は語学の指導に従事する場合を除く）
日本人と同等以上の報酬

⑴

⑵

⑵

⑴

⑶

商品No.480811

商品No.460300

商品No.460200

商品No.480810

東京都社会保険労務士会の会員の皆さまに㈱社会保険研究所の実務図書の特別販売をご案内申し上げます。
購入ご希望の方は、裏面申込書に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお申し込みください。

「働き方改革」関連法の改正内容をわかりやすく解説！
条文の新旧対照表や附帯決議も収録
【本書の特長】　本書は、６月29日に成立した「働き方改革」関連の法改正の内容をわかりやすく、コ
ンパクトにまとめた一冊です。時間外労働の上限規制、年次有給休暇、高度プロフェッショナル制度、
フレックスタイム制の見直しで働き方のルールがどう変わるのか。いわゆる「同一労働同一賃金」の改
正で、短時間・有期雇用労働者あるいは派遣労働者に対する待遇はどのように変えないといけないのか。
「働き方改革」の専門家ともいうべき社会保険労務士３人が、法律に基づきその要点をまとめています。

定価　本体1,500円＋税／Ｂ５判・約150頁
平成30年８月発刊予定

商品No.48810
社会保険研究所

「働き方改革」の法改正で
働き方がこう変わる！

変えなきゃいけない働き方のルールがよくわかる

社会保険労務士
浅香 博胡　白石 多賀子　山田 晴男

法令新旧対照表つき

「働き方改革」の法改正で
働き方がこう変わる！

著　社会保険労務士　浅香 博胡・白石 多賀子・山田 晴男
変えなきゃいけない働き方のルールがよくわかる
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 年次有給休暇の計画的付与制度
　年次有給休暇の計画的付与制度を活用するには、①就業規則に定め、②労使協定の締結により、
年次有給休暇の付与日数のうち５日を超える部分について、全社対象、グループ対象、または個人
対象で時季指定することができます。
図表⑮　就業規則および労使協定参考例

〇就業規則（例）

　会社は労働者の過半数を代表する者との協定を締結したうえで、各従業員の有する年次有給休暇のう
ち５日を控除した残りの日数について時季を指定して与えることができる。

〇労使協定（例）

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定書

　○○株式会社と従業員代表○○○○は、平成○○年度における年次有給休暇の計画付与に関し、次の
とおり協定する。
第１条　従業員が有する本年度付与分の年次有給休暇のうち３日分については、次の日に取得するもの
とする。
　○月○日、○月○日、○月○日
第２条　従業員が有する本年度付与分の年次有給休暇の日数から５日を控除した残りが３日に満たない
者については、その不足日数に限り特別有給休暇を与える。

　　平成○年○月○日
 ○○株式会社　代表取締役　○○○○　　㊞
 ○○株式会社　従業員代表　○○○○　　㊞

参 考
 年次有給休暇の付与日数等

　年次有給休暇は雇入れの日から起算して、６ヵ月間継続勤務し、その６ヵ月間の全労働日の８割
以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10日の有給休暇を付与します。 
　６ヵ月経過後は、継続勤務年数１年ごとに、その１年間の全労働日の８割以上出勤した労働者に
対して、その日数に１日（３年６ヵ月以後は２日）を加算した日数を付与します。
　年次有給休暇の付与の上限は20日で、付与した年次有給休暇の時効は２年間です。
図表⑯　一般労働者の年次有給休暇付与日数
一般（週所定労働日数が５日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者）

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上 
付 与 日 数 10 11 12 14 16 18 20

図表⑰　短時間労働者の年次有給休暇付与日数（比例付与）
週所定労働時間が30時間未満の労働者

週所定
労働日数

年間所定
労働日数 

継続勤務年数
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上 

４日 169～216日 ７ ８ ９ 10 12 13 15
３日 121～168日 ５ ６ ６ ８ ９ 10 11
２日 73～120日 ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７
１日 48～72日 １ ２ ２ ２ ３ ３ ３

6 使用者による時季指定（第39条関係）
　今般の法改正により、使用者は年次有給休暇が10日以上付与されている労働者に対して、年次有
給休暇が付与された日から１年以内に５日分の時季を定めて取得させなければなりません。ただ
し、労働者が時季を指定して取得した日数、または計画的付与制度（後述）により年次有給休暇を
与えている場合はその与えた日数分を５日分から控除することができます。
　また、使用者が時季を定めるに当たっては、図表⑬の内容を講じるよう省令で定めるとされてい
ます。
図表⑬　使用者による時季指定の際に講じる措置

○労働者に対して時季に関する意見を聴くこと
○時季に関する労働者の意思を尊重するよう努めなければならないこと
○ 使用者は、各労働者の年次有給休暇の取得状況を確実に把握するため、年次有給休暇の管理簿を作成

すること

7 年次有給休暇の取得しやすい環境整備
 年次有給休暇の法定休暇の前倒し付与等

　平成29年10月１日改正された労働時間等設定改善指針により、年次有給休暇を取得しやすい環境
の整備を事業主が講ずべき一般的措置として求めています。
図表⑭　労働時間等設定改善指針

○ 仕事と生活の調和の観点や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、労働基準法第
39条第１項及び第3項に規定する雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮
すること

○ 同条第2項及び第3項に規定する年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮す
ること

○ 地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得
できるよう配慮すること

４．年次有給休暇の確実な取得
改正点のポイント 労働基準法

● 事業主は、年次有給休暇を年10日以上付与している労働者に対して、年５日について
時季を定めて取得させることが義務づけられます。

● 労働者がすでに時季を指定して取得した日数、または計画的付与制度により付与してい
る場合は、その日数を使用者が時季指定する日数から控除することができます。

 施行期日：2019年４月

長時間労働の是正第２章 関連する項目ごとに見開き２ページでまとめられてお
り、また図表も多用しているので、改正内容が一
見してわかり、理解しやすいのも本書のポイント。
さらに「働き方改革」関連で改正された労働基準
法、労働安全衛生法などすべての新旧対照表や
附帯決議等も収録されているので、より詳しく知り
たい実務担当者もご満足いただける内容です。

お申し込みは裏面の申込書をご利用ください

東京社会保険労務士協同組合
社会保険実務図書の特別提供のご案内

会員各位 平成30年８月

お申し込み締切　平成30年9月30日まで



働き方改革時代の「ラインケア」 
B5判44頁／定価　本体 500円＋税10％（税込550円） 
著　下村�洋一・フィスメック編集部 《本冊子は、取次・書店経由の取扱いはできません》<フィスメック刊>

⃝�昨今、「ラインケア」に求められる役割が増加しています。本冊子では、これまでの「医療」の視点に加えて、「労働」の
視点（労働時間の管理）、「教育」の視点（ハラスメントの抑止、働き方改革の推進）から、具体的な事例問題を交えなが
ら、ラインケアの実務を解説しています。

発売中

事例で学ぶ問題対応

新･メンタルヘルス実践Book 
B5判44頁／定価　本体 500円＋税10％（税込550円） 
著　北村尚人・池田智子 《本冊子は、取次・書店経由の取扱いはできません》<フィスメック刊>

⃝�社員のこころの問題で、管理職がその対応を間違えると、トラブルが大きくなってしまうことがあります。そこで本作で
は、前作で「わかりやすい」とご好評をいただいたシミュレーションゲームはそのままに、新たに３つの事例を追加し、
その適切な対応方法を具体的に解説しています。

発売中

もっと健康 快適に!  デスク環境を見直そう 
A4判6頁／定価　本体 60円＋税10％（税込66円） 
監修：武神健之（一般社団法人日本ストレスチェック協会 代表理事）
 《本冊子は、取次・書店経由の取扱いはできません》<社会保険出版社刊>

⃝�「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に対応。疲れを軽減する作業環境の工夫や、デスクでで
きるストレッチなどイラストで分かりやすく紹介。テレワークなどでの作業にも言及し、一人一人の働き方にあわせて取
り組んで頂ける内容です。

発売中

職場のハラスメントを防ぐ！コミュニケーションの処方箋 
B5判24頁／定価　本体 200円＋税10％（税込220円） 
監修：関屋裕希（臨床心理士、心理学博士） 《本冊子は、取次・書店経由の取扱いはできません》<社会保険出版社刊>
⃝�尊厳や人格を傷つけるハラスメントの正しい理解、防止策から対処法まで、ハラスメント防止のための基本的な知識を解
説したパンフレット。代表的なハラスメントの基礎知識に加え、ハラスメントのない職場に欠かせないコミュニケーショ
ン術について解説します。

発売中

Part�1　ストレスチェックとメンタルヘルス対策
1．なぜ、ストレスチェックなのか
2．企業に求められているメンタルヘルス対策

Part�2　ラインケアの実務
1.「医療」の視点から～管理者として～
2.「労働」の視点から～リーダーとして～
3.「教育」の視点から～コーチとして～
こんなときどうする?（Q&A）

掲
載
内
容

Part�1　事例で学ぶ管理職の責務と問題対応の基本
　　　　試されるのは、あなたの危機管理能力
メンタルヘルス不調者への対応だけではない管理職の役割
職場でよく見られるその他のメンタルヘルス不調

理解度確認テスト
Part�2　職場復帰支援に係る問題�
　　　　職場復帰の可否は会社が判断　復帰したら段階的に通常勤務へ
休職・復職のトラブル対応Q&A

掲
載
内
容

パワハラ防止マニュアルシート 
A4判観音折り8頁／定価　本体 400円＋税10％（税込440円）

（監修）ドリームサポート社会保険労務士法人 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》

⃝�労働施策総合推進法の改正により、令和２年６月（中小企業は令和４年４月）から、職場におけるパワーハラスメン
ト（パワハラ）防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。

⃝�このシートは、業務上の指導との線引きが難しいパワハラの概念について考え方を整理するとともに、企業（事業
主）に課せられた10項目の義務事項について、具体的にどのような措置を図ればいいのか、わかりやすくコンパクト
に説明しています。また、セクシャルハラスメントなど、パワハラ以外のハラスメント対策についても要点を整理。
ハラスメントのない快適な職場づくりに向けて、企業の人事・総務担当者が取り組まれるとき、あるいは社会保険労
務士の方が顧客に説明するときなどに、大変有用なシートになっております。

発売中

7

表紙　297×207mm

監修：一般社団法人日本ストレスチェック協会　代表理事　武神健之

　パソコンやタブレット端末などのさまざまな情報機器は、多くの仕事
において欠かせないものです。便利な反面、過度な作業時間や作業環
境の不備によって、心身に悪い影響を及ぼすこともあります。思い当
たる症状がある人は、情報機器との付き合い方を見直して、より健康
で快適に作業を行いましょう。

仕事中にパソコン
や

タブレット端末な
どを

使っていて、

こんな症状はあり
ませんか？

もっと健康 快適 に！

操作のスピードが落ち、入力ミスが増える

目が乾く・痛みがある・

ショボショボする

首や肩の凝りを感じる

あくびがでる 気分が沈んだり
イライラしたりする

商品No.690401

商品No.690402

商品No.690002

商品No.690001

商品No.460350



年金図書の
ご案内

年金制度機能強化法の改正点の解説　＜年友企画刊＞�
B5判296頁、解説文＋関係条文／定価 本体 3,000円＋税10％（税込3,300円）
� 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》

⃝�本書は、令和２年６月５日に公布された「年金制度機能強化法」（「年金制度の機能強化のための国民年金法等
の一部を改正する法律」令和２年法律第40号）の解説書です。
⃝�「年金制度機能強化法」では、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、在職老齢年金のしくみの見
直し、老齢年金の受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し、年金担保貸付事業
等の廃止、障害年金と児童扶養手当の併給調整の見直しなどが行われています。

⃝�本書では、社会保障審議会年金部会の資料を丁寧に読み解きながら、「年金制度機能強化法」による改正点
などを詳しく解説しています。

発売中

1　�2019（令和元）年財政検証結果を
踏まえた年金制度改正

2　被用者保険の適用拡大
3　�65歳未満の在職老齢年金制度の見直

し
4　65歳以上の在職定時改定の導入
5　受給開始時期の選択肢の拡大
6　�公的年金に合わせた私的年金の改正

等
7　その他の改正事項

　１．�２か月以上の雇用が見込まれる人の
被用者保険の早期加入措置

　２．�未婚のひとり親等の申請全額免除
基準への追加

　３．脱退一時金制度の改正
　４．�年金生活者支援給付金制度におけ

る所得・世帯情報の照会の対象者
の見直し等

　５．�国民年金手帳から基礎年金番号通
知書（仮称）への切替え

　６．�厚生年金保険法における日本年金
機構の調査権限の整備

　７．年金担保貸付事業の廃止
　８．�障害基礎年金と児童扶養手当の併

給調整の見直し
年金制度の機能強化のための国民年金法
等の一部を改正する法律（令和２年法
律第40号）関係条文

掲
載
内
容

年金制度改正の解説―令和2年改正で年金はこう変わる�
A4判56頁／定価 本体 1,000円＋税10％（税込1,100円）
� ISBN978-4-7894-3225-2�C3032�¥1000E�

⃝�令和２年６月に公布された年金改正法で年金はどう変わるのか？厚生労働省公表の資料等をベースに「わか
りやすさ」に力点をおいて解説しています。

⃝�豊富な図版と簡潔な表現で改正点を平易に解説。制度の基本的なしくみも丁寧に説明しています。
⃝�用語解説を設け、専門用語をやさしく解説しています。
⃝�在職老齢年金、繰下げ受給など個人のライフプランに関わりの深い改正事項は、事例Ｑ＆Ａ形式でさらに詳
しく説明を加えています。

⃝�本文中に改正点の根拠法を記載。年金相談資料としても最適な１冊です。

発売中

１．今回の年金制度改正の考え方
　⑴改正の背景
　⑵改正の主な内容
２．被用者保険の適用拡大
　⑴�短時間労働者に対する厚生年金保険

等の適用拡大
　⑵被用者保険非適用業種の見直し
　⑶�国・地方公共団体等の短時間労働者

への適用拡大等
３．在職中の年金受給の見直し
　⑴�在職老齢年金の支給停止基準額の見

直し（65歳未満の厚生年金）
　⑵�在職時定時改定の導入（65歳以上の

厚生年金）

４．受給開始時期の選択肢の拡大
　⑴繰下げ受給の上限年齢の引き上げ
　⑵�70歳以降に請求する場合の５年前時

点での繰下げ制度新設
５．企業年金・個人年金の見直し
　⑴�確定拠出年金（DC）の加入可能年

齢の引き上げ
　⑵受給開始時期の選択肢等の拡大
　⑶�中小企業向け制度（簡易型DC・

iDeCoプラス）の対象範囲の拡大
　⑷�企 業 型DC加 入 者 の 個 人 型DC

（iDeCo）加入の要件緩和
　⑸�企業型DCにおけるマッチング拠出

とiDeCo加入の選択

　⑹�企業年金・個人年金のその他の改善
事項

６．その他の改正事項
　⑴国民年金手帳から基礎年金番号通知
書への切り替え／⑵未婚のひとり親等
の申請全額免除基準への追加／⑶国民
年金保険料納付猶予制度の期間延長／
⑷脱退一時金制度の見直し／⑸年金生
活者支援給付金の請求書送付対象者の
拡大等／⑹児童扶養手当と障害年金の
併給調整の見直し／⑺厚生年金保険法
における日本年金機構の調査権限の整
備／⑻年金担保貸付事業の廃止

掲
載
内
容

令和２年 年金制度改正のポイント�
A4判12頁／定価 本体 150円＋税10％（税込165円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�令和２年６月５日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」につい
て、改正項目ごとに実施時期とその内容をコンパクトにまとめたパンフレットです。

発売中

１．被用者保険の適用拡大
２．在職中の年金受給のあり方の見直し
３．受給開始時期の選択肢の拡大
４．企業年金個人年金の見直し
５．公的年金制度のその他の改善

掲
載
内
容
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商品No.320120

商品No.310820

商品No.320600



年金図書のご案内

厚生年金保険法総覧（令和2年10月版） 
B5判1,522頁／定価　本体 6,500円＋税10％（税込7,150円）
 ISBN978-4-7894-3770-7 C3032 ¥6500E�

⃝�厚生年金保険法の条文ごとに関係政令・省令・通知等を収載し、法令上の根拠、行政解釈、事務取り扱いの
全容が体系的にわかるように編集しています。項目ごとに要点の解説をつけているため、条文等と照らし合
わせることで、社会保険の実務にも、研修・独習用としても使えます。
⃝�「令和２年10月版」は、平成30年４月から令和２年８月までに公布された法令および告示、通知類も掲載し
ています。

発売中

国民年金法総覧（令和2年10月版） 
B5判1,154頁／定価　本体 6,000円＋税10％（税込6,600円）
 ISBN978-4-7894-3760-8 C3032 ¥6000E�

⃝�国民年金法の条文ごとに関係政令・省令・通知等を収載し、法令上の根拠、行政解釈、事務取り扱いの全容
が体系的にわかるように編集しています。各部ごとに解説をつけ、届書・請求書等の様式も収録していま
す。社会保険の実務にも、研修・独習用としても使えます。

⃝�巻末には市（区）町村事務処理基準を収録しています。
⃝�「令和２年10月版」は、平成30年４月から令和２年８月までに公布された法令および告示、通知類も掲載し
ています。

発売中

第一章　総則
第二章　被保険者
第三章　保険給付
第�三章の二　離婚等をした場合における
特例

第�三章の三　被扶養配偶者である期間に

ついての特例
第�三章の四　二以上の種別の被保険者で
あった期間を有する者の特例

第�四章　厚生年金保険事業の円滑な実施
を図るための措置

第四章の二　積立金の運用

第五章　費用の負担
第六章　不服申立て
第七章　雑則
第八章　罰則
補章一　存続厚生年金基金
補章二　旧法・旧旧法による給付

掲
載
内
容

第一章　総則
第二章　被保険者
第三章　給付
第�四章　国民年金事業の円滑な実施を図
るための措置

第五章　積立金の運用
第六章　費用
第七章　不服申立て
第八章　雑則
第九章　罰則

第�十章　国民年金基金及び国民年金基金
連合会

補章一　沖縄の復帰に伴う特別措置
補章二　旧法による給付

掲
載
内
容

年金相談Q&A（令和3年度版）�
B5判412頁予定／定価 本体 3,200円＋税10％（税込3,520円）
 ISBN978-4-7894-3744-8�C3032�¥3200E

⃝�年金相談に携わる方を対象に、解説のあとに具体的な相談事例をＱ（問題）＆Ａ（解答）形式で掲載しています。
⃝�Ｑ＆Ａは原則一問一答形式で、実際の相談の現場においてどう答えればよいかが身につきます。
⃝�解説とＡ（解答）では根拠条文を掲載し、さらに「プラスαの知識」として相談の現場で役立つ情報を掲載
しています。

⃝�必要に応じて、よく使われる提出書類や送付書類などの様式を掲載し、わかりやすさに努めています。
⃝�解説では、「年金機能強化法」「持続可能性向上法」「年金事業運営改善法」「被用者年金一元化法」の内容を
盛り込んでいます。

令和3年5月末発刊予定

第１部　年金制度への加入と保険料
第２部　老齢年金の基本的な受け方
第３部　老齢年金のさまざまな受給方法
第４部　障害年金

第５部　遺族年金
第６部　年金の請求と受け取り
第７部　併給調整
巻末：令和２年　年金制度改正のポイント

掲
載
内
容

事例でレベル
ア ッ プ

年金相談の手引（令和3年度版）�
A5判912頁予定／定価 本体 4,400円＋税10％（税込4,840円）
 ISBN978-4-7894-3670-0�C3032�¥4400E�

⃝�厚生年金・国民年金の受給要件・諸手続を図解や記載例等を用い、法令に基づきわかりやすく解説した年金
実務書の決定版。昭和48年の初版以来、年金実務に携わる方の手引書として、信頼と実績を得ています。

⃝年金記録問題と特例措置、被用者年金一元化法、年金機能強化法、持続可能性向上法等に対応しています。

令和3年5月末発刊予定

第１章　年金制度のしくみ
第２章　国民年金と厚生年金保険の給付
第３章　旧法による老齢給付
第４章　年金の請求、支払、支給停止等
第５章　年金請求の手続
第６章　年金受給者の手続
第７章　旧公共企業体の三共済組合に係

る経過措置
第８章　旧農林漁業団体職員共済組合に
係る経過措置

第９章　社会保障協定による特例措置
第10章　一元化前の共済組合等と恩給の
給付

第11章　年金相談先一覧

（付録１）年金記録問題と特例措置
（付録２）被用者年金一元化による主な

改正点と経過措置
（付録３）「持続可能性向上法」による主

な改正点
（付録４）受給資格期間の短縮について

掲
載
内
容
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商品No.300019

商品No.300119

商品No.310734

商品No.300431



年金図書のご案内

国民年金ハンドブック（令和3年度版）�
A5判580頁予定／定価 本体 3,000円＋税10％（税込3,300円）
� ISBN978-4-7894-3620-5�C3032�¥3000E�

⃝�国民年金制度のしくみと給付の受け方を、法令に基づいて図解もまじえてわかりやすく、くわしく解説しました。
⃝�各項目ごとに要約を付して、最低必要な事項はすぐにわかるよう工夫しています。届書・請求書等の様式は
記載例つきで収載しています。

⃝�付録として厚生年金保険のしくみと給付、年金記録問題にかかる特例措置などを収載しているほか、「持続
可能性向上法」の概要を収載しています。

令和3年5月末発刊予定

１　国民年金のしくみ
２　給付の種類と通則事項
３　老齢基礎年金
４　障害基礎年金
５　遺族基礎年金
６　第１号被保険者の独自給付
７　旧国民年金法による給付
８　併給の調整
９　年金受給者の手続

10　未支給の年金給付
11　第三者行為と年金の調整
12　給付の制限など
13　社会保障協定による特例措置
14　国民年金基金制度のしくみ
付録１　厚生年金保険のしくみと給付
付録２　年金記録問題と特例措置
「持続可能性向上法」関連年金制度改正の概要

掲
載
内
容

年金のてびき（令和3年4月版）�
A5判132頁／定価 本体 600円＋税10％（税込660円）
� ISBN978-4-7894-3095-1�C3032�¥600E�

⃝�国民年金と厚生年金の適用と給付のしくみについてわかりやすく解説しています。
⃝�年金額の計算方法なども解説したセミプロレベルの解説書です。
⃝�老齢、障害、遺族の各給付について、詳しくしかもコンパクトに解説した、年金の格好の手引書です。

令和3年4月発刊予定

●年金制度のしくみはどうなっているのか
　１．基礎年金と厚生年金／２．国民年金に加入する人／３．
国民年金の保険料／４．厚生年金に加入する人／５．厚生年
金の保険料

●老齢になったときの年金は
　１．老齢基礎年金／２．被扶養配偶者の振替加算／３．60歳
台前半の老齢厚生年金／４．60歳台前半の老齢厚生年金と

繰上げ支給の老齢基礎年金／５．65歳からの老齢厚生年金
／６．旧法の老齢年金／７．通算老齢年金

●外国人等の年金は
●国民年金基金・厚生年金基金に加入した人の年金は
●障害者になったときの年金は
●死亡したときの年金は
●年金の手続と問い合わせ

掲
載
内
容

はじめての年金（令和3年度版）�
A4判16頁／定価 本体 140円＋税10％（税込154円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�はじめて年金を受給される方に、「いつから」「いくらの年金を」「どうすれば受けられるか」をわかりやす
く解説しています。

⃝�年金相談や金融機関の窓口での説明ツールに最適です。

令和3年3月発刊予定

「ねんきん定期便」「ねんきんネット」で自分の年金を確認する
厚生年金は生年月日等によって支給開始年齢が異なる
国民年金のみの場合は65歳から受給できる
60歳以後も引き続き働く場合

年金を受けるためには年金請求が必要です
年金には税金がかかります
年金のお問い合わせはこちらに

掲
載
内
容

読んで得する年金得読本（令和3年度版）�
A5判32頁／定価 本体 180円＋税10％（税込198円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�これから年金を受給される方等を対象に年金受給の得するポイントをコンパクトに解説しています。
⃝�「会社員と専業主婦」「自営業」「共働き」の三通りの夫婦を例示して具体的に解説している点が特徴。加入
員（者）から担当者まで利用できる一冊になっています。

令和3年3月発刊予定

１．受給開始年齢
２．受けられる年金の種類と受け方の選択
３．年金額の計算方法
４．厚生年金基金の年金
５．離婚時の年金分割

６．障害年金のしくみ
７．遺族年金のしくみ
８．年金記録の確認
９．年金の請求手続
10．受給してからの手続

掲
載
内
容
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商品No.300530

商品No.300330
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商品No.330684

令和３年度版

商品No.330590



年金図書のご案内

私たちの共済組合の年金（令和3年度版）�
A4判36頁／定価：本体 400円＋税10％（税込440円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�共済組合の年金について、１階部分の基礎年金、２階部分の厚生年金、そして新たに導入された３階部分の
年金払い退職給付に分けて、給付のしくみや計算方法をわかりやすく説明しています。老齢年金だけでな
く、障害年金・遺族年金も掲載し、組合員の方への配布用パンフレットとして最適です。

令和3年4月発刊予定

１．年金制度の全体像と私たちの年金
　年金制度は３階建て／年金給付のため
の保険料・掛金と負担金／老齢年金を
受ける条件と支給開始年齢／60歳～
64際で受ける老齢厚生年金／65歳か

ら受ける老齢基礎年金・老齢厚生年金
／在職中の年金額の調整／障害基礎年
金・障害厚生年金／遺族基礎年金・遺
族厚生年金／離婚した場合の老齢厚生
年金の分割

２．私たちの共済組合独自の年金
　３階部分の年金「年金払い退職給付」
／退職年金／公務障害年金／公務遺族
年金／旧職域年金相当部分の年金／年
金の請求手続

掲
載
内
容

ご自分の年金を確認しましょう
厚生年金は性別・生年月日で支給開始年齢が違います
国民年金は65歳になると老齢基礎年金を受けられます
年金は請求しないともらえません

60歳以後も引き続き働く場合
働きながら受ける年金（在職老齢年金）
65歳時の請求手続と繰下げ受給

掲
載
内
容

保存版 年金の受け方（令和3年度版）�
A4判6頁／定価 本体 50円＋税10％（税込55円）� 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》

⃝�本パンフレットは、年金を受け取る際に知っておかなければならない基本的な知識や手続をわかりやすくま
とめております。

⃝�年金相談会や営業担当者が顧客を訪問された際にお渡しいただき、後日改めてそれぞれの年金のお受け取り
についてご確認いただく際に、お手元にてご活用いただけます。

⃝�年金受給に必要最低限の情報をコンパクトに収納し、しかも掲載の書類や図表等もご確認しやすいよう、な
るべく大きく掲載しております。

令和3年3月発刊予定

年金相談AからZ（令和2年度版）�
B5判352頁／定価 本体 2,800円＋税10％（税込3,080円）
 ISBN978-4-7894-3182-8�C3032�¥2800E 
東京都社会保険労務士会�企画　東京社会保険労務士協同組合�編集
⃝�Q＆A形式で、詳細な説明により深くポイントが理解できるよう編集しています。
⃝�年金相談の心得、国民年金・厚生年金制度のしくみ、老齢給付、障害給付、遺族給付をわかりやすく解説しました。
⃝�30年度版より本文を２色化しており、一層使いやすくなりました。

発売中

１．年金相談の心得
２．年金制度のしくみ
３．老齢給付
４．障害給付
５．遺族給付

６．年金分割
７．�旧国民年金法・旧厚生年金保険法の給付
８．�脱退手当金等
９．�年金の請求、支払、支給停止等
10．年金と税金

11．年金受給者が行う届出一覧
12．年金の相談先
早見表

掲
載
内
容

年金生活者支援給付金の解説（令和2年8月版）＜年友企画刊＞�
B5判224頁／定価 本体 2,400円＋税10％（税込2,640円）
� 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》

⃝�「年金生活者支援給付金」は、公的年金の支給額と所得額との合計額が一定以下である老齢基礎年金の受給
者あるいは所得額が一定基準以下の障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者の生活を支援することを目的
に、給付金を支給するものです。

⃝�本書では、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」を中心に、政令、省令そして通知を参考にして年
金生活者支援給付金について詳しく解説しています。

⃝�附録の「関係法令条文集」では、法律の各条文ごとに関連する政令・省令を配列し、さらに「参考条文」と
して国民年金関係の法令をはじめとするその他の法令の該当条文についても収載しています。実務担当者に
とって格好の手引書となります。

発売中

第１章　老齢年金生活者支援給付金
第２章　�補足的老齢年金生活者支援給付

金
第３章　障害年金生活者支援給付金
第４章　遺族年金生活者支援給付金
第５章　�旧国民年金法による老齢年金受

給者等に対する経過措置
第６章　�旧国共済法による退職年金受給

者等に対する経過措置
第７章　�不服申立て、費用負担、その他

雑則的事項
第８章　市（区）町村長が行う事務等

第９章　日本年金機構が行う事務等
第10章　受給者が行う届出等
第11章　制度実施後の事務処理関係
第12章　事務処理における留意事項
【附録】関係法令条文集

掲
載
内
容
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❶

＊老齢厚生年金が調整の対象となり、老齢基礎年金および経過的加算
は全額受給できます。支給停止額＝（総報酬月額相当額＋年金月額－
47 万円）×1/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

年金 太郎
ネン キン タ ロウ

35 1212

杉並区高井戸西3-5-24
スギナミ ク  タカ  イ    ド  ニシ

168 8505

12

○○ ○○○○ ○○○○
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年金の受け方令和３年度版保存版

ご自分の年金を確認しましょう
「ねんきん定期便」で確認できます！

「ねんきん定期便」の見方

働きながら受ける年金（在職老齢年金）

図表⑥●繰上げ・繰下げ受給による受給率
受給の
時期 請求時の年齢 受給率

繰上げ

60歳0ヵ月～11ヵ月 70.0％～75.5％
61歳 0ヵ月～11ヵ月 76.0％～81.5％
62歳 0ヵ月～11ヵ月 82.0％～87.5％
63歳 0ヵ月～11ヵ月 88.0％～93.5％
64歳 0ヵ月～11ヵ月 94.0％～99.5％

原則 65歳 100.0％

繰下げ

66歳0ヵ月～11ヵ月 108.4％～116.1％
67歳 0ヵ月～11ヵ月 116.8％～124.5％
68歳 0ヵ月～11ヵ月 125.2％～132.9％
69歳 0ヵ月～11ヵ月 133.6％～141.3％
70歳 0ヵ月～ 142.0％

国民年金、厚生年金に加入している人（被保険者）には、
毎年の誕生月（1日生まれの方は誕生日の前月）に「ねん
きん定期便」が日本年金機構から届きます。
50歳以上の方に届く「ねんきん定期便」には、いつから（年
齢）、いくら（年金見込額）、どのような年金（年金の種類）
が受けられるのかが、記載されています。

書類①●35歳・45歳・59歳の方に届く
「ねんきん定期便」

◀封筒の中に「ねんき
ん定期便」が入って
います。

書類②●左記以外の年齢の方に届く「ねんきん定期便」（はがき版）

（表） （裏）

◀ハガキをはがして
広げると内側が
「ねんきん定期便」
になっています。

50歳以上の方に届く「ねんきん定期便」には、「これまで
の年金加入期間」「老齢年金の種類と見込額（年額）」が記
載されています。

「これまでの年金加入期間」
各年金制度への加入期間とその合
計期間が記載されています。国民
年金の保険料を前納している場合
は加入期間に含まれています。未
納期間は含まれていません。

老齢厚生年金を受けられる方が、厚生年金の被保険者として会社で働く場合、年金月額と賃金（総報酬月額相当額）
に応じて年金額が調整される在職老齢年金を受けることになります。

◉在職中の方⇒年金月額と総報酬月額相当額（月収＋その月以前1年間の賞与額÷12）により調整された在職老齢年金を受給。
なお、その場合、加給年金額は調整の対象にはなりませんが、年金が全額支給停止になると、加給年金額も支給
されません。

◉退職すると⇒在職老齢年金のしくみで調整されない全額の年金を受給。

＊右欄の
（　）は
年額

年金月額（報酬比例部分＋定額部分）
8万円

（96万円）
10万円
（120万円）

12万円
（144万円）

14万円
（168万円）

16万円
（192万円）

18万円
（216万円）

20万円
（240万円）

22万円
（264万円）

総
報
酬
月
額
相
当
額

10万円 8万円 10万円 12万円 14万円 16万円 18万円 19万円 20万円
15万円 8万円 10万円 12万円 13.5 万円 14.5 万円 15.5 万円 16.5 万円 17.5 万円
20万円 8万円 9万円 10万円 11万円 12万円 13万円 14万円 15万円
25万円 5.5 万円 6.5 万円 7.5 万円 8.5 万円 9.5 万円 10.5 万円 11.5 万円 12.5 万円
30万円 3万円 4万円 5万円 6万円 7万円 8万円 9万円 10万円
34万円 1万円 2万円 3万円 4万円 5万円 6万円 7万円 8万円
36万円 全額停止 1万円 2万円 3万円 4万円 5万円 6万円 7万円
38万円 全額停止 全額停止 1万円 2万円 3万円 4万円 5万円 6万円
41万円 全額停止 全額停止 全額停止 0.5 万円 1.5 万円 2.5 万円 3.5 万円 4.5 万円
44万円 全額停止 全額停止 全額停止 全額停止 全額停止 1万円 2万円 3万円

＊年金月額が 28万円以下、総報酬月額相当額が47 万円以下であれば、支給停止額＝（総報
酬月額相当額＋年金月額－28万円）×1/2

図表⑫●60歳台前半（60歳～64歳）の在職老齢年金の早見表（月額）

書類③●50歳以上の方に届くねんきん定期便（はがき版）

発行／株式会社 社会保険研究所　〒 101-8522 東京都千代田区内神田 2-15-9 The Kanda 282　TEL.03（3252）7901　令和２年２月発行

厚生年金に加入の方、国民年金だけに加入の方も、65
歳になると、国民年金から老齢基礎年金を受けられま
す。年金の見込額は「ねんきん定期便」（書類③参照）
に記載されています。老齢基礎年金の額（年額）は、
20歳から60歳になるまでの 40年間（480月）、国
民年金保険料をすべて納めた場合に満額の781,700
円（令和２年度）が受けられます。保険料を納めた期間
が不足する場合は、不足する期間に応じて減額されます。

国民年金の保険料に加えて付加保険料（月額400円）
を納めた方には、老齢基礎年金に付加年金が加算され
ます。

付加年金（年額）＝200円×付加保険料の納付月数

老齢基礎年金は、希望すれば60歳から65歳になるまでの
間に繰り上げて受給することができます。本来65歳から受
ける年金額に対して、1ヵ月早く繰り上げるごとに0.5％ず
つ年金額が減額されます。なお、61歳以降に60歳台前半
の老齢厚生年金（報酬比例部分）を受けられる方は、老齢厚
生年金を繰り上げて受給することができますが、その場合は
老齢基礎年金も同時に繰り上げて受給することになります。
65歳から老齢基礎年金を受けずに66歳以後に繰り下げて
受給することもできます。本来65歳から受ける年金額に対
して、1ヵ月遅く繰り下げるごとに0.7％ずつ年金額が増額
されます。ただし、70歳以後の増額率は一定です。また、
70歳に達した後に繰下げ受給をしても70歳到達月の翌月
分からの年金が受けられるようになりました。なお、老齢厚
生年金を受けられる方は、老齢基礎年金に合わせて老齢厚生
年金も繰り下げて受給できます。

！  繰上げ受給ここに注意
▶減額された年金を生涯受けることになる
▶障害年金、寡婦年金が受けられなくなる
▶国民年金の任意加入者は繰上げ請求できない

書類④●老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書
◀この請求書は、年金
請求書といっしょに
提出します。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 1 5 0
3 1 0 4 0 6

年金 太郎
ネン キン タロ ウ
東京都杉並区高井戸西3-5-34
1 6 8  8 5 0 5

◯◯ ◯◯◯◯ ◯◯◯◯

○ ○

書類⑤●特別支給の老齢厚生年金受給権者
　　　　老齢基礎年金支給繰上げ請求書

この請求書は、60歳
台前半の老齢厚生
年金を受けている方
が、老齢基礎年金
の支給を繰り上げる
ときに使います。

▶
＊50 歳未満の方に送られてくる「ねんきん定期便」には、これまでの加入実績に応じた年金額が記載され、厚生年金基金の加入期間がある場合は、厚
生年金基金（厚生年金の代行部分）の年金額も含まれています。

「老齢年金の見込額」
50歳以上の方は、現在の加入条
件で60歳まで加入し続けた場合
の老齢年金の見込額（年額）が記
載されています。なお、厚生年金
基金の加入期間がある場合、厚生
年金基金（厚生年金の代行部分）
の年金額は含まれていません。
国に代行返上した場合は、見込額
に含まれています。

年金月額（報酬比例部分＋定額部分）と総報酬月額相当額の合計額が
28万円以下では年金は全額支給、28万円を超えると年金は全額あるい
は一部支給停止。

＊右欄の
（　）は
年額

年金月額（老齢厚生年金）
8万円

（96万円）
10万円

（120万円）
12.5 万円
（150万円）

15万円
（180万円）

総
報
酬
月
額
相
当
額

30万円 8万円 10万円 12.5 万円 15万円
36万円 8万円 10万円 11.75万円 13万円
41万円 7万円 8万円 9.25万円 10.5 万円
50万円 2.5 万円 3.5 万円 4.75万円 6万円
53万円 1万円 2万円 3.25万円 4.5 万円
56万円 全額停止 0.5 万円 1.75万円 3万円
59万円 全額停止 全額停止 0.25万円 1.5 万円
62万円 全額停止 全額停止 全額停止 全額停止

図表⑬●65歳以降の在職老齢年金の早見表（月額）

年金月額（老齢厚生年金）と総報酬月額相当額の合計額
が47万円以下では年金は全額支給、47万円を超える
と年金は全額あるいは一部支給停止。なお、70歳以降
は在職中でも、厚生年金の保険料の負担もありません。

65歳になると、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権がなくなり、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生。

⇒ 65歳の誕生日の初め（1日生まれ
の場合は前月の初め）に日本年金機
構（共済組合等）からはがき形式の
年金請求書が送られてきます。

⇒ 65歳の誕生月の末日まで（1日生
まれの場合は前月の末日まで）に必
要事項を記入のうえ、日本年金機構
（共済組合等）に提出してください
（提出が遅れると、年金の支払いが
一時止まることになります）

書類⑨●65歳の誕生月に提出する年金請求書

● 60歳台後半に厚生年金に加入して働くと、
66歳以降の希望する時期から増額された繰下
げ受給の年金と65歳以降の厚生年金加入期
間による増額された年金を受けられます。

●老齢厚生年金の繰下げ期間中は加給年金額が
支給されません。老齢基礎年金の繰下げ期間
中は振替加算が支給されません。
●在職老齢年金による支給停止部分は繰下げ受
給による増額の計算には入りません。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 1 5 0 3 0 1 2 1 2
168 - 8 5 0 5
東京都杉並区高井戸西３-５-24 03 1234 ××××

年金太郎
ネン

33 7 12

 キン タ ロウ

年金花子
ネン  キン ハナ コ

書類⑩●老齢基礎・厚生年金支給
繰下げ請求書

0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 5 0

年 金  太 郎
ネン 　　キン　　　　　　タ　　　ロウ
杉並区高井戸西３-５-24 ○○マンション×××号室
1 6 8 0 0 7 1

○ ○ ○ ○ ○ ○

年金 花子 ○○

○○ ○○○○ ○○○○

○○ ○○ 妻

年金  太郎
○○ ○○ ○○

○○ ○○ ○○

本商品のコピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上、禁じられています。

66 歳以後に老齢基礎年金・老齢厚
生年金を繰下げ受給する場合は、受
給を希望する時期（66～ 70歳まで
の間）になったら、請求書を提出する
●老齢基礎年金・老齢厚生年金の
両方を繰下げ受給
　⇒65歳の誕生月に年金請求書を

提出する必要はない。
●どちらか一方を繰り下げて受給
　⇒65歳時に送られてくる年金請

求書の「老齢基礎年金のみ繰
下げ希望」または「老齢厚生
年金のみ繰下げ希望」の欄に
○をつけて提出する。

65歳時の請求手続と繰下げ受給

国民年金からは65歳になると老齢基礎年金を受けられます
老齢基礎年金に加算される付加年金

希望すれば繰上げ・繰下げ受給ができます

60歳台前半（60歳～64歳）の在職老齢年金

繰下げ受給のポイント

65歳以降の在職老齢年金

0

1,371,616

589,951

1,961,854

12345678901234567

336 0 336

＊＊

0 0 0

336 0 0 336

＊＊ ＊＊ 65

287
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商品No.330755
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商品No.310811
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定価　本体２，8００円＋税



マニュアルシート
シリーズ

１．遺族年金のかたち　
２．遺族基礎年金　
３．遺族厚生年金
４．年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給付）記入例　

５．遺族年金を受ける権利がなくなるとき　　�失権
６．その他の遺族年金に関する手続
７．寡婦年金・死亡一時金
８．年金手帳と年金証書

掲
載
内
容

１．障害年金の請求手続の流れ　
２．初診日はいつか？　
３．障害認定日に規定の障害の状態にあるか？
４．初診日が年金加入期間中にあるか？　
５．どんな障害年金が受けられるか？　
６．障害年金はいくらか？
７．いつから受けられる？　

８．書類作成上のポイントや注意点
９．障害年金の請求・相談の窓口
10．年金請求書（国民年金・厚生年金保険障害給付）記入例
11．病歴・就労状況等申立書�記入例
12．�受診状況等証明書、受診状況等証明書が添付できない申

立書�記入例
13．年金手帳と年金証書

掲
載
内
容

１．何年加入したら受けられる？−10年の受給資格
２．いつからいくら受けられる？−国民年金・厚生年金
３．働きながら受ける年金−在職老齢年金
４．雇用保険との調整

５．60歳台前半の老齢厚生年金と繰上げの老齢基礎年金
６．年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）記入例
７．65歳時の請求手続と繰下げ受給
８．年金手帳と年金証書

掲
載
内
容

遺族年金マニュアルシート（令和3年度版）�
A4判観音折り8頁／定価 本体 400円＋税10％（税込440円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�遺族年金を受けられる遺族と亡くなった方それぞれの条件を図解しています。
⃝�子供の有無や年齢などで異なる遺族年金のかたちを説明しています。
⃝�年金額や請求および受給後の手続も流れに沿って説明しています。
⃝�令和３年度版では、最新の年金請求書や各種届出の見本を掲載。

QRコード
対応 令和3年3月発刊予定

障害年金マニュアルシート（令和3年度版）�
A4判観音折り8頁／定価 本体 400円＋税10％（税込440円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�初診日や障害認定日など障害年金に特有の手続の流れに沿ってスムーズに請求できるように説明しています。
⃝�年金請求書の記入例のほか、診断書などの添付書類一覧も掲載。
⃝�年金請求書のほか、病歴・就労状況等申立書などの必要書類などの必要書類の記入例を掲載しました。
⃝�令和３年度版では、最新の年金請求書（事前送付用）を掲載。

QRコード
対応 令和3年3月発刊予定

年金マニュアルシート（令和3年度版）�
A4判観音折り8頁／定価 本体 400円＋税10％（税込440円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�老齢基礎年金・老齢厚生年金の概要、年金受給の手続などについて、わかりやすくコンパクトに説明してい
ます。
⃝�これから年金受給者となる方などに対して、制度の説明、老齢年金の受け取り方、請求手続の方法等を、ビ
ジュアル重視でわかりやすく編集しています。
⃝�令和３年度版では、令和３年度の年金額を表記していることはもちろん、令和元年10月にはじまった、「年
金生活者支援金」の説明のほか、令和２年の年金制度改正の概要も入れました。また、年金請求書（事前送
付用）につきましては、発行直前の最新の様式を掲載し、記入例を表記しました。

QRコード
対応 令和3年3月発刊予定

持ち運びに便利なA４判で、表面は水をはじく特殊加工が施されていますので、耐久性にも富んでいます。
持ち運びに便利で耐久性も◎

複雑な制度の概要や要件、手続方法などについて、図表などを用いてビジュアル的にわかりやすく、
また理解しやすいよう整理してあります。

見やすくコンパクト

「年金マニュアルシート」「障害年金マニュアルシート」「遺族年金マニュアルシート」はQRコードから
「Web年金時代」につながります。最新の年金制度改正情報をご覧いただけます。

QRコードでWeb情報とリンク

使いやすい

Point2

使いやすい

Point1

使いやすい

Point3

12

■老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

年金 太郎
ネン キン タ ロウ

35 1212

杉並区高井戸西3-5-24
スギナミ ク  タカ  イ    ド  ニシ

168 8505

12

○○ ○○○○ ○○○○

2

10年
以上

令和3年度版

＊原則65歳から受けられます

65歳より1ヵ月早く受けるごとに0.5%

げ
上
繰

66歳より繰下げ可能で1ヵ月遅く受けるごとに0.7%

げ
下
繰

●繰り上げて受ける場合の注意点
原則

× 480ヵ月(昭和16年4月1日以前に生まれた方は生年月日に応じて300～468ヵ月) ×

繰上げ
繰下げ
受給率

●国民年金（老齢基礎年金）の年金額

注1：保険料納付済期間または保険料免除期間（半額免除等は必要な保険料を納付していること）。
注2：カラ期間とは、加入期間には加えるが、年金額の計算には入れない期間。厚生年金や共済組合加入者の配偶者で昭和36年4月1日から昭和61年3月31
日までの間、国民年金に任意加入しなかった20歳から59歳までの期間や、平成3年3月以前の学生であった期間など。

満額（20歳から59歳までの40年間、国民年金の保険料をすべて納めた場合）＝

減額減額

増額増額

100 %65歳

保 険 料を
納めた月数 +

全額免除
月　　数 ×1/3 半額免除

月　　数 ×2/3+ + +

●付加年金

3/4免除
月 数 ×1/2 1/4免除

月 数 ×5/6

繰上げ・繰下げの受給率

（希望すれば、繰上げ・繰下げ受給ができます）。

受給率
70 %
70.5%
71 %

76 %
82 %
88 %
94 %

108.4%
116.8%
125.2%
133.6%
142 %

受給開始時期
60歳
60歳1ヵ月
60歳2ヵ月

61歳
62歳
63歳
64歳

66歳
67歳
68歳
69歳
70歳以降

… … ＊左表は昭和16年4月2日以後に生まれた方の受給率。
＊受けた時点の受給率は一生涯変わりません。
＊70歳に達した後に繰下げ受給をしても７0歳到達月の
　翌月分からの年金が受けられるようになりました。
＊どの年齢から受けても77歳～81歳ごろに受給総額
　が同額になります。

○障害年金・寡婦年金が受けられなくなる。
○遺族年金が受けられるようになっても、65歳
　までは老齢基礎年金か遺族年金かどちらか
　一方となる。

（1年早く受けるごとに6%）の　　　になる。

（1年遅く受けるごとに8.4%）の　　　になる。

＊基礎年金の国庫負担割合が2分の1に引き上げられた平成21年4月以後の免除期間については（全額免除月数×1/2）、（3/4免除月数×5/8）、（半額免除月
数×3/4）、（1/4免除月数×7/8）として計算します。1円未満は四捨五入して計算します。

付加保険料(月額400円)を納めた場合は、年額で200円×付加保険料を納めた月数の付加年金が加算されます。

781,700円

781,700円

（令和2年度）

10年
以上

国民年金加入期間（注1）

自営業・農業・
サラリーマンの妻

厚生年金加入期間

サラリーマン・
OL

共済組合
加入期間
〔公務員等〕

カラ期間
（注2）＝ ＋ ＋ ＋

●遺族年金（長期要件）の受給には…⇒原則25年以上（生年月日に応じて15年～24年の期間短縮の特例あり）必要です。

第1号厚生年金 第2・3・4号厚生年金

何年加入したら受けられる？̶̶10年の受給資格

いつからいくら受けられる？̶̶国民年金

●年金生活者支援給付金の概要
▶対象者（以下の3条件をすべて満たす人）
①世帯全員が市町村民税非課税
②前年の公的年金収入とその他の所得との合計額が879,900円以下（令和2年
　8月改定額）
③65歳以上の老齢基礎年金の受給者
▶受給額は保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①+②の合計額（1ヵ月
　最大5,030円）
①5,030円×保険料納付期間／480月
②10,856円（1/4免除期間は5,428円）×保険料免除期間／480月

1

2-1

❶

●令和4年度からの改正事項
①75歳までの繰下げ受給の拡大▶75歳から受給す
る場合は84%増額
②繰上げ受給の緩和▶60歳で受給する場合は76％
（1ヵ月早く受けるごとに0.4％の減額）
③65歳前の在職老齢年金の緩和▶年金月額と総報
酬月額相当額が47万円を超えると調整

④在職定時改定の導入▶65歳以降に在職している
場合は毎年年金額が改正される

2

障害年金マニュアルシート障害年金マニュアルシート令和3年度版

■発症から障害年金支給までの手続の流れ

■請求手続の流れ

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

カルテ＊が残っておらず、初診日がわからない場合など　＊カルテの保存期間は医師法第24条2で5年間と規定されています。

身体障害者手帳の写し、身体障害者手帳交付時の診断書の写し、交通事故証明書の写し、労災の事故証明書の写し、
事業所の健康診断の記録の写し、診療受付簿、入院記録、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー、
当時の診察券、お薬手帳、糖尿病手帳、投薬袋、健康保険の療養給付記録、民間保険会社への提出資料の写しなど

発症
▼

初診日
▼

障害認定日
▼

請求
▼

支給開始
▼

1年6ヵ月

審　査

■初診日の例外規定

状　　況

同一傷病で転医があった場合

同一傷病で再発している場合

誤診の場合

じん肺症（じん肺結核を含む）の場合 

障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認め
られる傷病が認められる場合

初診日となる日

最初に医師等に診療を受けた日

再発後、医師等の診療を受けた日

健康診断を受けた日

正確な傷病名が確定した日でなく、誤診をした医師等の診療日

じん肺症と診断された日

最初の傷病の初診日

3ヵ月程度
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●初診日とは…

●参考になる主な書類

の
日
定
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認
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平成27年10月から初診日を確認する方法が緩和されました。初診日を証明する書類がないときには、「初診日を証明するのに参考と
なる書類」を添付します。

医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果で
あり、請求者本人から健診日を初診日とするよう申立てがあった
場合（健診日を証明する資料が必要）

※年金事務所等で初回相談時に「障害年金請求キット」を受け取ります。相談時には、相談票コピーが渡されます。

初診日はいつか？

1 障害年金の請求手続の流れ

❶

遺族年金遺族年金令和3年度版 遺族年金

死亡した人が加入していた年金制度と遺族によって、受けられる遺族年金は下表のとおりです。

遺族の種類
死亡した人が加入していた年金制度

国民年金のみ
遺族基礎年金
遺族基礎年金

寡婦年金または死亡一時金＊2

厚生年金保険
遺族基礎年金＋遺族厚生年金
遺族基礎年金＋遺族厚生年金

遺族厚生年金

・18歳到達年度末日（3月31日）を経過していない子
　または
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

＊ 死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象。
＊「その他の遺族」に含まれる「孫」についても同様。

●遺族基礎年金が支給される死亡した人の条件

●遺族基礎年金を受けられる遺族の条件 ●遺族基礎年金の額（年額）

死亡した人が次の要件に該当した場合に遺族基礎年金が支給されます。

遺族基礎年金が支給される条件（支給要件）に該当する死亡した人に
生計を維持されていた次の遺族が遺族基礎年金を受けられます。

・被保険者または老齢基礎年金の
　受給資格期間（年金制度への原
　則25年以上の加入＊など）を満
　たした人が死亡したとき。

支給要件 保険料納付要件 令和8年4月1日前の場合は…ただし ただし

子のある配偶者＊1

子
その他の遺族

遺族年金でいう「子」とは…

20歳
▼

死亡日のある月の前々月
▼

死亡日
▼

学生納付
特例 滞納 保険料

免除
保険料
納付済

保険料を納めた期間には…

・全額免除のほか、4分の1免
　除、半額免除、4分の3免除、
　保険料納付猶予、学生納付
　特例の期間も含まれる。

保険料を免除された期間には…

①子のある配偶者
②子
＊ただし、「子」については、次の場合は支給停止となる。
・配偶者が遺族基礎年金を受けている場合
・生計を同じくするその子の父または母がいるとき

・将来にわたって年収850万円以上の収入（または年
　額655万5,000円以上の所得）を得られない状態。

「生計を維持されていた」とは…

死亡した人に生計を維持されていた「子のある夫」も遺
族基礎年金を受けられます。ただし、平成26年4月1日以
降に父子家庭になった場合に限ります。

●子のある配偶者が受給する場合

＜子の加算額＞＋
＜基本額＞

 

＜第2子以降の子の加算額＞＋

・第1子と第2子　

●子が受給する場合

＊子1人あたりの年金額は、上記の合計額を子の数で割った金額。

＊1：平成26年4月1日から「子のある妻」より「子のある配偶者」に改正されました。
＊2：第1号被保険者としての保険料納付期間が36ヵ月以上ある人が老齢・障害基礎年金を
　　 受けずに死亡した場合（死亡時に第2号被保険者でも可）に受けられます。

・死亡した人が被保険者の場合は
保険料納付済期間（保険料免除
期間も含む）が保険料を納付すべ
き期間のうちの3分の2以上ある。

・国民年金の第2号被保険者
（厚生年金保険・共済年金の
加入者）期間のうち20歳以上
60歳未満の期間や第3号被保
険者（第2号被保険者の被扶
養配偶者）の期間も含まれる。

・死亡日に65歳未満であれば、死亡日のあ
る月の前々月までの1年間の保険料を納
付しなければならない期間のうちに、保
険料の滞納がなければ受けられる。

781,700円

781,700円
＜基本額＞

・第3子以降

各224,900円 各75,000円

特例

父子家庭も遺族基礎年金が受けられます。

全期間の
3分の2以上

※平成27年10月に被用者年金一元化法が施行され、共済組合等の組合
　員等においても同様の保険料納付要件を満たしていることが必要にな
　りました。

＊受給資格期間が10年に短縮されましたが、
　遺族年金は25年以上の加入が必要です。

遺族年金のかたち

遺族基礎年金

1

2

❶

商品No.330479

商品No.330469

商品No.330624



マニュアルシートシリーズ

１．病気・けがをしたとき
２．障害の状態になったとき
３．介護が必要になったとき

４．老齢・退職したとき
５．死亡したとき

掲
載
内
容

❶ 入社後のライフステージ
❷ 労働・社会保険制度の概要
❸ 労働基準法
❹ 労災保険

❺ 雇用保険
❻ 育児休業・介護休業
❼ 健康保険制度
❽ 公的年金制度

掲
載
内
容

病気やけがをしたときの給付と負担
支払いが高額なとき
治療のために仕事につけないとき
出産したとき

そのほかの給付
給付に関する注意点
主な健康保険の給付と必要な手続きの一覧

掲
載
内
容

健康保険
１．退職したら加入する健康保険を選ぶ
２．加入の手続はこうする
３．健康保険で受けられる給付
雇用保険

１．失業給付（基本手当）
２．60歳以後も引き続き働く−高年齢雇用継続給付
３．雇用保険と老齢厚生年金との調整
証書

掲
載
内
容

ライフプランマニュアルシート（令和3年度版）�
A4判観音折り8頁／定価 本体 400円＋税10％（税込440円）　東京都社会保険労務士会　監修
� 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》

⃝�病気・けがをしたとき、介護が必要になったときなど、健康・介護・年金・雇用保険からの給付をコンパク
トに収録しています。

⃝�人生上のリスクに対応した社会保険・労働保険からの給付の説明に最適です。

令和3年3月発刊予定

社会保険・労働保険のガイダンス　新入社員マニュアルシート（令和3年度版）�
A4判観音折り8頁／定価 本体 400円＋税10％（税込440円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�本シートは、新入社員研修をはじめ、会社が社員を採用した際に社会保険・労働保険についてガイダンスを
行う際のツールです。

⃝�入社後のライフステージや給与明細の見方、労働時間や休日の説明から始まり、社会保険および労働保険の
しくみのポイントや、育児や介護にかかわる休業・休暇についても掲載しています。

令和3年3月発刊予定

健康保険 給付マニュアルシート（令和3年度版）�
A4判観音折り8頁／定価 本体 400円＋税10％（税込440円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�健康保険の給付に関する内容を、わかりやすくコンパクトに収録しています。
⃝�協会けんぽへの申請書類の記載例を掲載し、必要となる添付書類をわかりやすく解説しています。

令和3年3月発刊予定

退職者のための健康・雇用保険マニュアルシート（令和3年度版）�
A4判観音折り8頁／定価 本体 400円＋税10％（税込440円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�会社を退職するときの健康保険の選択の仕方と手続き、また健康保険から受けられる給付などについてわか
りやく説明しています。

⃝失業給付の内容や手続、また60歳以降も勤務を継続する場合の雇用保険からの給付などについて、わかりや
すく説明しています。雇用保険の給付と年金の調整も掲載しています。

令和3年3月発刊予定

�１�．適用事業
�２�．被保険者
�３�．保険料
�４�．雇用保険の全体像
�５�．基本手当
�６�．高年齢求職者給付金

�７�．高年齢雇用継続給付
�８�．支給調整
�９�．教育訓練給付
10．育児休業給付・介護休業給付
11．外国人
12．雇用保険関係の書類

掲
載
内
容

雇用保険マニュアルシート（令和2年度版）�
A4判観音折り8頁／定価 本体 400円＋税10％（税込440円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�令和２年度版では、令和２年４月に改正された特定法人の電子申請の義務化、高年齢被保険者の保険料免除の終了等のほ
か、令和２年３月31日に成立・公布された「雇用保険法の一部を改正する法律」における改正事項にも対応しています。

⃝�最新の情報に基づき簡潔・明瞭に整理してありますので、雇用保険に関するお問い合わせやご相談への対応、さらに
は労務管理のコンサルティング業務の必須のツールです。

発売中
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❶ ➋➌ ❽

＜個人および世帯の8月から翌年7月までの12ヵ月において＞

健康保険の
窓口負担

介護保険の
利用者負担＋ ＞

図表⑥の
自己負担限度額
（支給基準額）超える

⇒超えた額が健康保険から払い戻されます。（高額介護合算療養費）
図表⑥●高額介護合算療養費の自己負担限度額

所得区分 70歳未満＊1 70歳以上＊1

標準報酬月額83万円以上 212万円
標準報酬月額53～79万円 141万円
標準報酬月額28～50万円 67万円
標準報酬月額26万円以下 60万円 56万円
低所得者Ⅱ＊2 34万円 31万円
低所得者Ⅰ＊2 19万円
＊１：対象となる世帯に、70歳未満と70歳以上の人がいる場合は、まずは70

歳以上の人に係る自己負担の合算額に、70歳以上の自己負担限度額が適用
された後、なお残る負担額と70歳未満の人に係る自己負担の合算額とを
合計した額に、70歳未満の自己負担限度額が適用されます。

＊２：❶頁図表⑤と同じです。

自己負担に加えて、通常の診療との差額（特別料金）を患者が自
己負担します。

厚生労働大臣が定めた評価療養
（高度な医療技術を用いた療養
など）または選定療養（特別室
への入院など）を受けた場合

通常の療養と共通す
る部分は保険外併用
療養費として保険給
付されます。

やむを得ず保険医でない医師にかかったときなどは、費用を一
時立て替えて、あとで健康保険から療養費・家族療養費、移送費・
家族移送費として払い戻しを受けられます。

●療養費・家族療養費
次のケースでは療養費・家族療
養費が支払われ、立替払いによ
る払い戻しを受けられます。
・やむを得ずに保険医療機関以
外で診療等を受けたとき

・国外で医療を受けたとき（海
外療養費）

・ コルセット、輸血の血液代、
柔道整復師の治療など

●移送費・家族移送費
病気・けがで移動が困難な
患者が医師の指示で一時
的・緊急的必要があり移送
されたとき、移送にかかっ
た費用（最も経済的な通常
の経路および方法により算
定された額の範囲内）が移
送費・家族移送費として払
い戻されます。

・75歳以上
・65歳以上で寝たきり
  など一定の障害状態

健康保険などの被保険者、被扶養者
から除かれ、後期高齢者医療制度の
被保険者となり、保険給付を受けます。

被保険者（任意継続被保険者を除く）が業務外の病気、けがの療
養のため4日以上仕事を休み（継続した３日間の待期が必要）、給
料が受けられないときは、傷病手当金が受けられます。
 支給される額  …１日につき、「直近の継続した12ヵ月の標

準報酬月額を平均した額の30分の 1」の
3分の２相当額（協会けんぽの場合）

 支給される期間  …欠勤4日目（支給開始）から1年6ヵ月

後期高齢者医療制度から給付を受けます。

業務上または通勤途上での病気・けがの場合は、労災保険の保険給付を受けられます。

失業給付（基本手当）の受給資格者が離職後、ハローワークで求
職の申込みをした後に、15日以上引き続いて病気・けがで働く
ことができないときは、基本手当は支給されません。その代わり
に傷病手当を受けられますが、すでに基本手当が支給された期間
は所定給付日数から除かれます。

 支給される額  … 基本手当日額（❼頁参照）に相当する額
 支給される期間（限度）  …
 所定給付日数（❼頁図表㉓参照）  －  基本手当の支給日数

傷病手当金と同時に、給料の一部や障害厚生年金・障害
手当金、老齢年金などが受けられる場合は、原則として傷

病手当金は受けられません。ただし、それらの給付が傷病手当
金より少ない場合は、差額が健康保険から支払われます。

！

図表⑦●病気・けがで労災保険から受けられる給付（業務上の病気・けがには「補償」の名称がつき、通勤途上の場合には「補償」がつきません）
労災保険の給付 受けられるとき 給付の内容＊1

療養（補償）給付 労災指定病院で医師にかかるとき 必要な医療（健康保険の入院時食事療養・訪問看護等を含む）を治るまで受けられます。

休業（補償）給付
休業特別支給金

仕事につけず、賃金を受けられな
いとき

休業4日目から（３日間の待期が必要、継続か断続かを問いません）給付基礎日額＊2の
60%（プラス20%の休業特別支給金）を受けられます。

傷病（補償）年金
傷病特別支給金（一時金）
傷病特別年金

長期療養するとき（病気・けがが
1年 6ヵ月たっても治らず、傷病
等級に該当するとき）

休業（補償）給付に代わり、傷病等級（❺頁図表⑯参照）に応じて給付基礎日額または
算定基礎日数の第1級は313日分（傷病特別支給金は114万円）、第2級277日分
（同107万円）、第3級245日分（同100万円）を受けられます。

給付基礎日額 災害発生の日または医師の診断によって疾病の発生が
確定した日の直前3ヵ月間に支払われた賃金の総額＝ ÷ その期間の

暦日数（総日数）⇒
1日当たりの
賃金額＊２：

先進的な医療について、患者の申出をもとに、安全性・有効性を確
認しつつ、身近な医療機関で迅速に受けられるようにする制度です。

対
象
と
な
る
医
療

①すでに実施されている先進医療を身近な医療機関で受ける
②すでに実施されている先進医療の実施計画対象外の患者に
対する医療
③一定の安全性・有効性が確認された先進医療対象外の医療
④治験の対象とならない患者に対する治験薬等の使用

患者申出療養制度

＊500円以下は不支給。

図表⑩●障害基礎年金の額
障害等級 障害基礎年金の額 子＊１の加算額

1級 977,125円＊２

（月額81,427円）
・1人目と2人目（1人につき）
各224,900円（月額18,741円）
・3人目以降（1人につき）
各75,000円（月額6,250円）2級 781,700円＊２

（月額65,141円）

＊１：障害基礎年金を受けられる人に生計を維持されている、18歳到達年度末日
を経過していない未婚の子、または20歳未満で障害等級1級または2級
の未婚の子がいる場合に加算額を受けられます。

＊２：障害年金生活者支援給付金（図表⑧参照）の支給要件を満たしている人は、
１級月額6,288円、２級月額5,030円（令和２年度額）が受けられます。

本商品のコピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上、禁じられています。

障害の程度と初診日（障害の原因となった傷病について初めて
医師または歯科医師の診療を受けた日）に加入していた年金制
度によって、受けられる障害給付は図表⑧のとおりです。

国民年金に加入中（または20歳前か、国内に居住する60歳以上
65歳未満の被保険者であった者）に病気・けがで、1級または2級
に該当する障害の状態（❺頁図表⑱参照）になったときに受けられます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、初診日のあ
る月の前々月までの保険料を納付すべき期間のうち、保険料納付期間
と保険料免除期間を合算した期間（厚生年金・共済年金の加入期間や
第3号被保険者期間も合算）が3分の2以上あることが必要です＊1。
図表⑨●障害基礎年金を受けるための保険料納付要件

学生納付＊2
特例 未納 保険料免除 保険料納付

20歳
▼

初診日
▼

初診日のある月の前々月
▼

全期間の
3分の2以上

＊１：特例措置として2026年 4月 1日前に初診日がある場合は、初診日の
前日において、65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保
険料の未納がなければ、障害基礎年金を受けられます。

＊２：学生が所定の要件を満たしたときに適用されます。

図表⑪●障害厚生年金の額
障害等級 障害厚生年金の額

１級 報酬比例部分の年金額＊1 × 1.25+配偶者加給年金額＊2

２級 報酬比例部分の年金額＊1+配偶者加給年金額＊2

３級 報酬比例部分の年金額＊1（最低保障額：586,300円）

障害手当金 ＜一時金として受けられます＞
報酬比例部分の年金額＊1×2.0（最低保障額：1,172,600円）

業務上または通勤途上での病気・けがが治って障害等級（障害
基礎年金等の障害等級とは異なる。❺頁図表⑰参照）に該当す
る障害が残ったとき、障害等級が第１級～第７級に該当すれば
障害（補償）年金が、第８級～第14級に該当すれば障害（補償）
一時金が受けられます。

障害（補償）
年金 障害特別支給金＋ 障害特別年金＊

●障害等級第1級～第7級に該当する場合

＋

障害（補償）
一時金 障害特別支給金＋ 障害特別

一時金＊

●障害等級第8級～第14級に該当する場合

＋

図表⑫●障害の状態になったとき労災保険から受けられる給付額
障害等級 障害（補償）年金 障害特別支給金＊1 障害特別年金

第 1 級 給付基礎日額＊2の
313日分

一時金として
342万円

算定基礎日額＊3の
313日分

第 2 級 277日分 320万円 277日分
第 3 級 245日分 300万円 245日分
第 4 級 213日分 264万円 213日分
第 5 級 184日分 225万円 184日分
第 6 級 156日分 192万円 156日分
第 7 級 131日分 159万円 131日分
障害等級 障害（補償）一時金 障害特別支給金＊1 障害特別一時金

第 8 級 給付基礎日額＊2の
503日分

一時金として
65万円

算定基礎日額の
503日分

第 9 級 391日分 50万円 391日分
第10級 302日分 39万円 302日分
第11級 223日分 29万円 223日分
第12級 156日分 20万円 156日分
第13級 101日分 14万円 101日分
第14級 56日分  8万円  56日分

＊1：同一の災害で、すでに傷病特別支給金（❷頁図表⑦参照）を受けた場合は、
その差額となります。

＊2：❷頁図表⑦欄外参照。
＊3：算定基礎日額とは、原則として、災害発生の日または医師の診断によって

疾病の発生が確定した日以前1年間に受けた特別給与（賞与など）の総額を、
365で割って得た額（上限あり）。

厚生年金保険の加入期間中に病気・けがで、1級または2級の
障害の状態（❺頁図表⑱参照）になったときに、障害基礎年金
に上乗せして受けられます。また、3級の障害の状態になった
ときは3級の障害厚生年金、3級の障害の状態より軽い場合は
障害手当金（一時金）が受けられます。

図表⑧●障害の状態になったとき年金制度から受けられる障害給付

障害の程度
初診日に加入していた年金制度

国民年金のみ 厚生年金保険
1級 1級の障害基礎年金 1級の障害基礎年金＋1級の障害厚生年金

2級 2級の障害基礎年金 2級の障害基礎年金＋2級の障害厚生年金

3級 ―― 3級の障害厚生年金

3級より
軽症 ―― 障害手当金（一時金）

所得区分 自己負担限度額 多数回該当＊1

標準報酬月額83万円以上 252,600 円＋（医療費
－842,000 円）×１％ 140,100 円

標準報酬月額53～ 79万円 167,400 円＋（医療費
－558,000 円）×１％ 93,000 円

標準報酬月額28～ 50万円 80,100 円＋（医療費
－267,000 円）×１％ 44,400 円

標準報酬月額26万円以下 57,600 円
低所得者（住民税非課税） 35,400 円 24,600 円

●70歳未満の人だけの世帯の場合
限度額適用認定証を提示すれば、窓口負担（21,000円以上）
は自己負担限度額までとなります。

図表④● 70歳未満の自己負担限度額

＊１：同一世帯で直近12ヵ月間に高額療養費が支給された月が3ヵ月以上になっ
た場合、4ヵ月目からの自己負担限度額は多数回該当額となります。

●70歳以上の人だけの世帯の場合
窓口負担は図表⑤のAが自
己負担限度額となります。

外来でかかった1人、1ヵ
月の窓口負担額を合計

窓口負担は図表⑤のBが自
己負担限度額となります。

入院や世帯（21,000円未
満含む）でかかった、1ヵ
月の窓口負担額を合計

図表⑤● 70歳以上の自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額
A B

標準報酬月額
83万円以上

252,600円＋（医療費－842,000円）×１％
（多数回該当＊1 140,100円）

標準報酬月額
53～ 79万円

167,400円＋（医療費－558,000円）×１％
（多数回該当＊1 93,000円）

標準報酬月額
28～ 50万円

80,100円＋（医療費－267,000円）×１％
（多数回該当＊1 44,400円）

標準報酬月額
26万円以下 18,000円＊4 57,600 円

（多数回該当＊144,400 円）
低所得者Ⅱ＊2

8,000円
24,600円

低所得者Ⅰ＊3 15,000円
＊２ ： 低所得者Ⅰ以外の市区町村税非課税等の被保険者とその被扶養者。
＊３ ：市区町村税非課税等の世帯で所得区分ごとに必要経費等を控除した所得が

0円である被保険者とその被扶養者。
＊４ ： 年間の自己負担額限度額は144,000円とされます。

●窓口負担を軽減するには
医療保険者への申請により交付
される限度額適用認定証（低所
得者は限度額適用・標準負担額
減額認定証）を被保険者証とと
もに医療機関の窓口に提示

同じ医療機関で1ヵ月の自
己負担限度額を超える場合
に限り、高額療養費が現物給
付されるため窓口負担は自己
負担限度額までとなります。

＊ 70歳以上の人のうち、「標準報酬月額83万円以上」および「標準報酬月額26
万円以下」の区分の人は認定証は不要です。

同じ医療機関で1人、1ヵ月の窓口負担が、自己負担限度額（図表④）
を超えたとき、超えた額があとで払い戻されたり、一定額の窓口
負担で医療が受けられます。

●70歳未満と70歳以上の両方の人がいる世帯の場合
　次の手順で自己負担額を合算し、高額療養費が支払われます。

❶ 70歳以上の人の１ヵ月分の外来の窓口負担額を個人ご
とに合計し、図表⑤のＡを超えた額を支給

❷ 70歳以上の人の１ヵ月分の入院の窓口負担額と❶によっ
てもなお残る額を合計し、図表⑤のＢを超えた額を支給

❸ 70歳未満の人の窓口負担額（21,000円以上）と❷に
よってもなお残る額を合計し、図表④を超えた額を支給

死亡した人が加入していた年金制度から、その人の遺族が一定の条件を満たせば、下表の遺族年金が受けられます。
図表㉗●死亡したとき年金制度から受けられる遺族給付

遺族の種類 死亡した人が加入していた年金制度
国民年金のみ 厚生年金保険

子＊１のある配偶者 遺族基礎年金＊２ 遺族基礎年金＊２＋遺族厚生年金子＊１

その他の遺族 寡婦年金または死亡一時金 遺族厚生年金
＊１：「子」とは、18歳到達年度の末日を経過していない未婚の子、または20歳未満

で障害年金の障害等級1級または2級の未婚の子をいいます。また、子に対する
遺族年金は、配偶者が遺族年金の受給権を有するとき、その支給が停止されます。

図表㉘●遺族年金を受けることができる遺族と順位
順位 受給できる遺族

遺族厚生年金

1番目 配偶者（夫は55歳以上）、子
2番目 父母（55歳以上）
3番目 孫
4番目 祖父母（55歳以上）

遺族基礎年金 1番目 子と生計を同じくしている配偶者
2番目 子

業務上または通勤途上で死亡した労働者の遺族には、遺族補償
給付または遺族給付が支払われます。

図表㉚●死亡したときに労災保険から受けられる遺族給付
死亡の原因 給付の内容 葬祭を行った遺族への給付

業務災害
遺族補償給付
・遺族補償年金
・遺族補償一時金

葬祭料

通勤災害
遺族給付
・遺族年金
・遺族一時金

葬祭給付

遺族＊1 の人数に応じて、遺族（補償）年金、遺族特別支給金、遺
族特別年金が支給されます。
遺族（補償）年金…遺族の人数に応じて給付基礎日額＊2 の153日分（１人）
～245日分（４人以上）を支給

遺族特別年金…遺族の人数に応じて算定基礎日額＊3 の 153日分（１人）
～245日分（４人以上）を支給

＊1：遺族（補償）年金の遺族は、遺族厚生年金・遺族基礎年金の遺族と異
なります。

＊2：❷頁図表⑦欄外参照。
＊3：❸頁図表⑫欄外参照。

遺族（補償）年金を受ける遺族がいない場合などに、遺族（補償）
一時金、遺族特別支給金、遺族特別一時金が支給されます。
遺族（補償）一時金…給付基礎日額＊1 の 1,000日分を支給
遺族特別支給金…300万円を一時金として支給
遺族特別一時金…算定基礎日額＊2 の 1,000日分を支給
＊1：❷頁図表⑦欄外参照。
＊2：❸頁図表⑫欄外参照。

葬祭をした遺族に給付基礎日額の60日分または 315,000円
＋給付基礎日額の30日分のいずれか多いほうが支払われます。

死亡の際に埋葬料、埋葬費（労災保険とは使用する用語が異な
ります）が支払われます。

図表㉛●埋葬料（費）
給付の内容

埋葬料 埋葬を行った家族に50,000円
埋葬費 埋葬を行った家族以外の人に実費（50,000円以内）
家族埋葬料 被扶養者である家族が死亡したとき50,000円
＊国保では市区町村が条例で決めている場合は葬祭費（葬祭の給付）が支給されます。

遺族基礎年金の額（年額）は基本額781,700円に子の加算額
を加えた額になります。
図表㉙●遺族基礎年金の額（年額）

基本額 子の加算額
子のある配偶者が
受ける場合 781,700円＊１ ・第1子と第2子　各224,900円

・第3子以降　各75,000円
子が

受ける場合＊２ 781,700円＊１ ・第2子　224,900円
・第3子以降　各75,000円

＊１：子が受ける場合、子1人当たりの年金額は、基本額と子の加算額との合計
額を子の数で割

＊２：遺族年金生活者支援給付金（図表㉗参照）の支給要件を満たしている人は、
月額5,030円（令和２年度額）が受けられます。

●寡婦年金・死亡一時金
国民年金の第1号被保険者であった夫が死亡したとき、国民年金独自の給付と
して寡婦年金、死亡一時金を受けられる場合があります。
寡婦年金…夫が受けることができた第1号被保険者期間にかかる老齢基礎年金
の3/4の額を、妻が60歳から65歳になるまでの間、受給できます。なお、
夫が老齢基礎年金を受給していた場合は、妻には寡婦年金は支給されません。

死亡一時金…夫が第1号被保険者として３年以上保険料を納めた期間に応じて
12万円～32万円を一時金として受けることができます。

死亡した人の老齢厚生年金
（報酬比例部分）＊ × 3/4計算式

＊❻頁の「ねんきん定期便」の老齢年金の見込額を参照。被保険者が死亡した場合
などで、厚生年金保険の加入期間が25年（300月）未満の場合は、加入期間
25年で計算した老齢厚生年金（報酬比例部分）の3/4が遺族厚生年金の年金
額となります。老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている人が
死亡した場合は、実際の被保険者期間で計算した年金額（報酬比例部分）の3/4
が遺族厚生年金の年金額となります。

●中高齢の加算と経過的寡婦加算
夫が死亡当時40歳以上であった妻が受ける遺族厚生年金（受給者が死亡の
場合は厚生年金保険の加入期間が20年以上あること）には、中高齢の加算
や経過的寡婦加算が付加される場合があります。
中高齢の加算…妻が40歳から65歳になるまでの間、年額586,300円が
付加されます。

経過的寡婦加算…妻が65歳になると、中高齢の加算に代わり、妻の生年月
日（昭和 31年 4月 1日以前に限る）に応じた額（年額 19,567 円～
586,300円）が付加されます。

発行／株式会社 社会保険研究所　定価：本体400円+税
　　　〒101-8522東京都千代田区内神田2-15-9 The Kanda282　TEL.03-3252-7901
監修／東京都社会保険労務士会　令和２年２月発行

＊賞与などの特別給与が支払われる者を対象とし、その額を算定基礎とします。

遺族厚生年金の額は、死亡した人の被保険者期間等によって変
わります。

＊１：報酬比例部分の年金額は、「ねんきん定期便」に記載されています（❻頁参
照）。なお、被保険者期間が300月（25年）未満の場合は、300月とみ
なして計算します。

＊２：1級と2級の障害厚生年金には、生計を同じくする年収850万円未満で
65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金額（224,900円）が加算
されます。ただし、配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金等受給中
は支給停止となります。

＊障害基礎年金の受給者で、前年の所得が462万 1,000円以下（扶養親族の数
に応じて増額）の人には障害年金生活者支援給付金が支給されます。

＊夫（遺族基礎年金を受給できる夫を除く）、父母、祖父母は60歳まで支給停止。
＊２：遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が462万1,000円以下（扶養親族の数に応じて増額）の人には遺族年金生活者支援給付金が支給されます。

＊１：通勤災害の場合も給付の内容は同じです。

医療機関にかかるとき、医療費の一部
は患者が自己負担し、残額は健康保険
から支払われます。
本人には　療養の給付
家族には　家族療養費

図表①●自己負担額

＊70歳以上の被保険者で診療月の標準報酬月額
が 28 万円以上の人、およびその被扶養者で
70歳以上の人。ただし、被保険者と被扶養者
の収入の合計額が一定額未満に限る。

療養の給付とあわせて、次の場合に支払
われます。

療養病床に入院
する65歳以上
の人が生活療養
を受けると…
＊家族には家族療養費として支払われます。

入院時生活療養費＊

食事の提供や適切な環
境形成を目的とした療養

  食事を受けると…  入院時食事療養費＊

図表②●自己負担額

食事療養標準負担額 １食につき460円
（低所得者＊は減額）

生活療養標準負担額
１日につき370円
１食につき460円
　　または420円
（低所得者＊は減額）

＊市区町村民税の非課税者・免除者および減額により
生活保護の保護を要しなくなる被保険者とその被扶
養者。

難病患者や末期がん患者などがかかり
つけ医師の指示により訪問看護ステー
ションから派遣された訪問看護サービ
スを受けると…

本人には　訪問看護療養費
家族には　家族訪問看護療養費
が支払われます。

（　 　　　　　　　）
小学校入学前 医療費の２割

小学校入学後
70歳未満 医療費の３割

70～74歳 医療費の２割 現役並み
所得者＊は３割75歳以上 医療費の１割

図表③●自己負担額
小学校入学前 医療費の２割

小学校入学後
70歳未満 医療費の３割

70～74歳 医療費の２割 現役並み
所得者＊は３割75歳以上 医療費の１割

大病院受診時の
定額負担

紹介状なしで特定機能病院および地域医療支援病院（一般病床 200 床未満除く）を受診する場合は、一定の定
額負担が求められます。ただし、救急で来院した場合や地域に他の医療機関がない場合などは求められません。

ライフプランマニュアルシート5　死亡したとき2　障害の状態になったとき
1 公的年金から受けられる給付1 公的年金から受けられる給付

遺族基礎年金

障害基礎年金

障害厚生年金

遺族（補償）年金

遺族（補償）一時金

葬祭料（葬祭給付）

2 労災保険から受けられる給付

3 健康保険から受けられる給付

2 労災保険から受けられる給付

遺族厚生年金

介護保険との負担が一定額を超えたとき…

保険診療と保険外診療を併用するとき…

病気・けがで仕事につけないとき…

立替払いをしたとき…

75歳になると…

2 労災保険から受けられる給付

3 雇用保険から受けられる給付

＊図表①と同じです。
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1　病気・けがをしたとき
健康保険から受けられる給付1

医療機関にかかるとき… 入院したとき… 在宅で療養するとき…

窓口負担が一定額を超えたとき ―― 高額療養費

1. 退職前の会社の健康保険に引き続き加入
退職前に、健康保険組合の被保険者であれば同一の 健康保険組合に、
協会けんぽの被保険者であれば 協会けんぽに加入します。

加入手続 ―― なにをいつどこに提出するのか？

健康保険
任意継続被保険者
資格取得申出書
［届書①］

なにを

資格喪失日
（退職日の翌日）

から
20日以内

いつ

同一の健康保険組合
または

住所地の全国健康保険
協会都道府県支部（郵送可）

どこに

届書①
■健康保険任意
継続被保険者
資格取得申出
書

2 1 7 0 0 0 2 3 2 1

社保 研太郎
シャホ ケンタロウ

東京 港区○○－1　
△△マンション101

株式会社　協会商事 東京都千代田区△△－3－1

社保 研子
妻 0主婦シャホ ケンコ

30 10 12

2 4 0 3 0 5

105  0000

2

090 ××××××××

1 15

2

・被扶養者がいる場合は、続柄確認のための書類（戸籍謄本・抄本、ま
たは続柄の記載された世帯全員の住民票）、収入確認のための書類（課
税・非課税証明書、年金額改定通知書など）、および同居確認のための
続柄の記載された世帯全員の住民票、別居しているときは仕送りの事
実と仕送り額が確認できる書類（預金通帳の写し、現金書留の控えなど）
・被保険者のマイナンバーを記入した場合は身元（実存）確認書
類および個人番号確認書類

添付書類
など

2. 健康保険の被扶養者となる
家族（３親等以内の親族）が加入中の健康保険に、家族である
被保険者が加入手続をすることになります。

加入手続 ―― なにをいつどこに提出するのか？

健康保険被扶養者
（異動）届
［届書②］

なにを

被扶養者に
該当した日から
5日以内

いつ

家族である
被保険者の勤務先
（事業主経由で
健康保険に提出）

どこに

届書②
■健康保険被扶
養者（異動）届

・続柄確認のための書類（上記１と同じ）
・収入確認のための書類（上記１と同じ）
・同居確認または別居しているときの仕送りの事実と仕送り額
が確認できる書類（上記１と同じ）
・被扶養者の身元（実存）確認書類および個人番号確認書類（事
業主において確認後の書類提出は不要）

添付書類
など

加入手続 ―― なにをいつどこに提出するのか？

国民健康保険
被保険者
適用開始届＊

［届書③］

なにを

資格喪失日（退職日の
翌日）から14日以内

いつ

市区町村
（窓口に提出）

どこに

3. 市区町村の国民健康保険に加入

・これまで加入していた健康保険の資格喪失証明書
・ 雇用保険被保険者離職票［❻頁書類①②］の写しまたは退職
証明書  （退職と同時の場合）

・ マイナンバーの記入が必要な場合は、身元（実存）確認書類
および個人番号確認書類

社保　研太郎

社保 研子
シャホ ケンコ

令和2 8 8

高井戸西 3 5 24

（××××）××××03
（△△△△）△△△△090

1030 12

株式会社　協会商事
△△△△ △△△△03

012345678911

届書③■国民健康保険被保険者適用開始届

添付書類
など

お住まいの市区町村に加入手続をすることになります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2社保 研二
シャホ ケン  ジ

東京都千代田区中神田○-○-○

社保 研太郎
シャホ ケンタロウ

5 1 1 0 0 3

2 4 0 6 0 5

100  0000

1 0 0 10

0 1 イロハ

健保　太郎
健保サービス（株）

03 ×××× ××××

△○

4 3,000,000

◀左の申出書は
協会けんぽの
都道府県支部
に提出する申
出書。

◀令和２年４月
１日から使用
される予定の
届書様式。国
内居住要件の
例外等に該当
した際に記入
する記載欄を
設けている。

◀左は被保険者
が協会けんぽ
に加入してい
る場合の様式。
「国民年金第３
号被保険者関
係届」と一体
化している。

＊加入するための届書は、お住まいの市区町村によって異なる場合があります。

雇用保険と老齢厚生年金との調整❸
1  失業給付（基本手当）との調整

2  高年齢雇用継続給付との調整

いずれか低いほうの額で計算した
保険料を負担

特定健康保険組合とは
一定の要件に該当するものとして厚生労働大
臣の認可を受けた健康保険組合

特定健康保険組合がある会社の退職者のうち、被用
者年金の老齢年金の受給資格を充たし、退職前の会
社の健康保険に加入しない人が申請することで、特例
退職被保険者になれます（老齢年金の受給資格到達
年齢を資格条件にする特定健康保険組合もあります）。

会社を退職後、再就職先の会
社の健康保険の被保険者にな
らない限り、いずれかの健康保
険に加入することになります。
（国民皆保険制度）

①退職前の会社の健康保険に引き続き加入
②家族の扶養となり健康保険の被扶養者になる
③お住まいの市区町村の国民健康保険に加入

選択できる
方法は
３つ

3. 市区町村の国民健康保険に加入
　「1. 退職前の会社の健康保険に加入」、「2. 健康保険
の被扶養者」に該当しない場合は、国民健康保険の
一般の被保険者になります。

保険料（保険税）負担は？
　前年の収入などを基準に、市区町村ごとに異な
る基準で計算されます。具体的な保険料（保険税）
額は各市区町村にお問い合わせください。
＊保険料（保険税）は、家族の分も含めて世帯で決
定され、世帯主が納付します。

1. 退職前の会社の健康保険に引き続き加入
＊任意継続被保険者となります。
＊加入できる期間は 2年間。
＊扶養する一定の家族も健康保険の給付を受けられます。

加入の条件
退職前に継続して被保険者期間が2ヵ月以上ある。

保険料負担は？
会社が負担していた分とあわせて全額自己負担
（会社負担なし）となります。

加入していた
健康保険の

標準報酬月額の平均額

退職時の
本人の

標準報酬月額
あるいは

被保険者の資格を失うとき
・加入後 2年を経過したとき　・死亡したとき
・保険料を納付期日までに納めなかったとき
・他の健康保険の被保険者になったとき
・後期高齢者医療制度（❹頁右下参照）の適用と
なったとき

特定健康保険組合の特例退職被保険者になる

1～ 3のほかに…

2. 健康保険の被扶養者になる
　家族が健康保険の被保険者で、主としてその家族に
生計を維持されている場合は、健康保険の被保険者
の扶養家族として健康保険の被扶養者になります。

被扶養者の認定の要件（原則）

保険料負担は？

被扶養者の国内居住要件（令和２年４月新設）

被扶養者となることで新たな保険料負担はありません。

住民票が日本国内にある人は原則、国内居住要件を
満たします。

①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同
行する者
③観光、保養またはボランティ
ア活動その他就労以外の目
的での一時的な海外渡航者

④被保険者の海外赴任期間に
身分関係が生じた者で、②と
同等と認められるもの
⑤このほか渡航目的その他の事
情を考慮して日本国内に生活
の基礎があると認められる者

60歳未満 60歳以上または障害者
同
居
年収が 130 万円未満、かつ
被保険者の年収の半分未満

年収が 180 万円未満、かつ
被保険者の年収の半分未満

別
居
年収が 130 万円未満、かつ
被保険者からの仕送り額よ
り少ない

年収が 180 万円未満、かつ
被保険者からの仕送り額よ
り少ない

＊同居・別居は被保険者との関係で判定します。
＊年収は被扶養者に該当した日以降の見込み額で、失業給付、
年金、傷病手当金も含まれます。

例外　海外に居住する場合でも被扶養者と認められる場合

保険マニュアルシート退職者のための
加入手続きはこうする❷60歳以後も引き続き働く―― 高年齢雇用継続給付❷ 証　書

退職したら加入する健康保険を選ぶ1

健　康　保　険

令和３年度版 健康
雇用

60歳時点の
賃金に対する割合

賃金に対する
給付率

75%以上  0.00%

74%  0.88%

73%  1.79%

72%  2.72%

71%  3.68%

70%  4.67%

69%  5.68%

68%  6.73%

67%  7.80%

66%  8.91%

65% 10.05%

64% 11.23%

63% 12.45%

62% 13.70%

61%以下 15.00%

60 歳以後の賃金が 60歳時点の賃金（＝
60 歳になる過去 6ヵ月間の平均賃金）
の 75％未満になると…

60歳時点の賃金に対する割合に応じて、
高年齢雇用継続基本給付金が受けられます。

受けられる条件（下記のすべてに該当）

・60歳以上 65歳未満の雇用保険の一般
被保険者
・雇用保険の被保険者期間が5年以上
・各月の賃金（通勤手当含む）が60歳
時点の賃金の75%未満に低下
・各月の賃金が支給限度額の363,344 円
未満であること（毎年度８月改定）

受給の手続――事業主が申請

被保険者が記入・押印した申請書を事業主経
由で２ヵ月ごとにハローワークに提出すると、
高年齢雇用継続給付支給決定通知書［❽頁書
類③］が事業主に送られ、本人に交付されます。

高年齢再就職給付金
失業給付を受けている人（支給残日数
100 日以上）が 60 歳以上で再就職した
場合に支給されます。

図表⑧●給付金額早見表

60 歳代前半の老齢
厚生年金は全額支給
停止

求職の申込みを行った日
の属する月の翌月から、
失業給付の受給期間が満
了した日の属する月まで

失業給付受給手続の
ために求職の申込み
をすると…

老齢厚生年金の
全額支給停止期間
（調整対象期間）

老齢厚生年金は就労
による在職老齢年金
の調整＊に加え、60
歳以後の賃金（標準
報酬月額）の最高
6%減額

高年齢雇用継続給付
を受けると…

日数単位で支給された
失業給付を月数単位に
換算し、それよりも老
齢厚生年金が支給停止
された月数が多い場合
は、あとでその月分の
老齢厚生年金が支給さ
れます。

失業給付の受給
終了後に精算！

図表⑨●高年齢雇用継続給付による老齢厚生年金の支給停止

図表⑩●老齢厚生年金の支給停止率

標準報酬月額との比較 老齢厚生年金の支給停止額

標準報酬月額が60歳到達時の
賃金月額の61%以下の場合 標準報酬月額の6%相当額

標準報酬月額が 60歳到達時の
賃金月額の 61%超 75%未満
の場合

標準報酬月額に6%から徐々に
逓減する率（図表⑩の支給停止
率）を乗じて得た額

標準報酬月額が60歳到達時の
賃金月額の75%以上、または
標準報酬月額が高年齢雇用継続
給付の支給限度額以上の場合

支給停止されない

60歳時点の
賃金に対する割合 支給停止率

75%以上 0.00%
74% 0.35%
73% 0.72%
72% 1.09%
71% 1.47%
70% 1.87%
69% 2.27%
68% 2.69%
67% 3.12%
66% 3.56%
65% 4.02%
64% 4.49%
63% 4.98%
62% 5.48%

61%以下 6.00%

証書⑦■雇用保険被保険者証

4800-012345-2

書類③■高年齢雇用継続給付支給決定通知書

0506

0506

0506

0506

67－890123－4　　　　　　　シャホケン　ハナコ
氏名変更　シャホケン　ハナコ
67－890123－4　　　　　　　シャホケン　ハナコ
支払方法指定　　　　口座払い　　1234567－　　　　　　　　　　739906
　　　　　　　　　　名称　　日本信用金庫
　　　　　　　　　　　　　　東京支店
67－890123－4　　　　　　　シャホケン　ハナコ
待期満了　　待期満了日　　　300414
67－890123－4　　　　　　　シャホケン　ハナコ　　　　　　次回認定日06月03日
220415－0505　　　　　21　　　　基本手当　　　　　　　￥112,224－　　　　129

67－890123－4 社保研　華子

1234－567890－0 3－××0311 △△0316
△△03－□□03
1234001－7654321

9999－000001－0600401
149,985199,980

高年齢雇用継続基本給付金を以下のとおり決定しましたので口座振込します。
支給対象月　　　　　賃金支払額　支払金額
△△年３月　　　　　 143,333円　  4,357円
△△年４月　　　　　 143,333円　  4,357円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計金額　8,714円
1．次回支給対象月　令和△年５月、令和△年６月
2．次回支給申請月　令和△年７月１日～令和△年７月３１日

〒112－8577　文京区後楽1－9－20
TEL03－3812－8609

△ 5 14

75

アズマ　キョウコ 女

301231

310104 301231

令和

発行／株式会社  社会保険研究所
〒101-8522 東京都千代田区
内神田2-15-9 The Kanda 282
TEL.03-3252-7901

定価／本体400円+税
監修／東京都社会保険労務士会
令和２年２月発行

証書①■健康保険被保険者証（被保険者） 証書②■健康保険被保険者証（被扶養者）

証書⑥■雇用保険受給資格者証

0506

0506

0506

0506

67－890123－4　　　　　　　シャホケン　ハナコ
氏名変更　シャホケン　ハナコ
67－890123－4　　　　　　　シャホケン　ハナコ
支払方法指定　　　　口座払い　　1234567－　　　　　　　　　　739906
　　　　　　　　　　名称　　日本信用金庫
　　　　　　　　　　　　　　東京支店
67－890123－4　　　　　　　シャホケン　ハナコ
待期満了　　待期満了日　　　300414
67－890123－4　　　　　　　シャホケン　ハナコ　　　　　　次回認定日06月03日
220415－0505　　　　　21　　　　基本手当　　　　　　　￥112,224－　　　　129

67－890123－4 社保研　華子

1234－567890－0 3－××0311 △△0316
△△03－□□03
1234001－7654321

9999－000001－0600401
149,985199,980

高年齢雇用継続基本給付金を以下のとおり決定しましたので口座振込します。
支給対象月　　　　　賃金支払額　支払金額
△△年３月　　　　　 143,333円　  4,357円
△△年４月　　　　　 143,333円　  4,357円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計金額　8,714円
1．次回支給対象月　令和△年５月、令和△年６月
2．次回支給申請月　令和△年７月１日～令和△年７月３１日

〒112－8577　文京区後楽1－9－20
TEL03－3812－8609

△ 5 14

75

アズマ　キョウコ 女

301231

310104 301231

令和

（表）

（裏）

0506

0506

0506

0506

67－890123－4　　　　　　　シャホケン　ハナコ
氏名変更　シャホケン　ハナコ
67－890123－4　　　　　　　シャホケン　ハナコ
支払方法指定　　　　口座払い　　1234567－　　　　　　　　　　739906
　　　　　　　　　　名称　　日本信用金庫
　　　　　　　　　　　　　　東京支店
67－890123－4　　　　　　　シャホケン　ハナコ
待期満了　　待期満了日　　　300414
67－890123－4　　　　　　　シャホケン　ハナコ　　　　　　次回認定日06月03日
220415－0505　　　　　21　　　　基本手当　　　　　　　￥112,224－　　　　129

67－890123－4 社保研　華子

1234－567890－0 3－××0311 △△0316
△△03－□□03
1234001－7654321

9999－000001－0600401
149,985199,980

高年齢雇用継続基本給付金を以下のとおり決定しましたので口座振込します。
支給対象月　　　　　賃金支払額　支払金額
△△年３月　　　　　 143,333円　  4,357円
△△年４月　　　　　 143,333円　  4,357円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計金額　8,714円
1．次回支給対象月　令和△年５月、令和△年６月
2．次回支給申請月　令和△年７月１日～令和△年７月３１日

〒112－8577　文京区後楽1－9－20
TEL03－3812－8609

△ 5 14

75

アズマ　キョウコ 女

301231

310104 301231

令和

60 歳以降、失業給付を受給しないで、雇用
が継続している場合は、高年齢雇用継続基
本給付金が支給される場合があります。

＊60歳以降働きながら年金を受ける場合、給料と年金額との合計が一定の
基準額を超えると、年金額の全部または一部が支給停止されます。

※申請後、ハローワークで審査（2週間程度かかる）
をして前2ヵ月分が支給されます。指定期限内に提
出することが重要です。

基本手当の
支給残日数 支給額

200日以上 2年間を限度に図表⑧

100日以上200日未満 1年間を限度に図表⑧

※賃金が 363,344円以上や再就職手当を受給の
場合は受けられません。

▲70歳以上の被保険者および
　被扶養者に配布。

証書④■健康保険限度額適用認定証
証書⑤■健康保険限度額適用・
　　　　標準負担額減額認定証証書③■健康保険高齢受給者証

▲高額療養費該当時に医療機関の窓口に提出する。▲

求職の
申込み

受給期間
終了

2月1月 3月 4月 7月8月 9月…

老齢厚生年金の全額支給停止期間
（調整対象期間）

❶ ❷➐ ❽
本商品のコピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上、禁じられています。

新入社員マニュアルシート
社会保険・労働保険のガイダンス

令和２年度版

入社後のライフステージと社会保険1

イベント 内容・留意点等

入社 入社後の労働条件を会社から伝えてもらい※1、誓約書を提出して入社する※2。３ヵ月程度の試用期間を設ける会
社がある

昇給 年齢、勤続年数、成績査定などによって給与が上がること。定期昇給とベースアップの２つがある
昇格 会社内の資格制度で定められた、社員の能力を示す等級が上がること
昇進 現在よりも上位の職務、職責、給与の高い地位へと上がること
異動 会社内において、会社の指示により、担当する職務または役職が変わること。「人事異動」ともいう
転勤 会社の指示による勤務地の変更を伴った異動のこと。引っ越しを余儀なくされたり、単身赴任になる場合もある
退職 社員と会社との間に交わされた雇用契約を、有効期限まで継続することなく途中で解除すること
解雇 会社側の一方的な意思表示により雇用契約を解除すること。普通解雇、諭旨解雇、懲戒解雇、整理解雇などがある
失業 仕事を失うこと、または働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態のこと

出向 出向元の会社との雇用契約を結んだまま、出向先の会社とも雇用契約を結ぶ「在籍出向」と、出向元との雇用契
約を解消し、出向先とのみ雇用契約を結ぶ「移籍出向」がある

転籍 社員を別の会社に異動させ、さらに在籍まで移すこと
定年 ある一定の年齢に達したら会社を退職する場合のその年齢のこと。60歳以上とすることが法律で定められている

※�１給与や労働時間、退職などその社員に関する労働条件を伝えるための文書を「労働条件通知書」といいます。
※２�いわゆるマイナンバー法が施行されたことから、会社の管理部門では、次のような書類を作成する際にその社員などのマイナンバーを
記載する必要があります。入社時に社員は自分（および配偶者や扶養家族）のマイナンバーを会社に通知します。

　　・源泉徴収票　・雇用保険被保険者資格取得届　・厚生年金保険被保険者資格取得届　・健康保険被保険者資格取得届　など

図表１●会社生活上の主なイベント

制 度 内　容

医療保険 私的な病気や負傷に対する、医療や医療費の保障を主な目的とする社会保険。健康保険（健康保険組合・協会け
んぽ／４頁）や国民健康保険などがある

労災保険 労働者の勤務中および通勤途中の災害、疾病、障害などに対して補償を行う労働保険（５頁）
雇用保険 労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活と雇用の安定を図る労働保険（６頁）
公的年金 厚生年金保険と国民年金があり、それぞれ老齢給付、障害給付、遺族給付の３つの給付がある社会保険（７頁）
介護保険 高齢者の介護サービスや介護支援を保障するための社会保険。40歳以上で加入する

図表２●主な社会保険・労働保険制度

入社 昇給 昇格 昇進 異動 転勤 退職 解雇 出向 転籍

産前産後休業 育児休業 転職 失業 介護休業

定年

結婚 出産 育児 介護私生活
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病気やけがをしたときの給付と負担
療 養 の 給 付
（家族療養費） 自己負担分以外の医療費は健康保険から給付される

入院時食事療養費
入院時生活療養費 入院時の食費・生活費が給付される

保険外併用療養費
特別なサービスを受けた場合は
保険診療と共通する部分が給付される 

窓口で保険証を提示すれ
ば、被保険者と被扶養者と
なっている家族は定められ
た自己負担分を支払うだけ
で医療を受けられます。難
病患者などの場合、同じ自
己負担割合で訪問看護ス
テーションからの訪問看護
が受けられます（訪問看護
療養費）。

入院時は食費が健康保険から給付されます。患者は健康保険給付分を除いた食事療養標準負担額を負担します。65歳以上
の人が慢性の病気で「療養病床」に入院する場合は、光熱費等の一部を生活療養標準負担額として負担します。 

特別なサービス（評価療養・選定療養）は、通常の保険診療と共通する部分が保険外併用療養費として給付されます。
※「患者申出療養」が創設され、患者からの申し出により、国が安全性、有効性、実施計画の内容を審査した治療が保険外併用療養費の支給対象

となりました。 

評価療養 ･･･保険適用に向けて評価中の医療 
●先進医療 
●保険適用前・適応外の医薬品・医療機器の使用
 選定療養 ･･･保険適用を前提としない医療 
●特別室（個室など）への入院 
●時間外診察・予約診察 
●歯科の材料差額 
●紹介状のない200床以上の病院の初診・再診 
●大病院受診時の定額負担
●入院の必要性の低い長期入院 
●制限回数を超えた医療行為 
●小児のむし歯治療後の継続管理

通常の保険診療

通常の保険診療と共通する部分

健康保険から給付

評価療養・選定療養 

特別料金（全額自己負担）

自己負担・標準負担額 

保険外併用療養費

自己負担・標準負担額 

療養の給付

窓口での自己負担割合

70歳以上　75歳未満

75歳以上の人は健康保険の資格を失い後期高齢者医療制度の対象となります。

3割

3割

2割

現役並み所得者
（原則 標準報酬月額28万円以上）

一　般

小学校入学後　70歳未満

小学校入学前

2割

病気・けがで治療を受けるとき
●療養の給付（家族療養費） 
●入院時食事療養費 
●入院時生活療養費 
●保険外併用療養費
●訪問看護療養費 

保険証（70歳以上の人は併せて高齢受給者証も）を医療機関等の窓口で提示する 
※自己負担割合などは年齢・収入によって異なります。

支払いが高額なとき 
高額療養費の払い戻しを受ける 高額療養費支給申請書を協会けんぽに提出する
窓口での支払いを高額療養費の自己負担限
度額までにする

支払いの前に限度額適用認定申請書を協会けんぽに提出し、「限度額適用認定証」
の交付を受け、医療機関等の窓口で提示する

医療と介護の支払いが高額なとき 
高額介護合算療養費の払い戻しを受ける 市〈区〉町村で交付される「介護保険自己負担額証明書」を添付し、高額介護合算

療養費支給申請書を協会けんぽに提出する

立て替え払いをしたとき 
医療費を立て替えて支払い、あとから払い
戻しを受ける（療養費） 療養費支給申請書を協会けんぽに提出する

医師の指示で入院・転院した際の交通費の
払い戻しを受ける（移送費） 移送費支給申請書を協会けんぽに提出する

出産したとき 
出産育児一時金を受け取る（出産後） 出産育児一時金支給申請書を協会けんぽに提出する
直接支払制度を利用する 
（出産費用のほうが上回る場合）

医療機関等に直接支払制度の利用に関する同意書を提出し、窓口では出産費用と
の差額を支払う 

直接支払制度を利用する 
（出産費用のほうが下回る場合）

医療機関等に直接支払制度の利用に関する同意書を提出し、協会けんぽに出産育
児一時金内払金支払依頼書・差額申請書を提出して、差額の支給を受ける 

出産のために仕事につけないとき 
出産手当金の支給を受ける 出産手当金支給申請書を協会けんぽに提出する

病気やけがで仕事につけないとき 
傷病手当金の支給を受ける 傷病手当金支給申請書を協会けんぽに提出する

本人や家族（被扶養者）が亡くなったとき 
埋葬料（費）の支給を受ける 埋葬料（費）支給申請書を協会けんぽに提出する 

けがが原因で各種の給付を申請するとき
●療養費
●高額療養費
●傷病手当金
●埋葬料（費）
●移送費

各種申請書に負傷原因届を添付して協会けんぽに提出する
（療養費・高額療養費・傷病手当金は初回の申請時のみ）

交通事故など第三者の行為で治療を受けたとき
第三者によるけが・病気の治療に健康保険
を利用する 第三者行為による傷病届を協会けんぽに提出する

支払いが高額なとき
高 額 療 養 費

月間の支払いが自己負担限度額を超えると
払い戻しが受けられる 

同じ医療機関で１人1 ヵ月の窓口負担が一定の額
（自己負担限度額）を超えたときには、高額療養費
として超えた分の払い戻しが受けられます。対象
となるのは保険診療分のみです。

■計算は１ヵ月ごと 
１ヵ月ごと（1日から末日まで）で計算される
■世帯の負担を合算できる 
同一世帯で支払いが複数ある場合は合算できる

（70歳未満は21,000円以上の負担が合算対象）

■70歳以上の一般の外来年間上限
基準日（７月31日）時点の所得区分が一般・低所
得の場合、計算期間（前年８月１日～７月31日）
のうち、一般・低所得だった月の外来の自己負担
額の合計が144,000円を超えた場合はその超えた
額が払い戻される 

支給が続く場合の負担軽減（多数該当） 
直近12 ヵ月間に３ヵ月以上払い戻しされた場
合は、４ヵ月目から「多数該当」として自己負
担限度額が引き下げられます。 

「貼付台紙兼マイナンバー情報連携申出書」
※マイナンバーの情報連携を希望しない場合は、被保険者の住民税の（非）課税証明書

所得区分が低所得者になる場合該　当

高額療養費の払い戻しには請求から３ヵ月以上かかります。事前に協会け
んぽに「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると支
払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済みます。

※住民税非課税等の低所得（70歳以上を含む）に該当する人は「限度額適用・標準負担額減
額認定申請書」を提出し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けます。

※70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は保険証、高齢受給者証、
限度額適用認定証を医療機関で提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。所

限度額適用認定証の提示で支払いが自己負担限度額までに 

手続き
添付書類

得区分が一般、現役並みⅢの方は
限度額適用認定証が発行されず、
保険証と高齢受給者証を医療機
関で提示することで自己負担限度
額までの支払いとなります。

手続き
添付書類 高額療養費支給申請書を提出 

「限度額適用・標準負担額減額認定」の適用で生活保護ではなくなる場合該　当

「限度額適用・標準負担額減額認定該当」と記載された保護却下通知書、もしくは保護
廃止決定通知書

限度額適用認定申請書を提出
（低所得の場合）
限度額適用・標準負担額減額認定申請書

記入方法および添付書類等については、「健康保険 被保険者 被扶養者 世帯合算 高額療養費 支給申請書 記入の手引き」をご確認ください。

申請書は、楷書で枠内に丁寧にご記入ください。
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世帯合算 ※支給決定まで、診療月後3か月以上かかります。
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情
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受
取
代
理
人
の
欄

被保険者証の
（左づめ）

記号 番号 生年月日

氏名・印

（フリガナ）

TEL（ハイフン除く）

日月年

日月年

印

印

印

「被保険者記入用」は2ページに続きます。

本申請に基づく給付金に関する受領を下記の代理人に委任します。

住所　「被保険者情報」の住所と同じ

被保険者
との関係

〒

被保険者
氏名・印

住所

氏名・印

代理人
（口座名義人）

(フリガナ)

1.昭和
2.平成
3.令和

1.平成
2.令和

自署の場合は押印を省略できます。

記入見本

様式番号

振
込
先
指
定
口
座

▼カタカナ（姓と名の間は1マス空けてご記入ください。濁点（ ）゙、半濁点（ ）゚は1字としてご記入ください。）

預金種別

金融機関
名称

1. 普通
2. 当座

3. 別段
4. 通知

1. 被保険者
2. 代理人

口座番号

口座名義
口座名義
の区分

銀行 金庫

その他 （ ）
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「2」の場合は必ず記入・押印ください。（押印省略不可）

住所

電話番号
（日中の連絡先）

※ハイフン除く
TEL

〒
都 道

府 県

受付日付印

協会使用欄

6 4 1 1 7 3

本所 支所

支店本店

出張所代理店 本店営業部

1

印
社会保険労務士の
提出代行者名記載欄

高

被保険者のマイナンバー記載欄
・被保険者が非課税の場合は、被保険者のマイナンバーを記入し、本人
確認書類を添付してください。詳細は「記入の手引き」をご覧ください。

印刷用ＨＰ用

6 4 1 1 6 6

2 1 7 0 0 0 2 3

1 0 5 0 0 0 0

1

1キョウカイ　タロウ

1 2 3 4 5 6 7

0 3 × × × × × × × ×

協会 太郎

◯◯◯◯ ◯◯◯◯

東京 港区◯◯1-1
△△マンション 101

キョウカイ　　タロウ

6 1 1 0 2 22 1 2

協
会
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6 4 1 2 7 2

1.平成
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家族の場合は
その方の

生年月日

名称

所在地

氏名

病気・ケガ
の別

療養を受けた
医療機関・薬局の

受診者2

4

診療月1

3

申
請
内
容

1. はい
2. いいえ

1. 入院
2. 通院・その他

1. 全額助成
2. 一部自己負担あり※

1. 被保険者
2. 家族（被扶養者）

1. 病気（異常分娩含む）
2. ケガ（負傷）

～

1. 病気（異常分娩含む）
2. ケガ（負傷）

1. 病気（異常分娩含む）
2. ケガ（負傷）

療養を受けた期間

療
養
の
内
容
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ど
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関
等
で
支
払
っ
た
金
額
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ど
に
つ
い
て

入院通院の別

診療月 1

5
支払った額のうち、
保険診療分の金額(自己負担額）
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当該被保険者は 年度の

市区町村民税が課されないことを証明する。

市区町村長名 印
市区町村長が
証明する欄

の診療月以前1年間に、高額療養費に該当する月が3か月以上ある場合、直近3か月分の診療月をご記入ください。

年 月

円

自己負担額が不明の場合は
支払った総額

6

8

他の公的制度から、医療費の
助成を受けていますか

助成を受けた
制度の名称

自己負担分の
助成の内容

はいの場合

円

被保険者氏名

1. はい
2. いいえ

1. 入院
2. 通院・その他

1. 全額助成
2. 一部自己負担あり※

1. 被保険者
2. 家族（被扶養者）

円

円

1. はい
2. いいえ

1. 有
2. 無7

限度額適用認定証（限度額適用・標
準負担額減額認定証）使用の有無

1. 有
2. 無

1. 有
2. 無

1. 入院
2. 通院・その他

1. 全額助成
2. 一部自己負担あり※

1. 被保険者
2. 家族（被扶養者）

円

円

※

一
部
自
己
負
担
あ
り
の
場
合
、領
収
書
の
添
付
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

ケガ（負傷）の場合は
負傷原因届を併せて
ご提出ください。

被保険者記入用健康保険　 　 　 高額療養費 支給申請書
被保険者
被扶養者
世帯合算 ※支給決定まで、診療月後3か月以上かかります。

2 / 2

左記の診療月について、受診者ごと（医療機関、薬局、入院・通院
別等）にご記入ください。

1

様式番号

被保険者本人が市区町村民税非課税者でマイナンバーを記入されない場合や、被保険者本人が市区町村民税非課税者で平成29年7月以前の診療月分の場合は、この欄に市区町村
長より証明を受けるか、「（非）課税証明書」の交付を受け原本を添付してください。

（4月から7月診療分については、前年度の課税に関する証明を、8月から翌年3月診療分については当年度の課税に関する証明を受けてください。）
他の申請において、今回の申請に必要な証明または（非）課税証明書をすでに提出されている場合は、改めて証明や添付いただく必要はありません。

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月

年 月

2

年 月

3

年 月

日

～

日

～

日日 日 日

年 月 年 月

印刷用 印刷用ＨＰ用 ＨＰ用

6 4 1 2 6 5

協会 太郎

協会 花子

△△総合病院

2 1 0 0 0 7 8 0 0
1 2 3 0 0 0

□□総合病院◯◯薬局
東京都△△区△-△ 東京都◯◯区◯-◯ 東京都□□区□-□

2 0 2 0 4

0 1 0 8 0 1 1 1 0 1 1 2222

1 1

1

2 2

2

2

2 2 1

6 0 0 5 0 6

2 　 0 2 0 4

2 71 6

2 　 0 2 0 4

2 71 6 0 7

2 　 0 2 0 4

2 5

助成を受けた診療の領収書のコピー
医療費の助成で自己負担が減額されている該　当

支払いが高額なとき

高額介護合算療養費
年間の医療と介護の支払いが自己負担限度額を
超えると払い戻しが受けられる

年間の高額療養費
70歳以上で所得区分が一般の場合は、年間の
自己負担限度額を超えると払い戻しが受けられる

「特定疾病療養受療証」を窓口で提示することで、①人工
透析が必要な慢性腎不全の人や②血友病、③HIVで長期
間高額な医療費がかかる人は、自己負担限度額が10,000 
円（70歳未満で標準報酬月額530,000円以上の人の人工
透析は20,000円）となります。

人工透析や血友病などの人は
特定疾病療養受療証の提示で負担が軽減 特定疾病療養受療証交付申請書

を提出
手続き
添付書類

手続き
添付書類

介護保険自己
負担額証明書 住民税が課されないことの

証明（非課税証明書等）

必　ず 該　当

医師の特定疾病に関する意見書もしくは診断書など
申請書に医師の証明がない場合該　当

高額介護合算療養費支給申請書
を提出

7月31日時点で被保険者として加入している人が被保険者として加入している健康保険に申請します。
70歳以上75歳未満の被扶養者がいる場合は、その被扶養者分も併せて申請します。

手続き
添付書類 年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出 

前年8月～ 7月に協会けんぽ以外の健康保険に加入していた場合は、他の健康保険の保険者から「自己負担額証明書」の発行を受け、
「年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に添付して協会けんぽに申請する。

7月31日時点で協会けんぽに被保険者として加入該　当

前年8月～ 7月に協会けんぽの加入期間がある場合、協会けんぽに「年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を
提出して「自己負担額証明書」の発行を受け、被保険者として加入している健康保険に申請する。

7月31日時点で協会けんぽ以外の健康保険に被保険者として加入該　当

マイナンバーを記入しない場合

❶自治体の
　窓口へ申請 

❷協会けんぽへ
　申請 

❸払い戻し

介護保険（市〈区〉
町村）に「介護保
険自己負担額証
明書」の交付を申
請する

「高額介護合算療
養費支給申請書」
に市（区）町村から
交付された「介護
保険自己負担額
証明書」を添えて
協会けんぽへ提
出する

限度額を超えた
分が、介護保険と
協会けんぽから
負担額に応じて
払い戻される

申請の流れ 

毎年８月から翌年７月までの12 ヵ月間の世帯の健康保険と介
護保険の自己負担の合計額が自己負担限度額を超えたときには、
超えた額が払い戻されます（高額療養費としてあとから払い戻
されたものを除く）。

7月31日時点の所得区分が一般・低所得の場合、前年8月1日～ 7月31日までの期間で所得区分が一般・低所得だった月の
外来の医療費の自己負担限度額の合計が144,000円を超えた場合に、超えた額が払い戻されます。

3 

1 

3 

協会　太郎

協会　太郎

全国健康保険協会
◯◯支部

全国健康保険協会
◯◯支部

◯◯健康保険組合

◯ ◯ ◯ ◯

105 0000

0000

0000

00000000 000  0000  00000

0000

協会　花子

1 1830

30 8 1
30 10 31 ××××××××××

××××××××××30 11 1
31 1 31
31 2 1
1 7 31

全国健康保険協会
◯◯支部

全国健康保険協会
◯◯支部

全国健康保険協会
◯◯支部

◯◯健康保険組合

◯◯健康保険組合 添付なし

30 8 1
30 10 31 ××××××××××

××××××××××30 11 1
31 1 31

30 8 1
30 12 31
30 1 1
31 1 31

31 2 1
1 7 31

30
31731

協会　次郎

0 0 0 0 0 0 0

キョウ カイ         タ   ロウ

キョウ カイ          ジ   ロウ

キョウ カイ        ハナ  コ

キョウカイ　　　タ ロウ

●高額介護合算療養費の自己負担限度額
所得区分 70 歳未満 70 歳以上

標準報酬月額
83万円以上 2,120,000 円 2,120,000 円

標準報酬月額
53万円～ 79万円 1,410,000 円 1,410,000 円

標準報酬月額
28万円～ 50万円 670,000 円 670,000 円

標準報酬月額
26万円以下 600,000 円  560,000円

低所得Ⅱ
（住民税非課税、

年金収入80万円～160万円）
340,000 円 

 310,000円

低所得Ⅰ
（住民税非課税、
年金収入80万円以下）

 190,000円

●生活療養標準負担額
所得区分 食費（1食） 居住費（1日）

一　　般
460円

（医療機関によっ
ては420円）

370円
低所得Ⅱ

（住民税非課税、
年金収入80万円～160万円）

210円

低所得Ⅰ
（住民税非課税、
年金収入80万円以下）

130円

●食事療養標準負担額（１食につき）
70歳未満

一　　般 460円
低所得者

（住民税非課税）
210円

（91日目以降は160円）

70歳以上75歳未満
一　　般 460円
低所得Ⅱ

（住民税非課税、年金収入80万円～160万円）
210円

（91日目以降は160円）
低所得Ⅰ

（住民税非課税、年金収入80万円以下） 100円

主な健康保険の給付と必要な手続きの一覧

発行／株式会社 社会保険研究所
〒101-8522 東京都千代田区内神田2-15-9
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●70歳未満の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額（21,000円以上の自己負担を世帯で合算）
標準報酬月額
83万円以上

252,600円＋（総医療費－842,000円）×１％
〔多数該当：140,100円〕

標準報酬月額
53万円～79万円

167,400円＋（総医療費－558,000円）×１％
〔多数該当：93,000円〕

標準報酬月額
28万円～50万円

80,100円＋（総医療費－267,000円）×１％
〔多数該当：44,400円〕

標準報酬月額
26万円以下

57,600円
〔多数該当：44,400円〕

低所得者
（住民税非課税）

35,400円
〔多数該当：24,600円〕

●70歳以上の自己負担限度額

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯

現役並みⅢ
標準報酬月額
83万円以上

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％
〔多数該当：140,100円〕

現役並みⅡ
標準報酬月額
53万円～79万円

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％
〔多数該当：93,000円〕

現役並みⅠ
標準報酬月額
28万円～50万円

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％
〔多数該当：44,400円〕

一般
標準報酬月額
26万円以下

18,000円
〔年間上限：144,000円〕

57,600円
〔多数該当：44,400円〕

低所得Ⅱ
（住民税非課税、

年金収入80万円～160万円） 8,000円
24,600円

低所得Ⅰ
（住民税非課税、
年金収入80万円以下）

15,000円

※難病患者等の一般は１食260円、居住費の負担はありません。

申請書に被保険者証の記号番号を記入しない場合は、被保険者のマイナンバーの記載が必要です。マイナ
ンバーを記載した場合は、マイナンバーカードの表裏のコピーなど本人確認書類を添付してください。

給付に関する申請書の提出先は協会けんぽです
給付に関する申請書は、すべて協会けんぽ（全国健康保険協会）各都
道府県支部に郵送で提出します。詳細は協会けんぽにお問い合わせく
ださい。

❶ ➋➐ ➑

商品No.450209

商品No.480774

商品No.260788

商品No.260740

被保険者2

保険料3

雇用保険の全体像4雇用保険関係の書類12

基本手当5

図表⑥ 被保険者期間と賃金支払基礎日数

図表⑦ 賃金日額および基本手当日額の上限額
年齢区分 賃金日額上限額 基本手当日額上限額

～29歳

30歳～44歳

45歳～59歳

60歳～64歳

13,500円

14,990円

16,500円

15,740円

6,750円

7,495円

8,250円

7,083円

図表⑧ 賃金日額に応じた率（平成30年８月１日～）
賃金日額

年齢区分
2,480円以上
4,970円未満

4,970円以上
10,980円以下

10,980円超
12,210円以下 12,210円超

 ～ 59歳

60歳～ 64歳

80％

80％

80％～50％ 50％

80％～４５％ ４５％

※基本手当日額の下限額は年齢に関係なく1,984円
※年齢区分は離職の日における年齢

※賃金日額の下限額は2,480円

図表⑨ 所定給付日数（基本手当の支給を受けることができる日数）

被保険者として雇用された期間 10年以上
20年未満

特定受給資格者、
特定理由離職者の
場合

定年・自己都合退職などの場合

～29歳

30歳～34歳

35歳～44歳

45歳～59歳

60歳～64歳

120日

180日

210日

240日

270日

210日

5年以上
10年未満

９0日

120日

180日

180日

240日

180日

90日

1年以上
5年未満

120日

150日

180日

150日

1年未満

－

90日

90日

90日

90日

20年以上

150日

－

240日

270日

330日

240日

図表⑪ 基本手当の給付制限
給付制限の事由

収　入 基本手当 全額支給

賃金日額の80％

基本手当＋収入
≦賃金日額の80％

減額支給
基本手当＋収入
＞賃金日額の80％

不支給
収入
≧賃金日額の80％

収　入 基本手当

収　入 支給 減額

収　入 基本手当

収　入 不支給

給付制限の内容

受給要件

手続の流れ

手続に必要な書類 基本手当日額の計算式

一般被保険者がハローワーク
に行き、求職の申込みを行い、
就職の意思と能力があるにも
かかわらず、職業に就くことが
できない失業の状態にある

○雇用保険被保険者離職票（８頁書類①②）
○雇用保険被保険者証（８頁書類⑤）
○求職申込書
○個人番号の通知カードまたはマイナンバーカードなど
○本人確認、住所・年齢確認ができる官公署の発行した写真付のもの
　（運転免許証、住民基本台帳カード（写真付）など）
○写真（縦3㎝×横2.5㎝）2枚
○印鑑（認印可、シャチハタ不可）
○本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード（郵便局を含む）

定年＊1・自己都合などで
離職した場合

離職した日以前2年間に被保険者
期間が通算して12ヵ月以上ある

特定受給資格者＊2・
特定理由離職者＊3の場合

離職した日以前1年間に被保険者
期間が通算して６ヵ月以上ある

＊1：定年退職の場合は、自己都合退職ではないので給付制限には当たりませんが、「職業紹介・訓練・職業指導の拒否」あるいは「離職事由」で給付制限を受けることがあります（図表⑪参照）。
＊2：倒産、解雇、賃金未払い、職場のいじめもしくは嫌がらせ、早期退職などにより離職を余儀なくされた人
＊3：有期雇用で契約更新がなかったことにより離職を余儀なくされた人

お
よ
び

＊2：原則として、離職の日以前2年間

基本手当日額
（図表⑦を参照）

賃金日額
（＊1および図表⑦を参照）

賃金日額に応じた率
（図表⑧を参照）

＊１：賃金日額 ＝
１８０日

＝ ×

算定対象期間＊2において
被保険者期間として計算された
最後の６ヵ月間に支払われた賃金総額

基本手当と自己の労働による収入との関係（基本手当の減額または不支給）

ハローワークが紹介する職業に就くことまたは指示され
た公共職業訓練などを受けることを拒んだとき その拒んだ日から起算して1ヵ月間は、基本手当を支給しない

正当な理由なく、再就職を促進するために必要な職業指
導を受けることを拒んだとき

その拒んだ日から起算して1ヵ月間を超えない範囲で、ハローワークが定める期間
は、基本手当を支給しない

偽りその他の不正の行為により求職者給付などの支給を
受け、または受けようとしたとき

給付の支給を受け、または受けようとした日以後、基本手当を支給しない（ただし、
やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部または一部が支給される）

自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇または正
当な理由なく、自己の都合により退職したとき（離職理由
による給付制限）

待期期間の満了後1ヵ月以上3ヵ月以内の間でハローワークが定める期間は、基
本手当を支給しない（ただし、指示された公共職業訓練等を受ける期間および受け
終わった日後の期間は、基本手当を支給する）

3 2

求職者給付 （基本手当・高年齢求職者給付金　など）

就職促進給付（再就職手当・移転費　など）

教育訓練給付（教育訓練給付金・教育訓練支援給付金　など）

雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金・育児休業給付金・介護休業給付金　など）雇用保険

失業等給付

雇用安定事業

能力開発事業
雇用保険二事業

失業の認定日から約１
週間で指定の金融機
関の口座に基本手当
が振り込まれます。

※退職後、受給開始までは最
短でも４週間程度かかります。

失業認定申告書提出
後、１～２週間後に初
回の失業認定を受け
ます。その後は、原則
として４週間に一度ハ
ローワークに行き、失
業認定申告書を提出
することで失業認定を
受けます。

雇用保険受給資格者
証（８頁書類④）、失業
認定申告書（８頁書類
③）を受け取ります。
７日間の待期期間が設
けられ、さらに自己都
合退職では、３ヵ月の
給付制限を受けること
があります。

本人の住所地を管轄
するハローワークで求
職の申込みを行い、離
職票を提出します。

会社から退職後１週間
程度で雇用保険被保
険者離職票（８頁書類
①②）が本人に交付さ
れます（交付されない
場合は本人がハロー
ワークに取りに行きま
す）。

○被保険者であった期間を離職日からさかのぼって１ヵ月ごとに区分し、その区分された期間のうち、賃金支払基礎日
数が11日以上あるものを、被保険者期間１ヵ月と計算する。

○ただし、上記のように区分することによって、１ヵ月未満の期間が生じた場合、その期間の日数が15日以上でかつそ
の期間内の賃金支払基礎日数が11日以上のときは、２分の１ヵ月として計算する。

被保険者期間

○賃金の支払の基礎になった日数のことであり、現実に労働した日のみならず、年次有給休暇を取得した日や労働基準
法による休業手当の対象となった日数も含まれる。賃金支払基礎日数

離　職 受給資格の決定 受給者説明会 失業の認定 受　給

図表⑩ 受給期間（基本手当の支給を受けることができる期間）

＊1：身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑法等の規定により保護観察に付された人、社会的事情により就職が著しく阻害されている人など
＊2：引き続いて同じ事業主の適用事業に雇用された期間
＊3：倒産、解雇、賃金未払い、職場のいじめもしくは嫌がらせ、早期退職などにより離職を余儀なくされた人
※なお、基準日から起算して受給期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由によって、引き続き30日以上職業に就くことができない日があった場合には、

同じ理由で職業に就くことができなかった日数を加算した期間（最大４年間）が受給期間となります。

※収入 ＝ 「収入の１日分に相当する額」 ー 控除額
なお、控除額は1,294円（平成30年8月1日～）

１年①次の②、③に該当しない受給資格者

１年に60日を加えた期間②基準日（離職の日）において45歳未満の就職困難受給者＊1

１年に30日を加えた期間③基準日において45歳以上60歳未満で、算定基礎期間＊２が20年以上ある特定受給資格者＊３

雇用保険マニュアルシート雇用保険マニュアルシート
図表① 適用事業の種類

強制適用事業

暫定任意適用事業

原則として、労働者が1人でも雇用される事業は、強制適用事業

国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業および法人を除き、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営
の農林、畜産、養蚕または水産の事業（船員が雇用される事業を除く）は、当分の間、任意適用事業

図表② 被保険者の種類

図表⑤ 雇用保険率（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

一般被保険者

高年齢被保険者＊

高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者

65歳以上であって、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者

短期雇用特例被保険者 季節的に雇用される者のうち、次のいずれにも該当しない者（日雇労働被保険者を除く）
○4ヵ月以内の期間を定めて雇用される者　○1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

日雇労働被保険者 被保険者である日雇労働者（日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者）であって、一定の要件を
満たす者

図表④ 被保険者に関する主な届出（届出先：所轄のハローワーク）
届出の名称 届出を要するとき 期　限

雇用保険被保険者資格取得届 雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係
る被保険者となったとき

事実のあった日の属する月の翌月10日まで

雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係
る被保険者でなくなったとき

事実のあった日の翌日から起算して10日以内雇用保険被保険者資格喪失届

雇用する被保険者が氏名を変更したとき 速やかに雇用保険被保険者氏名変更届

雇用する一般被保険者が育児休業または介護休業
を開始したとき 休業を開始した日の翌日から起算して10日以内雇用保険被保険者休業開始時

賃金月額証明書

高年齢雇用継続給付の初回の申請を行うとき 60歳に達した日の翌日から10日以内雇用保険被保険者六十歳到達時等
賃金証明書

雇用保険の被保険者が離職し、失業給付を受けよ
うとするとき

事実のあった日の翌日から起算して10日以内雇用保険被保険者離職証明書

雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から
他の事業所へ転勤させたとき

事実のあった日の翌日から起算して10日以内雇用保険被保険者転勤届＊

図表③ 一般被保険者と高年齢被保険者の相違

事業主負担分(うち雇用保険二事業＊分）
雇用保険率

被保険者負担分
一般の事業 １０００分の9 １０００分の6 （１０００分の３） １０００分の3

１０００分の11 １０００分の7 （１０００分の３） １０００分の4

１０００分の12 １０００分の8 （１０００分の４） １０００分の4

農林水産・清酒製造の事業

建設の事業

＊届出先は、転勤後の事業所を管轄するハローワーク

＊雇用保険二事業：雇用安定事業と能力開発事業
1

保険料徴収
支給支給支給基本手当あり

支給支給支給
高年齢求職者給付金

（一時金）

平成31年度までは
免除

不支給不支給不支給免除

失業した場合 育児休業給付金 介護休業給付金 教育訓練給付金

＊平成29年1月から、65歳前から同一の事業主に引き続き雇用されていない場合でも、雇用保険の適用対象となりました。

書類① ■雇用保険被保険者離職票―１ 書類② ■雇用保険被保険者離職票―２

書類④ ■雇用保険受給資格者証書類③ ■失業認定申告書

書類⑥ ■高年齢雇用継続給付支給決定通知書

書類⑦ ■在留カード

書類⑧
■外国人雇用状況届出書

書類⑤ ■雇用保険被保険者証

発行／株式会社　社会保険研究所
TEL．03(3252)7901

定価／本体380円＋税
著者／社会保険労務士　鈴木 政司

平成30年8月発行

8

（表面）

（裏面）

（表面）

（裏面）

　 フ リ ガ ナ 　

雇用保険被保険者

帳票種別

1 0024

様式第6号(1)

 

�
こ
の
用
紙
は
�
こ
の
ま
ま
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で
�
汚
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
�
�

 

1又は9　一　般
4又は5　高年齢
2又は3　短　期
11 高年齢(65歳以上)

 
1 男

2 女
 
2 大正　3 昭和

4 平成
 

1 離職以外の理由

2 3以外の離職

3 事業主の都合による離職

 1 再交付

9.求職申込年月日

-
受給資格等決定年月日 10.認定日（一般） 11.認定予定月日（高年齢・短期）

12.賃金日額（区分－日額又は総額）

 
1 日額

2 総額

区分
13.所定給付日数の決定
        に係る対象者区分

14.離職理由

16.特殊表示区分又は
   激甚指定期限年月日

15.求職番号

 

チェック・リストが出力されたが、

調査の結果、同一人でなかった

場合に「1」を記入。

18.支払区分

17.金融機関・店舗コード 口座番号

-

月 日

※

4800-010566-2 4-190401 4-281231

ｺﾖｳ ﾀﾛｳ 1 4 010416 2

4801-001186-9 0 労働市場センター株式会社 37

1

1

年 月 日

4-   -
年 月 日

4 -
元号元号

 
1 有
2 無

-
円，，

3.離職年月日

管轄区分 産業分類

4.被保険者種類

喪失原因 離職票交付希望

5.再交付表示

事業所名略称事業所番号

離職者氏名

2.資格取得年月日1.被保険者番号

交付年月日

交付番号  　(        )

290104

（1～6）

店舗コード金融機関コード

求 職 者 給 付 等 払 渡 希 望 金 融 機 関 指 定 届

離職時年齢　27歳
支払方法は未登録です。

備

考

※ 基本手当日額（                     ）円

所定給付日数（                     ）日

支給番号（                         ）

公共職業安定所長

離 職 票 ー １

資格喪失確認通知書（被保険者通知用）

（切り取らないでください。）

次

長

課

長

係

長
係

操
作
者

�
な
る
べ
く
折
り
曲
げ
な
い
よ
う
に
し
�
や
む
を
え
な
い
場
合
に
は
折
り
曲
げ
マ
�
ク(

　)

の
所
で
折
り
曲
げ
て
く
だ
さ
い
�
�

▲

所
属
長

▲

通信業

公共職
業安定
所長印

19.区分－氏名（ｶﾅ）　　区分（空欄 分かち書き　1 氏名変更）

 

0 抹消
1 安定所現金払
2 安定所送金払
3 労働局送金払

生年月日（元号－年月日）性別

9 9 - 9 9 9 9 9 9 9 9
（短）

　 フ リ ガ ナ 　

３ 名 　 称 　

届出者

払渡希望

金融機関

                                                                        
支店 
　

本店

１ 氏 　 名 　

２ 　 　 　 　住所又は居所

４ 銀 行 等 　

５ ゆ う ち ょ 銀 行 記 号 番 号

口 座 番 号
（ゆうちょ銀行以外）

（普通）

（総合）   　　　　　　　　　　　－

◆金融機関へのお願い
　雇用保険の失業等給付金を受給者の金融機関口座へ迅速かつ正確に振り込むため、下記のことについて御協力をお願いします。
　　1　上記届出書に記載された事項のうち「1氏名」欄、「3名称」欄及び「4銀行等（ゆうちょ銀行以外）」の「口座番号」欄（「5ゆうちょ銀行」の
     「記号番号」欄）を確認した上「金融機関による確認印」欄に貴金融機関確認印を押印してください。
　　2　金融機関コード・店舗コードを記入してください（ゆうちょ銀行の場合を除く。）。

金
融
機
関
に
よ
る
確
認
印

8.住居所管轄安定所6.個人番号 7.番号複数取得チェック不要

-

▲

個人番号はハローワークに来所してから、
窓口で申請者本人が記入してください。

コヨウ　タロウ

雇用　太郎

富士吉田市竜ヶ丘２－４－３

○○銀行

１２３４５６７

失業認定申告書

※ 帳票種別  11203

様式第14号（第22条関係）（第1面）

(必ず第２面の注意書きをよく読んでから記入してください。 )

　失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか。

　雇用保険法施行規則第２２条第１項の規定により上記のとおり申告します。

　　 平成  29 年   8 月  24 日                                         受給資格者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

    （この申告書を提出する日）              　　　　　　　　　　　　　 支給番号（　　　　                        　　　）

次 回 認 定 日 ・ 時 間

月    日            時から

時まで

認 定 対 象 期 間      月     日～     月     日 ※連絡事項

備

考

※公共

職業安

定所又

は地方

運輸局

記載欄

4.支給期間 6.基本手当支給日数
　内職又は手伝
　いによる収入

取
扱
者
印

操

作

者

印

7.就業手当支給日数 8.就業手当に相当する特別給付支給日数

年

5.
円日

（収入額）

日

日 日月年 月 日

～

（初日） （末日）

　事業所名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　所 在 地（〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　電話番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）イ　自　　　　営

ア　就　　　　職

イ　応じられない

ア　応じられる

　　　月　　　日より自営業開始（予定）

　　　月　　　日より就職（予定）

（１）公共職業安定所又は地方運輸局紹介
（２）地方公共団体又は職業紹介事業者紹介
（３）自己就職

　　
　　　　
　　　　　　　

　失業の認定を受

　けようとする期間

　中に、就職、就労

　又は内職・手伝い

　をしましたか。

ア　した

イ　しない

就職又は就労をし
た日は○印、内職
又は手伝いをした
日は×印を右のカ
レンダーに記入し
てください。

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

　　　  ７月 　　　  ８月

　内職又は手伝いをして収入を得た人は、
　収入のあった日、その額（何日分か）
　などを記入してください。

収入のあった日　　　８月　　７日　収入額　　　　２０００　円　何日分の収入か　　　２　日分

収入のあった日　　　　月　　　日　収入額　　　　　　　　　円　何日分の収入か　　　　　日分

ア 求職活動を
　 した

(1)求職活動をどのような方法で行いましたか。

(2)(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください。

求 職 活 動 の 方 法 活動日 利用した機関の名称 求職活動の内容

事業所名 、 部署

（電話番号  03-××××-××××  ）

（電話番号　　　　　　　　　　　　）

応 募 日 応募方法 職種

（ア）
（イ）
（ウ）
（エ）
（オ）

応募したきっかけ

知人の紹介
新 聞 広 告
就職情報誌
インターネット
そ の 他

（ア）
（イ）
（ウ）
（エ）
（オ）

知人の紹介
新 聞 広 告
就職情報誌
インターネット
そ の 他

応募 の 結果

イ 求職活動を
   しなかった

1

2

3

4

5

（労働日数）

（その理由を具体的に記載してください。）

�
あ
て
は
ま
る
も
の
に
○
を
つ
け
�
必
要
な
こ
と
が
ら
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
�
�

日

 
空欄　未支給以外

 １ 　未支給 3.待期満了年月日2.未支給区分1.支給番号 ー ー

月

今、公共職業安定所又

は地方運輸局から自分

に適した仕事が紹介さ

れれば、すぐに応じら

れますか。

就 職 も し く は 自 営

した人又はその予定

のある人が記入して

ください。

（就職先事業所）

収入のあった日　　　　月　　　日　収入額　　　　　　　　　円　何日分の収入か　　　　　日分

イに○印をした人は、すぐに応じられない理由を第２面の注意の8の中から選んで、
その記号を○で囲んでください。

　（ア）　　　　　（イ）　　　　　（ウ）　　　　　（エ）　　　　　（オ）

年 日

9.就職年月日－経路

月

ー

日

（ア）公共職業安定所又は

　　　地方運輸局による職

　　　業相談、職業紹介等

（イ）職業紹介事業者

　　　による職業相談、

　　　職業紹介等

（ウ）派遣元事業主に

　　　よる派遣就業相談等

（エ）公的機関等による職

　　　業相談、職業紹介等

公共職業安定所長 殿
地 方 運 輸 局 長

2017. 1

8/10 ハローワーク飯田橋

職業紹介の結果、株式会社○○への紹介を受けて、

8/20面接。採否結果待ち。

（8/27　採否通知予定）

株式会社△△産業　人事部 8/13 8/16 不採用通知あり営業

○○
雇用　太郎

48010-17-000109-7

雇
用

直接の訪問

　折　り　曲　げ　線　

（第１面）

（第２面）

雇用保険受給資格者証

被保険者番号

（バーコード貼付欄）

支給番号

求職番号

（バーコード貼付欄）

センター
公共職
業安定
所長印

〒177-0044　　練馬区上石神井

03-3929-3311

注 意 事 項

管轄公共職業安定所又は
管轄地方運輸局所在地

電話番号                                                         交付　　　　年 　　月 　　日

　1. 　2. 氏　　　　　　名

　3. 4 . 性 別 5 . 離 職 時 年 齢 6.

　8. 住　　所　　又　　は　　居　　所

　19.

　16.

　10.

18.

　20.

　11.

　17.

7.

　12.

支 給 番 号

被 保 険 者 番 号

資 格 取 得 年 月 日

求 職 申 込 年 月 日

基 本 手 当 日 額

認 定 日

離 職 年 月 日 離 職 理 由

受 給 期 間 満 了 年 月 日

所 定 給 付 日 数

再 就 職 手 当 支 給 歴

生 年 月 日 求 職 番 号
48010-17-000109-7 ｺﾖｳ ﾀﾛｳ

4800-010566-2 男 27 4-010416 12345

190401 281231

290104

4,747

1型-月

40

291231

90

　9. 支払方法(記号(口座)番号‐金融機関名‐支店名)

13. 　14. 離 職 時 賃 金 日 額6 0 歳 到 達 時 賃 金 日 額
6,666

23.　　　　　　　　　　　　　

　雇用保険説明会　　　　年　　月　　日　出席済　
　　

安定所連絡メッセージ１

安定所連絡メッセージ２

2017. 1

１　この証は、第１面の受給期間満了年月日までは大切に保管してくだ
　さい。もし、この証を滅失したり、損傷したときは、速やかに申し出
　て再交付を受けてください。なお、この証は、折り曲げ線以外では折
　り曲げないでください。
２　失業の認定、又は失業等給付を受けようとするときは、この証を失
　業認定申告書その他関係書類に添えて原則として管轄公共職業安定所
　又は管轄地方運輸局の長に提出してください。
３　あなたが口座振込受給資格者である場合、支給金額欄の金額を、あ
　らかじめ指定された金融機関の預貯金口座に振込む手続を、失業認定
　日に行いますので、その金融機関から支払を受けてください。この場
　合、その金融機関から支払を受けることができる日が、基本手当の支
　給日となります。
４　定められた失業の認定日に来所しないときは、基本手当の支給を受
　けることができなくなることがあります。
５　失業の認定を受けようとする期間中に就職した日があったとき、又
　は自己の労働によって収入を得たときは、その旨を必ず届け出てくだ
　さい。 
６　偽りその他不正の行為によって失業等給付を受けたり、又は受けよ
　うとしたときは、以後失業等給付を受けることができなくなるばかり
　でなく、不正受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納
　付を命ぜられ、また、処罰される場合があります。
７　氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、その後最初に来所し
　た失業の認定日に届書を提出してください。
８　第１面に書かれている所定給付日数は、受給期間満了年月日までの
　間に基本手当（傷病手当）の支給を受けることができる最大限の日数
　です。
９　失業等給付に関する処分又は上記６の返還若しくは納付を命ずる処
　分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌
　日から起算して３箇月以内に　　　　　　 雇用保険審査官に対して審  
　査請求をすることができます。
10　雇用保険について分からないことがあった場合には、公共職業安定
　所又は地方運輸局の窓口で御相談ください。

安定所現金（Ｇ）

　15. 給 付 制 限

21. 通 算 被 保 険 者 期 間
090900

離 職 前 事 業 所 名　22.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
ﾛｳﾄﾞｳｼｼﾞｮｳｾﾝﾀｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
労働市場センター株式会社

特 殊 表 示 ( 災 害 時 、 一 括 、 巡 相 、 市 町 村 )
0　0　0　0      　　       

24.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公共職業安定所長

様式第11号（第17条の2関係）（第1面、第2面）

ＮＮＮ

一般被保険者

高年齢被保険者

高年齢継続被保険者
参考（～平成28年12月）

適用事業1

03平成 年度版

本商品のコピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上、禁じられています。

1234001－7654321
△△03－□□03

高年齢雇用継続基本給付金を以下のとおり決定しましたので口座振込します。

1234－567890－0 3－××0311 △△0316
9999－000001－0600401

149,985199,980

支給対象月　　　　　賃金支払額　支払金額
△△年３月　　　　　 143,333円　  4,357円
△△年４月　　　　　 143,333円　  4,357円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計金額　8,714円
1．次回支給対象月　平成△△年５月、平成△△年６月
2．次回支給申請月　平成△△年７月１日～平成△△年７月３１日

〒112－8577　文京区後楽1－9－20
TEL03－3812－8609

△△ 5 14

75

アズマ　キョウコ 女

商品No.480724



これから退職準備をされる方へ!

60歳台前に知っておきたいこと！
　「ねんきん定期便」「ねんきんネット」で自分の年金額を確認
60歳台前半になったら
　退職する場合
　　�厚生年金は60歳台前半から受け取れる
　　雇用保険の失業手当�（基本手当）�を受けると？
　　退職後の医療保険は？
　　税金がかかる場合がある

　在職する場合
　　�働きながら年金を受けると？
　　雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けると？
65歳になったら！
　年金は再度請求手続をする
　65歳以後も働く場合の年金は？
退職に伴う社会保険関係の手続一覧
問い合わせ先一覧

掲
載
内
容

ライフプランをつくろう
　どんな生活を望みますか
家庭経済プラン
　定年後の生活と家庭経済を考えよう
心と体の健康管理プラン
　自分の健康は自分で守りましょう

　だれもが迎える老いを見つめる
生きがいプラン
　「生きがい」って何だろう
＜ワークシート＞私たちの年金ライフプラン
　ライフプランを作成しよう

掲
載
内
容

年金ライフサブノート（令和3年度版）�
A4判24頁／定価 本体 270円＋税10%（税込297円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�会社を退職される方を対象に、その後の生活を支える年金制度のしくみを中心に、退職時およびその後の年
金ライフに関係する社会保険や、その手続きなどについてわかりやすく説明。

⃝�「年金セミナー」「退職準備セミナー」のテキストとしても最適な一冊。

令和3年3月発刊予定

年金ライフプランのすすめ（令和3年度版）�
A4判80頁／定価 本体 760円＋税10%（税込836円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�年金ライフプラン（PLP）についてわかりやすく解説し、簡潔にまとめたPLPのガイドブック。実用書とし
てより有効に利用できるよう編集してあり、PLPセミナーの教材から退職時等の記念品として幅広くご活用
いただけます。

令和3年4月発刊予定

60歳を迎える前に…
　これからの生活設計を考えてみませんか？
　年金の支給開始年齢
60～64歳から受けられる年金
　特別支給の老齢厚生年金
　在職老齢年金
　高年齢雇用継続給付と年金額の調整
　失業給付を受けると年金が全額支給停止
65歳から受けられる年金
　老齢基礎年金・老齢厚生年金

　在職老齢年金
　年金の繰上げ受給・繰下げ受給
　企業年金の種類と給付
年金を確実に受けるために
　年金の請求手続
　　65歳に到達したら再度、年金の請求手続を
　　　年金受給中に必要な手続をお忘れなく
　　　被用者年金一元化による主な改正点
　　　在職老齢年金早見表／年金に関する相談

掲
載
内
容

60歳以後の年金額調整のしくみ（令和3年度版）�
A4判16頁／定価 本体 240円＋税10%（税込264円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�在職老齢年金と雇用保険との年金額の調整のしくみを紹介。繰上げ・繰下げ支給や企業年金との関係、年金
請求の方法なども網羅し、退職前セミナー等の資料・配布物に最適です。

令和3年3月発刊予定

年金のうけ方と手続
国の年金は２階建て／年金をうける条件は？／年金額の計算は
／受給開始年齢になったら年金請求／65歳になったら節目
の手続き／働いても年金をうけられる／配偶者と年金／遺族
年金と障害年金／年金にかかる税金／扶養親族申告書を提出
して各種控除をうける／

確定申告のポイント
年金ライフと雇用保険
失業給付の手続／高年齢雇用継続給付をうける／雇用保険と老
齢厚生年金との調整

年金ライフと医療保険
介護保険制度のあらまし

掲
載
内
容

年金ライフガイド（令和3年4月版）�
B5判40頁／定価 本体 360円＋税10%（税込396円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�退職を準備する方、もうすぐ年金をうける年齢になる方の社会保険ガイド。
⃝�「年金のうけ方と手続」「年金ライフと雇用保険」「年金ライフと医療保険」「介護保険制度のあらまし」な
ど、年金世代に必須の社会保険にかかわる諸手続全般について、わかりやすく詳しく解説しています。

令和3年4月発刊予定
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商品No.330672

商品No.840328

在職老齢年金、雇用保険との調整、必要な手続
−令和３年度版−
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5
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15

16

60歳以後の
年金額調整のしくみ
60歳になる前に
ココをCheck!!
Check １
在職しながら年金を受ける人は
年金額が調整されます。

Check ２
雇用保険の給付を受ける人は
年金額が調整されます。

Check 3
年金を受けるには
手続が必要です。

Check 4
企業年金の手続等も
忘れずに行ってください。 60歳を迎える前に…

これからの生活設計を考えてみませんか？
年金の支給開始年齢

60～64歳から受けられる年金
特別支給の老齢厚生年金
在職老齢年金
高年齢雇用継続給付と年金額の調整
失業給付を受けると年金が全額支給停止

65歳から受けられる年金
老齢基礎年金・老齢厚生年金
在職老齢年金
年金の繰上げ受給・繰下げ受給
企業年金の種類と給付

年金を確実に受けるために
年金の請求手続
65歳に到達したら再度、年金の請求手続を
年金受給中に必要な手続をお忘れなく
被用者年金一元化による主な改正点
在職老齢年金早見表／年金に関する相談

C
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商品No.330522

社会保険研究所社会保険研究所

2020年

4月版

年金のうけ方と手続き

年金ライフと雇用保険

年金ライフと医療保険

介護保険制度のあらまし

年金のうけ方と手続き

年金ライフと雇用保険

年金ライフと医療保険

介護保険制度のあらまし

商品No.830156



これから退職準備をされる方へ！

1．生前
　事例⑴争続の回避
　事例⑵終活ノートを書く
　事例⑶遺言書を書く
　事例⑷認知症と相続
2．死亡時
　事例⑸葬儀の準備・費用・執行

3．没後
　事例⑹相続のプロセス
　事例⑺相続人・相続財産の確定
　事例⑻相続の放棄ないし限定承認
　事例⑼遺留分の減殺請求
　事例⑽相続財産の分配
　事例⑾遺産分割協議

　事例⑿相続税の対応
4．その他円滑な相続のために
　事例⒀事業承継の選択肢
　事例⒁相続信託の活用
　事例⒂相続と生前贈与
■おわりに
　付録・終活ノート

掲
載
内
容

Ⅰ　老齢厚生年金・退職共済年金
　１　�一元化後の共済組合の年金の名称

と年金額の算定方法
　２　�複数の実施機関に加入期間がある

人の合算の契機と加給年金額の加
算開始・支給停止

　３�　振替加算
　４�　繰下げ受給
　５�　共済組合の絡む事務処理誤り
　６　�なじみの薄い公務員組合の関係す

る年金
Ⅱ　障がい年金

　１�　一般の障がい年金の事例
　２�　地方公務員の障がい年金の事例
　３�　旧法の障がい年金
Ⅲ　遺族年金
　１�　一般の遺族年金の事例
　２　�夫か妻か、いずれか一方が共済組

合に加入している人が、死亡した
場合

　３�　夫婦が共済組合の組合員の場合
　４　�追加費用対象期間のある人の遺族

年金
　５�　併給調整

Ⅳ　共済組合の特有の年金給付
　１　�退職一時金・脱退一時金・返還一

時金
　２�　国家公務員・地方公務員の通算
　３�　特定消防職員と特定警察職員
　４�　単一共済者
Ｖ　�国民年金第３号のさかのぼり・生活

保護の法定免除の手続き、証書・支
払通知書

巻末資料

掲
載
内
容

ここ１年のわが家の収支状況表をつくりましょう
ここ１年のわが家の収支状況表（ワークシート）①
わが家の財産（資産・負債）一覧表をつくりましょう
わが家の財産（資産・負債）一覧表（ワークシート）②
長期家計プラン作成上のメモ

長期家計プランの記入例
長期家計プラン（ワークシート）③
私たちの年金ライフプラン（ワークシート）④
事例研究

掲
載
内
容

事例でわかる 相続Q&A －こうして避けよう身内の争い（平成29年6月発刊）�
B5判・88頁／定価：本体 1,000 円＋税10%（税込1,100円） ISBN978-4-7894-4880-2 C2032 ¥1000E
⃝�突然やってくる相続問題。相続が親族同士の思わぬ争いのもととなることも。相続を「争続」にしないため
には、あらかじめ相続の基本的な知識を得ておくことが必要です。本書では、身近な人の死によって直面す
る相続に関する諸問題をＱ＆Ａ形式で平易に解説。「終活ノート」や遺言の書き方、葬儀関係、相続におけ
る財産分配、相続税対策、事業承継対策などについて事例をあげて解説し、相続に関する基本事項を網羅し
ています。巻末には「終活ノート」も掲載しています。

⃝�相続問題に対応するすべての皆様におすすめの１冊です。
� 特定社会保険労務士　中川 聖明／社会保険労務士　浅岡 純朗／弁護士　浅岡 輝彦　著

発売中

共済組合の支給する年金がよくわかる本 （令和元年９月発刊）�
B5判・228頁／定価：本体 2,600円＋税10%（税込2,860円）
 《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》長沼明　著　〈年友企画刊〉
⃝��本書は、平成27年10月の被用者年金制度の一元化以後に共済組合から支給される年金について、事例を中心
にして詳しく解説した図書です。

⃝今後相談件数が増えることが見込まれる一元化前後の期間を有する受給権者を想定し、市長、市議会議員、県議会
議員、そして社会保険労務士としての豊富な経歴を持つ著者は、自らの経験から独自に豊富な事例を抽出しています。
⃝可能な限り最新の情報を盛り込むとともに、年金相談の現場等で利用し、参考しやすいものとしてテーマを
組み立て、相談者に合った年金相談が可能となるように編集しています。

発売中

年金ライフプランワークシート（平成31年4月発刊）�
長期家計プランCD-ROM
A4判20頁／定価 本体 200円＋税10%（税込220円）
Excelファイル形式／定価 本体 600円＋税10%（税込660円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�「長期家計プラン」作成の際の考え方や手順、記入要領、記入例等を中心に、だれでもプランニングできる
よう工夫。なお、本体に収載している長期家計プランはCD-ROMでもご用意しています

発売中

ライフプランとは
ライフデザイン・ライフイベントとは
基本的な３つのプラン
これからの収入と支出を知ろう

キャッシュフロー表を作ろう
収入の柱「年金」について知ろう
資産運用について知ろう
雇用保険について知ろう

知っておきたい税金の知識
自分の健康は自分で守ろう
医療保険について知ろう
介護保険について知ろう

掲
載
内
容

今日から始める! ライフプラン（令和3年度版）�
A4判80頁／定価 本体 880円＋税10%（税込968円）�《本冊子は、取次・書店経由のお取扱いはできません》
⃝�公的年金のスリム化が報じられるなか、現役世代においてライフプランへの関心が高まっています。充実し
た現役生活と豊かな老後生活のために知っておくべきこと、やっておくべきことを豊富な図版とともにまと
めました。ライフプランの入門書、ライフプランセミナーのテキストとして最適な１冊です。

令和3年4月発刊予定
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こうして避けよう
身内の争い

事例でわかる

相 続
Q&A

事例でわかる

相 続
Q&A

終活ノート付録
社会保険研究所

中川 聖明／浅岡 純朗／浅岡 輝彦 著
特定社会保険労務士　社会保険労務士　　　弁護士

ISBN978-4-7894-4880-2

C2032 ￥1000E

定価：本体1,000円＋税
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■オンライン資格確認でどう変わる？

目　　次

Ⅰ．オンライン資格確認の概要【令和３年３月～】

令和3年3月から始まる新たな仕組み「オンライン
資格確認」をＱ＆Ａ形式で詳しく解説！
◆令和３年３月より、「オンライン資格確認」を導入した保険医療機関（医科・
歯科）・保険薬局では、マイナンバーカードを保険証として利用できるよ
うになり、医療機関・薬局、保険者、患者にとって様々なメリットが生じ
ます。
◆制度の仕組みや導入に必要な準備・補助金等について、「オンライン資格
確認」に関連する情報を「医療機関・薬局」「保険者」「患者・被保険者（加
入者）」ごとにＱ＆Ａ形式で図表を交えて解説しています。Ｑ＆Ａ以外にも、
概要をまとめた解説や関連資料も充実しています。
◆マイナンバーカードやマイナポータルについても豊富なＱ＆Ａを掲載して
いますので、保険者にとっても制度の周知等の際に活用できます。

社会保険研究所
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第１章　オンライン資格確認とは オンライン資格確認導入の背景／オンライン資格確認の仕組み／オンライン資格
確認のメリット（医療機関･薬局、保険者、患者･被保険者（加入者））／医療機
関･薬局でオンライン資格確認を導入するためには／レセコン改修費等は補助金
の対象（オンライン資格確認関係補助金）／オンライン資格確認導入に関するス
ケジュール／オンライン資格確認はデータヘルスの基盤（今後の展望）

第２章　マイナンバー・マイナ
ポータルとは

マイナンバー（個人番号）／マイナンバーカード・通知カード／マイナンバーカー
ドの安全性／マイナンバーカードの申請方法／マイナポータル／マイナンバー
カードの保険証としての利用

Ⅱ．オンライン資格確認のＱ＆Ａ

Ⅲ．関係資料

第１章　医療機関・薬局に関する
Ｑ＆Ａ

オンライン資格確認の導入にあたって／オンライン資格確認のメリット／本人確
認／オンライン資格確認の導入の費用／医療機関等向けポータルサイト

経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）／オンライン資格確認等システムに関する運用等の整理案（概要）(令和元
年6月版)（抜粋）／保険者におけるマイナンバーカード取得促進策等／医療提供体制設備整備交付金実施要領／顔認証付
きカードリーダーに係る部品等の事前確認申請／健康･医療･介護情報の利活用に向けた検討課題／マイナポータルを活用
した特定健診データ等の閲覧／被保険者記号･番号の告知要求制限

第２章　保険者に関するＱ＆Ａ オンライン資格確認の開始にあたって／保険証･被保険者番号／オンライン資格
確認のメリット

第３章 患者・被保険者（加入者）
に関するＱ＆Ａ

オンライン資格確認の開始にあたって／保険証･被保険者番号／オンライン資格
確認のメリット／本人確認／マイナンバー･マイナンバー制度／マイナンバー
カード関連／マイナポータル／マイナンバーカードの保険証としての利用

令和2年10月版

オンライン資格確認Q&A
定価　本体3,000円＋税10％（税込3,300円）
B5判・280頁・一部２色刷り
ISBN978-4-7894-1627-6 C2047 ¥3000E


